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第六次千葉県障害者計画 第 2部 

「現状と課題及び今後の施策の方向性」 

 
Ⅰ 主要な施策 

障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築 

障害のある人がその人に合った福祉サービスを選択しつつ、地域社会の中で人々と

共生し、その人らしく暮らせる環境を整備します。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１入所施設等から地域生活への移行の推進 

◇ 障害のある人の地域生活を支えるため、利用者のニーズに応じた多様な住まい 

 の場として、グループホーム等の拡充を図るとともに、日中活動の場の充実も図

ります。 

◇ 強度行動障害のある人や医療的ケアが必要な人など、障害程度が重い人に 

ついても、できる限り地域で生活できるよう支援していくとともに、地域での 

生活が困難な障害のある人に対しては、入所施設の果たす役割が引き続き重要で

あることに留意しつつ、入所施設の有する人的資源や機能を地域生活のバック 

アップのために活用します。 

◇ 障害のある人の中には単身での生活をしたいというニーズがあるため、グルー

プホームのサテライト型住居の設置・活用など様々な支援に取り組みます。  

◇ 千葉県袖ケ浦福祉センターについては、県立施設として被虐待児童のシェルタ 

ー機能や強度行動障害支援等拠点としての機能・役割を果たすとともに、支援の

在り方を大規模集団ケアから少人数を対象としたきめ細かなケアに転換するた

め、利用者の地域への移行を進めます。 

総合計画から 



                               

25 
 

 

 

 

 

 

【Ⅰ 現状・課題】 

 

障害のある人が地域社会の中で人々と共生し、その人らしく暮らせる環境を整備すること

は大変重要なことであり、障害のある人の地域生活への移行については、最重要課題と  

位置付け、推進してきました。 

第五次計画では、地域生活に必要な支援やグループホーム等への居住の場を確保する

ことにより、平成２７年度から平成２９年度までに障害者支援施設（入所施設）からの地域  

生活に移行する人の数値目標を６００人に、施設入所者数を４,５６６人から４,５３０人にする 

こととし、障害のある人の地域生活への移行に取り組んできました。入所施設の入所者の 

地域生活への移行については、平成２６年度から平成２８年度までに２００人以上が、グルー

プホームなどの地域生活に移行してきたところです。一方、平成２９年４月現在、グループ 

ホームと障害者支援施設の待機者は合わせて７０５人います。 

地域生活への移行の推進にあたり、障害のある人の地域における住まいの場を確保する

ため、グループホームの整備を最重要施策の一つと位置付け、障害のある人ができる限り

身近な地域において日常生活及び社会生活を営めるよう、グループホームの整備・運営や、

利用者に対する支援のための各種事業を実施しています。 

今後より一層グループホームの供給を増やすためには、既存の戸建て住宅の空き家等を

グループホームとして活用することも検討する必要がありますが、利用者の安全性の確保の 

観点から、建築基準法等の各種法令の規制があるため、活用がなかなか進まない状況が 

見受けられます。今後は、精神障害のある人や身体障害のある人のためのグループホーム

の整備や、障害があっても単身で生活をしたいという人のニーズに対応するため、本体住居

の食堂等を利用するなど密接な連携を前提とした、一人暮らしに近い形態のサテライト型住

居のさらなる周知を行い、供給を増やすことが必要です。  

サービスの質の向上については、社会福祉法人のほか、株式会社など様々な分野からの

事業参入がある中で、運営者や支援員等のスキル、資質及び意識の向上を図る必要があり

ます。グループホームを利用している障害程度の重い人の支援や精神障害のある人など、

心身の状況等で障害福祉サービス等を利用ができないときに必要なグループホームでの 

日中の支援に係る事業所への支援や高齢化などにより外出できない利用者が、より充実し

た生活ができるよう日中生活の支援を求める声もあります。 

一方、グループホームの設置に際して、依然として地域住民の反対にあうケースがある 

ため、障害を理由とする差別の解消と障害のある人の地域における生活の場の必要性に 

 

（１）グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備 
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ついて、地域住民の関心と理解を深めるための啓発活動が必要です。 

障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えると 

ともに、障害者等の入所施設や病院からの地域移行を進めるため、重度障害にも対応する 

ことができる専門性を有し、地域の生活で生じる障害者等やその家族の緊急事態に対応 

することができる地域生活支援拠点等の整備を促進することが求められています。地域生活

支援拠点等の整備に当たっては、地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自立を 

希望する者に対する支援等を進めるために、地域生活への移行、親元からの自立等に係る

相談、一人暮らし、グループホームの入居等の体験の機会及び場の提供、ショートステイの

利便性・対応力の向上等による緊急時の受入体制の確保、人材の確保・養成・連携等に 

よる専門性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の

体制づくりを行う機能が求められています。 

地域生活支援拠点等の整備については、第五次千葉県障害者計画において、各障害 

保健福祉圏域に１か所整備することを目標に掲げ市町村と連携して取り組んできましたが、 

必ずしも整備が進んでいない状況であり、地域のニーズの把握や課題の整理を早期に行い、

積極的な整備が進むよう市町村に働きかける必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

 

① グループホーム整備の基本的方向については、障害者計画の数値目標、利用待機 

者調査、高齢化等による在宅からグループホームへの移行等、地域での必要性などを

踏まえ、順次支援を行い、引き続き、量的拡充を図ります。特に、強度行動障害のある

人、精神障害や身体障害のある人のためのグループホームの整備など、社会情勢に 

即応した整備に努めます。グループホームの新規開設支援、運営の安定化及び人材

の確保に資するためにグループホームに対して、運営等に関する費用の補助や障害者

グループホーム等支援ワーカーによる新規開設相談を実施します。また、障害のある人

の中には共同住居より単身での生活をしたいというニーズがあり、それに応えるため、新

たに創設された、サテライト型住居の設置・活用が図られるよう、引き続き周知に努め 

ます。 

 

② 地域資源を活用した整備として、既存の戸建て住宅の空き家等をグループ 

ホームとして活用する場合の建築基準法等の規制については、利用者の安全の

ために必要な防火対策や避難対策の確保も踏まえて対応する必要があります。 

これについては、国での検討動向を注視しながら、必要な防火安全対策等を 

  確保しつつ、過度に厳格な規制とならないよう、引き続き、国へ要望します。 
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③ サービスの質の向上を図るため、利用者への家賃補助やサービス管理責任者、

世話人などへの研修を実施するとともに、障害者グループホーム等支援ワーカー

による事業者に対する運営相談支援を行います。また、利用者の高齢化や障害の

重度化などに対応した生活支援員の増員などの手厚い人員配置を行うグループ

ホームに対して、実態に即した報酬体系となるよう、加算制度の拡充などを国へ

要望します。あわせて、グループホーム利用者が地域生活支援事業等により、  

より充実した生活を送れるよう市町村などに働きかけます。 

 

④ 障害のある人の地域生活についての近隣住民の正しい理解が得られるよう、 

地域の行政、権利擁護団体、不動産業団体等との協力のもと県民への啓発に努め

ます。また、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」（以

下「障害者条例」という。）の相談支援等により、個別事案の解決にあたります。 

 

⑤ 市町村における地域生活支援拠点等の整備を促進するため、拠点等の整備、 

運営に関する研修会等を開催し、管内市町村における好事例（優良事例）の 

紹介、また、現状や課題等を把握し、共有するなど、継続的な支援を行います。

拠点等の整備に当たって、新たに施設整備等を行う必要がある場合には、   

社会福祉施設等施設整備費補助金の活用を検討します。地域生活支援拠点の 

制度について周知するとともに、地域移行の可能な人への支援の在り方などを

検討し、相談支援事業や障害者グループホーム等支援ワーカー事業を活用して、

施設待機者等を踏まえ、これまで以上に地域に移行できるよう取り組みます。 

 

⑥ 平成３２年度末の施設入所者数については、平成２８年度末時点の施設入所 

 者数と施設待機者等の地域の実情や、県立施設のあり方の見直しを踏まえて 

 ４，４７７人とし、グループホーム等での対応が困難な人のニーズに障害者  

支援施設（入所施設）が対応します。 

なお、今後とも、待機者や重度化・高齢化の状況について、千葉県総合支援

協議会や市町村等の意見を聴きながら地域の実態把握に努めるとともに、地域

での生活を継続することが困難となった場合に、障害者支援施設等が利用でき

るよう、情報の提供や体制づくりについて、関係者の理解を得ながら検討しま

す。 
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【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

１ 

 

グループホーム等の定員

（人） 

 

４，７１２ ― ― ５,９００ 

                         

２ 
施設入所者の地域生活

への移行者数（人） 
４２ １３５ １３５ １３５ 

                         

３ 施設入所者数（人） ４,４９５ ― ― ４,４７７ 

                                          

  

４ 

地域生活支援拠点等が 

整備されている圏域の数 

（圏域） 

０ ― ― １６ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人が利用する日中活動のサービスには、生活介護、自立訓練、就労移行  

支援等の障害福祉サービス事業のほか、市町村が地域の実情や利用者の特性に応じて 

実施する地域活動支援センター等様々なものがあります。障害のある人の地域での生活を

実現するには、住まいの場の確保とともに、ニーズや個性に応じたサービスをできるだけ 

身近な地域で利用できるよう、日中活動の場の整備が必要です。また、身体障害、重症心

身障害の状態にある人（子どもを含む）が利用可能な日中活動の場の整備が必要です。 

日中活動の場の一層の整備に加えて、家族等の支援のためにも、短期入所事業を併設

するなど、ニーズに応えるために柔軟な対応が求められます。 

日中活動の場としては、障害福祉サービス事業所の整備の促進を図るとともに、地域  

活動支援センター等について、本県独自の事業として常時介護が必要な重度障害のある

人のための加算補助制度や、就労移行を促進するための加算補助制度及び家賃への一

部補助制度等を行っています。特別支援学校や特別支援学級に通う子どもたちについて

は、学校の長期休暇や放課後の地域での療育支援体制及び家族への支援体制として、放

課後等デイサービスなどとともに、卒業後、地域で生活するための日中活動の整備が必要

です。 

地域活動支援センターは、障害のある人が通い、創作的活動または生産活動の提供、 

社会との交流の促進等の便宜を図る事業です。仲間づくりや地域住民との交流の場として

の機能をはじめ、地域活動支援センターに求められる機能や役割は多様です。しかし、地

域によっては視覚障害のある人、聴覚障害のある人など、障害特性に応じたサービス提供

が十分でないなどの指摘もあります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

① 様々な障害のある人のニーズに応じた日中活動の場の充実のため、限られた 

 社会資源を有効に活用するとともに、個々の特性やニーズに応じて利用可能な 

 日中活動の場の整備を促進します。 

また、利用ニーズが多いものの社会資源の少ない医療的ケアができる生活介護 

などの日中活動の場や、利用者の体調の変化等、必要に応じて一時的に利用する 

ことができる短期入所事業所など、量的・質的拡充に努めます。 

 

② 特別支援学校に通う重症心身障害の状態にある子どもや肢体不自由のある子 

ども、特別支援学級に通う障害のある子どもの放課後等デイサービスなどの 

日中活動の場の整備を促進します。 

 

 

（２）日中活動の場の充実 
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特別支援学校の再編等に伴い、通学先が変わる子どもたちが、放課後等に利用 

できる場が確保されるよう、教育委員会や関係市町村等と連携し、整備を促進し 

ます。 

 

③ 市町村が実施する地域活動支援センターの充実を図るため、地域の特性に 

 応じた支援ができるよう、国に対して必要な財源の確保を引き続き要望します。 

  また、地域活動支援センターの実態把握を踏まえ、障害のある人が特性に 

   応じた支援を受けられるよう、実施主体である市町村と協議しながら、県独自 

   の補助制度の見直しを検討し、地域活動支援センターの充実に向けた支援を 

行います。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

５ 
地域活動支援センター所

在市町村（市町村） 
３５ ― ― ５４ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

  地域で生活している障害のある人が、引き続き、住み慣れた地域社会の中で継続して 

生活できるよう、また、障害のある人の自立や社会参加を促進するためには、在宅の障害の

ある人やその家族に対する福祉サービスの充実が必要です。 

障害のある人の自立や社会参加を促進するため、在宅で生活している障害のある人及び

その家族へのサービスとして、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び短期入

所等の給付を市町村が行っています。 

障害者総合支援法の改正により、平成３０年度から新たなサービスとして、障害者支援施

設やグループホーム等から一人暮らしに移行した人や、現に一人暮らしの人に対して必要

な支援を行う自立生活援助が創設されたことから、必要な支給量を確保する必要があります。 

重度訪問介護については、最重度の障害のある人で重度訪問介護を利用している人に 

対し、入院中の医療機関においても、利用者の状態などを熟知しているホームヘルパーを 

引き続き利用し、そのニーズを医療従事者に伝達する等の支援ができるようになるため、 

十分な支給量を確保する必要があります。 

 また、居宅介護等の従事者（ホームヘルパー）を対象として、障害のある人のニーズに応じ

た支援を行うため、県及び県が指定する事業者による養成研修やスキルアップ研修を実施

し、資質向上に努める必要があります。障害のある人の中には、福祉の支援を受けず生活

を営んでいる人も多くいます。また、住まいの場や日中活動の場での支援を受けながら独立

して生活をする人、継続的な介護や支援を受けながら生活する人、一般の企業で働く人、

福祉施設の中で働く人など、さまざまなライフスタイルがあります。こうした中で障害のある人

の意向を最大限尊重しつつ、多様な支援を確保していくことが重要です。 

また、弱視や難聴の人、中途で障害を持った人が、引き続き、地域で生活を営めるよう、

社会生活を営む上で重要な手段となる情報の取得や、コミュニケーションなどについての支

援が必要です。 

介護する家族等の疾病やレスパイト、単身生活者の一時的な利用など、在宅での介護を

受けることが一時的に困難になった人が施設に一時的に入所する短期入所事業所の整備

を促進しています。 

しかし、短期入所は入所施設利用待機者の代替的な利用やいわゆるロングステイ化等に

より、緊急時の受入れや、レスパイト等の本来の利用が困難となる状況があり、地域におい

てさらにサービス提供量を充実させる必要があります。 

また、短期入所利用者が事業所を選択する際の情報が不足していることや、事業所が緊

急時などに初めての利用者を受け入れる場合に、その利用者の特性等について十分に把 

 

（３）地域生活を推進するための在宅サービスの充実 
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握できていないことから、支援に困難を抱えることが課題として指摘されています。 

また、これまで地域で福祉サービスを利用せずに生活してきた障害のある人がそのような

生活が困難となった場合の支援など、社会生活力を高めるための幅広い支援を推進してい

く必要があります。障害のある子どもへの対応を含めて家族等への虐待防止セミナーや身

近な地域における緊急時の支援体制の検討も必要です。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

 

① 引き続き、ホームヘルパー等に対する各種研修を行うことにより、支援の質の向上に 

取り組むとともに、利用者のニーズに応えられる十分なサービス量の確保に努めます。 

新たに創設された自立生活援助の適正なサービスの確保と円滑な利用の推進に努め 

ます。 

重度訪問介護については、対象者が拡大されたことから、サービス利用状況や障害 

のある人のニーズを十分把握した上で、市町村の支給決定を尊重した国庫負担とする

ことなどの必要な見直しを国に要望します。 

 

② 障害のある人が、引き続き、住み慣れた地域で安心して生活できるようにするとともに 

その生活の質的向上を図るため、県として市町村間の意思疎通支援事業や移動支援

事業の円滑な相互利用や事業の充実に向けて助言・支援等を行います。そのために

移動支援従業者の資質の向上、コミュニケーション手段の確保等、社会参加促進のた

めのサービスの充実を図ります。 

 

③ 経済的自立や地域生活に必要な所得保障の観点から、障害基礎年金や諸手当の 

支給水準等の必要な見直しを国に要望していきます。 

 

④ 重度の視覚障害のある人などの外出する機会を確保するため、同行援護事業従事 

事者の資質の向上に努めるとともに、盲導犬・介助犬等の育成、中途で視覚障害とな 

なった人の歩行訓練やコミュニケーション訓練、視覚障害のある人のための教養・文化 

講座など、適切な実施に努めます。 

また、引き続き介護する家族等のニーズに応えるため、短期入所事業所の整備を促 

進します。 

 

⑤ 障害者虐待防止法や障害者差別解消法、成年後見制度などの周知に努めるととも 

に、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための取組について情報提供す 

るなど、当事者団体や家族会、それらを支える支援者などの活動に資するような支援を

します。 
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⑥ 障害のある人が地域で自立した生活を続けることができるよう、日常生活を送るうえ 

で不安を抱える障害のある人に対して、日常生活自立支援事業による福祉サービス 

の利用の援助や金銭管理等の支援を行います。 

 

⑦ 「生活困窮者自立支援法」に基づく支援として、ひきこもりや障害のある人を含む生活

困窮者からの就労その他の自立に関する相談を受け、抱えている課題を評価・分析し、

そのニーズに応じた自立支援計画を策定の上、必要な支援に結びつける自立相談支

援事業や離職等により住宅を失った生活困窮者等に対し就職活動を支えるため、家賃

費用を給付する住居確保給付金などを通じて地域全体での取組を行っていきます。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

６ 
日常生活自立支援事業

利用者数 
１,１５９ １,２２０ １,２５０ １,２８０ 

７ 
短期入所事業者数 

（箇所） 

 

１５３ 

 

１５９ １６５ １７１ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

 

 障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えると 

ともに、障害者等の入所施設や病院からの地域移行を進めるため、重度障害にも対応する 

ことができる地域生活支援拠点等の整備を促進することが求められています。強度行動障

害のある人等をグループホームで支援するためには、構造の工夫や支援員の手厚いケアな

ど、その特性に適した生活環境の整備や、支援体制の充実が必要となります。あわせて、支

援員のスキルを向上させる取組が必要です。 

重症心身障害の状態にある人（子どもを含む）でも、自宅や住み慣れた地域での生活を

望む場合、できる限りそれを支援することが重要であり、日中に安心して通える活動の場の

確保が必要です。しかし、事業所の設備や従事者の体制等の問題もあり、高度な医療的ケ

アを必要とする人の利用は困難な状況です。新生児特定集中治療室（ＮＩＣＵ）から退院す

る場合、現状では、家族や関係者に十分な知識がなく、在宅生活への不安が増したり、退

院時に関わる専門職種と在宅での必要な支援とのマッチングが不十分という状況がみられ

ることから、在宅生活の円滑なスタートに向けた支援が求められています。また、医療的ケア

が必要な障害のある人や子どもが、在宅で訪問介護等を利用して家族と生活する場合に必

要となる、医療型短期入所事業所が不足していることや、福祉型短期入所事業所では、職

員の喀痰
かくたん

吸引技術の取得や看護師等の専門職員の配置の問題により、受入が進んでいな

いなどの意見もあり、レスパイトのための短期入所施設の整備や家族等への支援が必要で

す。 

児童福祉法の改正に伴う経過措置が平成３２年度末に終了する見込みであることから、 

１８歳以上の障害のある人が入所している福祉型障害児入所施設は、それまでに１８歳以上

の障害のある人の転所や地域移行等を進める必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

① 県内各地域での強度行動障害のある人への支援体制の構築に向け、「強度行動障

害のある方への支援体制構築事業」や「強度行動障害のある方の支援者に対する研修

事業」の成果や課題を踏まえ、支援のあり方等について、引き続き、検討を進めるととも

に、その成果、研修効果の県全域への普及を図ります。 

市町村における地域生活支援拠点等の整備を促進するため、拠点等の整備、運営 

 

 

（４）重度・重複障害のある人等の地域生活移行の推進 
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に関する研修会等を開催し、管内市町村における好事例（優良事例）の紹介、また、

現状や課題等を把握し、共有するなど継続的な支援を行っていきます。拠点等の整備

に当たって、新たに施設整備等を行う必要がある場合には、社会福祉施設等施設整備

費補助金を活用します。地域生活支援拠点の制度について周知するとともに、地域移

行の可能な人への支援のあり方などを検討し、相談支援事業や障害者グループホーム

等支援ワーカー事業を活用して、施設待機者等を踏まえ、これまで以上に地域に移行

できるよう取り組みます。 

あわせて、「強度行動障害県単加算事業」を引き続き実施し、受入れを行う施設の 

   ケアの質の向上を図り症状の軽減を支援するとともに、既存のグループホームが強度

行動障害のある人を受け入れるための改修等の経費に対して、補助対象の拡大を  

検討します。 

また、医療的ケアが必要な障害のある人や子どもが在宅で医療や福祉サービスを受

けられるよう、訪問看護師の育成研修やコーディネーターとしての相談支援専門員の 

育成を図ります。 

  なお、市町村の地域生活支援事業において、利用者の状況に応じた柔軟な形態によ

る事業ができるよう市町村に働きかけを行います。 

 

② 重症心身障害の状態にある人（子どもを含む）の支援の充実を図るため、在宅で生活 

している重症心身障害の状態にある人を受入れることが可能な短期入所事業所をはじ

め、生活介護等の日中活動の場の整備を引き続き促進します。重度・重複障害のある

人の地域生活の継続を支援するため、「強度行動障害短期入所特別支援事業」を引き

続き実施し、家族等の負担の軽減に努めます。 

 

③ 福祉型障害児入所施設に入所している 18 歳以上の障害のある人については、支援

主体となる市町村、障害児入所施設、児童相談所による地域移行等連絡調整会議を

早期に開催することにより、入所者の特性に応じてグループホーム、障害者支援施設

等への円滑な移行を図ります。なお、移行に伴うグループホームの整備については、関

係法人等への働きかけや対応について検討します。 

 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

８ 

「強度行動障害のある方

の支援者に対する研修事

業」受講者数（累計）（人） 

４８ ８０ ９６ １１２ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

 

入所施設（障害者支援施設）は、地域生活が困難な障害のある人への日中夜間を通じた

ケアと生活に必要な訓練等を行う施設であり、一定の機能回復や生活訓練等を通じて在宅

生活、地域生活への復帰を支援する役割も担っています。 

本計画の成果目標である施設入所者の地域生活への移行を促進するためには、地域に

移行した障害のある人に対する専門的な相談支援や日中活動の場の提供、短期入所など

の機能が地域において必要です。 

また、地域で生活している障害のある人の高齢化や重度化が進んでおり、在宅の障害の

ある人が高齢になっても住み慣れた地域で生活を続けることができる環境整備が必要です。

それとともに、施設入所が必要な人の増加も予想されることから、住まいとしてのあり方や、

その役割については引き続き検討課題となっています。 

強度行動障害のある人に対する支援については、千葉県袖ケ浦福祉センターにおいて、

県立施設としての役割を明確にするため、民間施設で支援が困難な人を受け入れるという

方針を掲げてきた結果、県内各地から最重度の利用者がセンターに集中したため、組織・

人材ガバナンスが困難になるなど、虐待のリスクが増大していたと指摘されています。 

引き続き、県内各地で強度行動障害のある人への支援を実施する体制の構築を図るとと

もに、千葉県袖ケ浦福祉センターからの支援ノウハウの情報発信やセンターと民間施設との

連携についても検討する必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

 

① 地域で生活する障害のある人に対する在宅支援の拠点（地域交流・避難拠点等）とし 

て、入所施設の機能の積極的な活用を図るとともに、引き続き、重度の障害を持つ人 

や医療的ケアが必要な人の施設入所支援、短期入所等のニーズの受け皿として入所 

施設（障害者支援施設）は重要な役割を担っています。施設の一層の小規模化、個室 

化、バリアフリー化や高齢化に対応した改修等を支援し、安全・安心な住まいの場を確 

保するよう努めます。 

 

 

 

 

 

（５）入所施設の有する人的資源や機能の活用 
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② 障害のある人の地域生活支援の推進のための地域生活支援拠点等の整備により、 

地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自立を希望する障害のある人に対す 

る支援等に努めます。 

以下により、地域連携の体制づくりを推進します。 

（ア）地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談 

（イ）一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供 

（ウ）ショートステイの利便性・対応力の向上等による緊急時の受入体制の確保 

（エ）人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠点の整備 

（オ）コーディネーターの配置等による地域の体制づくり 

 

③ 障害程度の重い人や、医療的ケアを必要とするなど入所による支援が必要となる人

のサービス提供に不足が生じないよう、グループホーム等での生活が可能な人につい

ては、障害者支援施設（入所施設）からの地域移行を推進します。また、医療的ケアが

必要な障害程度の重い人等を受入れる短期入所事業所の拡充に努めます。あわせて、

地域での支援が困難な障害のある人に対しては、障害者支援施設（入所施設）の果た

す役割が引き続き重要であることに留意しつつ、障害者支援施設（入所施設）の有する

人的資源や機能を地域生活の支援に活用することで、地域移行が可能となる環境づく

りを推進します。 

 

④ 強度行動障害のある人に対する支援については、「強度行動障害のある方への支

援体制構築事業」及び「強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業」の成果

や課題、また、千葉県袖ケ浦福祉センター更生園の利用者の地域移行に向けた取

組状況を踏まえ、「強度行動障害のある方への支援のあり方検討会」において、障害

者支援施設（入所施設）で支援が必要な人や支援のあり方についての考え方、障害

者支援施設（入所施設）のバックアップ機能の向上について引き続き検討します。 

また、千葉県袖ケ浦福祉センターと民間施設等との連携強化、研修の受講促進や 

充実により人材育成を進め、民間法人により、県内各地で強度行動障害のある人へ 

の支援を実施する体制の構築を図ります。 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

９ 
指定障害者支援施設の

必要定員総数（人） 
４,６８３ ４,６７３ ４,６７３ ４,６７３ 

      
１０ 

地域生活支援拠点等が

整備されている圏域の数 

（圏域） 再掲 

０ ― ― １６ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

○千葉県袖ケ浦福祉センター 

千葉県袖ケ浦福祉センターは、福祉型障害児入所施設（養育園）、障害者支援施設

（更生園）等によって構成されています。主に知的障害のある子どもには、自立した生活

に向け、必要な知識・技能を提供し、知的障害のある人には入浴・排せつ・食事等の介

護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供しています。 

施設の管理運営については、平成１８年度に従前の管理委託制度から指定管理者

制度に移行し、社会福祉法人千葉県社会福祉事業団が指定管理者として管理運営を

行っています。また、千葉県行財政システム改革行動計画の見直し方針を踏まえ、平

成１６年から更生園利用者の地域移行の促進と入所定員の削減を行い、強度行動障害

等の障害が重く支援が困難であったり、手厚い介護や特別な健康管理を必要とする知

的障害のある人への支援に特化した、施設入所支援、生活介護、短期入所の障害福

祉サービスを提供してきました。 

平成２５年１１月に養育園の利用者が死亡する事件が発生したことを受け、県では、

問題の全容を究明するため、平成２６年１月に外部の有識者による「千葉県社会福祉事

業団問題等第三者検証委員会（第三者検証委員会）」を設置しました。 

第三者検証委員会は、千葉県袖ケ浦福祉センターにおける虐待事件問題、千葉県

袖ケ浦福祉センター及び千葉県社会福祉事業団のあり方について検証を重ね、平成

２６年８月７日に最終報告（答申）を県に提出しました。最終報告（答申）では、虐待の主

な原因や、センター・事業団の指導監督等に関する県の責任、また、今後のセンター・

事業団のあり方、県や外部による重層的なチェックシステムの構築、さらに早急に取り組

むべき事項として、個々の利用者に合った適正な支援を確保するため、支援のあり方を

大規模集団ケアから少人数を対象としたきめ細かなケアへの転換や利用者の民間施

設・地域移行による定員規模の縮小（半分程度を目指す）などについての提言がまとめ

られました。 

    県では、第三者検証委員会の最終報告（答申）を踏まえて、平成２７年度から２９年度 

を集中見直し期間に設定するとともに、県の積極的な関与の下でセンター・事業団の見

直しを進めるため、平成２８年度から２９年度までの２年間について、事業団を非公募で

指定管理者に指定し、センター及び事業団の見直しに取り組んできました。 

その見直しの進捗状況については、平成２６年１１月に設置された外部有識者による

「千葉県袖ケ浦福祉センター見直し進捗管理委員会（見直し進捗管理委員会）」におい

て、調査審議を行ってきましたが、平成２９年３月に見直し進捗管理委員会から中間意

 

（６）県立施設のあり方 



                               

39 
 

見が提出され、養育園は、定員の削減が進むなど、改善が図られていることを受けて、

「改善がみられ、県立施設として公募による民間法人による指定管理を続ける社会的意

味がある。」と、評価されています。 

その一方で、更生園は、定員の削減がほとんど進まない上、日中活動支援が適切に

行われていないなど、「重要な事項での改善及び支援水準の向上が県立施設としての

レベルに本計画の終了時点（平成３２年度末）までに達成できない場合は、県立施設で

はなく、民営の入所施設としての経営を予定し、再度の公募による指定管理は行わない

ものとすべきである。」と指摘されています。 

そのため、更生園については、虐待のリスクを極小化し、個々の利用者に合った適正

な支援を確保するため、支援のあり方を大規模集団ケアから少人数を対象としたきめ細

かなケアに転換するとともに、組織・人材マネジメントが機能するための施設規模とする

必要があります。 

また、利用者の民間施設や地域への移行を進めるに当たっては、利用者に合った支

援が受けられる移行先の選定・調整や、受入側の支援体制の確保、利用者・保護者へ

の十分な情報提供や不安の解消に関して、県が積極的に支援することに加え、関係者

が一体となって取り組む必要があります。 

こうした中、平成３０年度からの指定管理については、第三者検証委員会の最終報告

（答申）で示された方向性に沿って、きめ細かな支援を可能とする少人数を単位とした 

ケアと、組織・人材ガバナンスの徹底を図るため、これまでの更生園・養育園の一体運

営を見直し、分割して募集を行ったところ、千葉県社会福祉事業団を指定管理者として

指定しました。県としては、平成３０年度からの指定管理において、少なくとも事業団か

ら提案のあった事業計画が着実に実施される必要があると考えています。 

さらに、集中見直し期間における見直しへの取組については、平成３０年の夏頃まで

に、見直し進捗管理委員会から最終報告（答申）が提出される予定であり、その最終報

告（答申）を踏まえ、引き続きセンター及び事業団の見直しに取り組む必要があります。 

 

○千葉県千葉リハビリテーションセンター 

千葉県千葉リハビリテーションセンターは、リハビリテーション医療施設（病院）、医療

型障害児入所施設（愛育園）、児童発達支援センター、障害者支援施設（更生園）及び

補装具製作施設によって構成されています。身体に障害がある人に、入院・外来診療

又は一定期間の入所により、高度の医学的、社会的及び職業的リハビリテーションを総

合的に行い、社会復帰及び家庭復帰の促進を図るとともに、県内の同種施設に対する

技術的な助言、支援を行う中心的な役割を担っています。 

また、更生園では、高次脳機能障害のある人等を対象とした生活訓練事業、就労移

行支援事業を行っており、退園後の地域生活支援や職場定着等の支援を高次脳機能

障害支援センターと共同で実施しています。 
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平成１８年度には、千葉県袖ケ浦福祉センターと同様に指定管理者制度に移行し、

社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団が指定管理者として管理運営を行ってい

ます。 

平成２２年度には、２３年度から２５年度までを計画期間とする「千葉県千葉リハビリテ

ーションセンター改革プラン」を策定し、県立施設としての役割・機能に沿った経営の効

率化や施設整備の取組を進めてきました。 

現在、千葉県千葉リハビリテーションセンターでは、重症心身障害の状態にある子ど

も等に対する支援や、専門的なリハビリテーションに係る利用ニーズが高く、利用待機

者数も多くなっています。その一方で、設置から４０年近くが経過し、施設・設備の老朽

化が進み、また、建物が手狭となっているため、県民ニーズに十分に対応することが困

難となっています。 

こうした中、平成２９年11月に、庁舎や学校等の県有建物について、財政負担の軽減

や平準化を図りながら、大規模改修や建替え等を含む長寿命化対策を進める「千葉県

県有建物長寿命化計画」がまとめられ、千葉県千葉リハビリテーションセンターについて

は、平成３０年度から３４年度までのⅠ期に建替えの着手を目指す施設として位置付け

られたところであり、今後、県立施設としての機能・役割や施設規模等について、十分に

検討する必要があります。 

さらに、公募方式による指定管理期間５年という現行の指定管理者制度の運用につ

いては、同一の指定管理者による長期的な運営が保証されず、利用者・保護者と職員

との間の信頼関係の構築や、医療従事者の確保の観点から、課題があるとの意見もあ

ることから指定管理者制度の運用について検討が必要です。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

○ 千葉県袖ケ浦福祉センター 

① 平成29年度までのセンター及び事業団の見直しの取組について、「見直し進捗管理 

委員会」が評価した最終報告（答申）を踏まえ、引き続き見直しに取り組むとともに、 

平成30年度からの指定管理において、事業団から提案のあった事業計画の取組が着 

実に実施され、支援の質の向上が図られるよう、県や外部有識者による重層的なチェッ 

クを行い、千葉県袖ケ浦福祉センターが県立施設としての機能・役割を果たせるよう、

適正な運営の確保に努めます。 

また、今後の中長期的な千葉県袖ケ浦福祉センターのあり方について、見直し進捗 

管理委員会の最終報告（答申）及び「千葉県県有建物長寿命化計画」を踏まえ、運営 

形態や施設整備等について検討します。 

 

② 強度行動障害のある方への支援については、現在、県内の民間施設等において、 

 支援に取り組んでいる施設等もある状況を踏まえ、強度行動障害のある方に対する 
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 支援を適切に実施するため、支援に携わる職員を対象とした体系的な研修を実施 

 し、高度な知識と支援スキルを持った人材の養成に取り組むとともに、グループホー 

 ム等の受け皿の整備促進を図り、県内各地域における強度行動障害のある方の受入 

れ体制を強化します。 

 

③ 県内各地域において民間法人による強度行動障害のある方への支援体制が構築さ

れつつある中で、 

・更生園については、県立施設として、強度行動障害者支援に係るノウハウを支援関係

者に対して情報発信するなど、強度行動障害支援等拠点としての機能・役割を果たしま

す。また、きめ細かなケアを進め、個々の利用者に合った暮らしを確保するため、定員

規模の半減（５０人程度）を目指すとする第三者検証委員会の答申に沿って、利用者の

民間施設や地域への移行を推進します。 

今後も引き続き、見直し進捗管理委員会からの中間意見の指摘を踏まえ、重要な事

項での改善や支援水準の向上が県立施設として求められるレベルに本計画の終了時

点（平成32年度末）までに到達できるよう、更生園の見直しに取り組みます。 

 ・養育園については、県立施設として、強度行動障害などの支援が困難な障害のある

子どもを受け入れるとともに、被虐待児童のシェルター機能（セーフティネット機能）や、

保護者と利用者、地域をつなげる相談・療育支援などの機能・役割を果たします。 

 

○千葉県千葉リハビリテーションセンター 

① 千葉県千葉リハビリテーションセンターは、引き続き、県立施設として、重症心身障

害の状態にある人（子どもを含む）、また脊髄損傷、高次脳機能障害等の重度の障害

のある人に対し、民間施設では対応が難しい高度な医療的ケアから、リハビリテーシ

ョン、社会復帰に向けた就労支援等の福祉的支援に至るまでの総合的な機能を担い

ます。 

また、県内の民間リハビリテーション施設に対して技術的な助言や医師の派遣等の

支援を行うなど、中核的センターとしての役割も担います。 

 

② 千葉県千葉リハビリテーションセンターが、こうした県立施設としての機能・役割を 

 果たし、増加する県民ニーズにこたえるためには、高度な医療的ケアが必要な利用 

者のための医療機能や個々の障害の状態に対応したリハビリテーション機能の充実 

などが求められます。このため、施設の整備方針について関係機関や有識者等の 

意見を聞きながら検討を行い、県民からの高いニーズに対応できる施設の整備に取

り組みます。 
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③ 平成３３年度以降の指定管理者制度の運用について、透明性・公平性の確保の 

観点のほか、民間施設では対応困難なサービスを、安定的かつ効果的に実施で 

きるかといった観点から、総合的に検討します。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

11 
千葉県袖ケ浦福祉センタ

ー更生園の入所者数（人） 
８３ 

 
  

      ※２８年度末時点定員数  ９０ 

 

 

 

 

 

  

 

早期の定員半減を目指します。 
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【Ⅰ 現状・課題】 

千葉県では、精神障害のある人の地域生活への移行を推進するため、千葉市を除く全障

害保健福祉圏域に圏域連携コーディネーターを配置し、病院・障害福祉サービス事業所・

行政等の連携を図り、地域移行支援に取り組んでいます。しかし、県内の精神科病院に入

院している人のうち、在院期間１年以上の長期入院患者は、減少しているものの、約７千人

います。また、平成２６年度「患者調査」によると、在院期間１年以上の長期入院患者のうち、

６５歳以上の割合は５１．８％となっており、入院患者の高齢化が進んでいます。このため、

長期入院患者を減少させる取組みと併せて、高齢の入院患者への対策が必要です。 

 

精神科病院等に入院中の人の中には、退院後の生活を不安に思っている人や、退院し

たいという意欲を持てない人がいます。病院と障害福祉サービス事業者等が連携して、退院

後の生活への不安を軽減するための取組みが必要です。このために、同じ障害のある人の

相談相手となったり、同じ仲間として社会参加や、問題の解決等を支援する活動を行ってい

るピアサポーターは必要な存在です。引き続きピアサポーターの養成、活動の場の拡大や

活動の仕組みの整備などの支援に取り組むことが必要です。 

また、精神科病院等に入院中の人の地域移行・地域定着の理解・促進を図るため、地域

移行・地域定着に積極的に取り組んでいる精神科病院を「地域移行・定着協力病院」として

認定し、公表しています。今後も引き続き協力病院をより増やす仕組みづくりが必要です。 

地域移行を進める上で重要となる家族については、本人に対する支援について、不安や、

さまざまな課題を抱えています。地域で支えていくために必要な情報の提供や、福祉サービ

スの充実を図るとともに、家族が互いに理解できるような機会を設ける必要があります。 

精神障害のある人が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることが

できるようにするためには、医療機関による退院支援や地域の福祉関係機関による

地域生活支援の両面が必要であることから、保健、医療、福祉関係者による「精神

障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進します。 

また、精神障害のある人の地域生活への移行や地域生活を継続するための支援を

積極的に取組んでいる精神科病院を「千葉県精神障害者地域移行・地域定着病院」

として認定し、精神科病院に長期入院している患者の退院を促進します。 

さらに、精神障害のある人が、自立した生活を維持し、社会参加を支援するため

のピアサポート体制を推進します。 

（１）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

２ 精神障害のある人の地域生活の推進 
総合計画から 
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地域生活への移行の推進にあたり、住まいの場を確保することが必要です。 

このため、できる限り身近な地域において日常生活及び社会生活を営めるよう、グループ

ホームの整備・運営や、利用者に対する支援のための各種事業を実施しています。 

今後より一層グループホームの供給を増やすためには、既存の戸建て住宅の空き家等を

グループホームとして活用することは有効だと考えますが、利用者の安全性の確保の観点

から、建築基準法等による規制があるため、活用がなかなか進まない状況にあります。今後

は、グループホームの整備や、障害があっても単身で生活をしたいという人のニーズに対応

するため、本体住居の食堂等を利用するなど密接な連携を前提とした、一人暮らしに近い

形態のサテライト型住居のさらなる周知を行い、供給を増やすことが必要です。  

公営住宅においては、精神障害のある人を含めた障害のある人の利用促進に向けて、障

害のある人の世帯に対し、一般世帯より当選確率が高くなるよう優遇措置を講じるとともに、

障害のある人の世帯が申込みできる戸数枠を設ける措置を講じています。 

民間賃貸住宅においては、障害のある人が円滑に入居できるよう、住まい探しの相談に

協力する不動産仲介業者や入居を受け入れる住宅を登録（千葉県あんしん賃貸支援事業）

し、県ホームページで情報提供しています。また、千葉県すまいづくり協議会居住支援部会

では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する協議などを行っ

ています。 

また、より住み慣れた地域社会の中で充実した生活が継続できるよう、障害のある人やそ

の家族に対して、市町村が行っている居宅介護等の福祉サービスの充実が必要です。 

さらに、地域生活を継続していくために欠かすことのできない医療の提供については、 

医療費の患者負担が課題となっています。 

 

これらを踏まえ、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる社会の実現に向けて、医療、

福祉、介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保された地域

包括ケアシステムを構築する必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

① 精神科病院等に入院中の人に対して、医師、看護師、精神保健福祉士等の多職種と、

相談支援専門員や介護支援専門員等の地域の関係者が連携し、退院し地域生活を送

る当事者からの体験談を聞く機会や、入院中の人が地域の障害福祉サービス事業所

や介護保険サービス事業所等に出向き、活動や入居の体験や見学を行う等、退院意

欲を持ってもらえるような取組みを支援します。また、住み慣れた地域への退院支援や、

退院後の医療を継続できる体制づくりの促進に努めます。 
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② ピアサポーターの養成に努めるとともに、ピアサポーターが積極的に活動できるよう、そ

の役割や活動内容の周知に努めます。 

 

③ ピアサポーターの活動の場の拡大を目指し、養成したピアサポーターが就労へと繋がる

よう関係機関等に対するピアサポートの普及や環境づくりに努めます。また、ピアサポー

ター同士の研鑽や交流の場づくりを支援します。 

 

④ 「地域移行・地域定着協力病院」を今後より増やせるような仕組みづくりについて検討し

ます。 

 

⑤ 家族への支援については、家族が抱える課題等を共有できる機会の場や、それぞれの

ニーズに合った支援体制づくりの促進に努めます。また、家族会等の関係者と連携し、

必要なサービスについて情報提供します。 

 

⑥ 地域移行支援型ホームの活用については、今後の国の動向や県内の地域移行の実情

を踏まえて、本県の対応を検討します。 

 

⑦ グループホーム整備については、地域での必要性などを踏まえ、順次支援を行い、引

き続き、量的拡充を図ります。精神障害ある人のためのグループホームの整備など、社

会情勢に即応した整備に努めます。また、共同住居より単身での生活をしたいというニ

ーズがあり、それに応えるため、サテライト型住居の設置・活用が図られるよう、引き続き

周知に努めるとともに、病状の悪化時等に利用できるクライシスハウスについては、利用

ニーズを把握し、整備の必要性について関係機関と協議します。 

 

⑧ 公営住宅において障害のある人の利用促進に向けた、優先入居制度を継続していきま

す。 

 

⑨ 民間賃貸住宅への円滑な入居については、障害者等の住まい探しの相談に応じる不

動産仲介業者や、障害者等の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、県ホームページ等で

情報提供を行います。また、引き続き、関係機関等と連携を図りながら、障害のある人の

民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する協議等を行います。 

 

⑩ ホームヘルパー等に対する各種研修を継続することにより、支援の質の向上に取り組

むとともに、利用者のニーズに応えられる十分なサービス量の確保に努めます。 

 

⑪ 就労定着を図るため、就労定着支援事業の実施事業所の実施体制と人材の確保・育
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成などの支援方法について関係機関と協議しながら検討を進めます。また、障害のある

人の一般就労を促進するため、就労移行支援事業所の一層の拡充とともに、就労定着

支援事業の実施事業所や障害者就業・生活支援センターをはじめとする支援機関によ

る就職後の定着支援体制の充実を促進します。 

 

⑫ 地域生活の継続のため、多職種のアウトリーチや、訪問看護による支援体制の拡充に

努めます。 

 

⑬ 地域包括ケアシステムを構築するため、障害保健福祉圏域ごとに協議の場を設置し、

保健・医療・福祉関係者・訪問看護事業者・当事者・家族等との重層的な連携による支

援体制を構築します。また、全市町村に協議の場を設置するよう努めます。 

 

⑭ 障害保健福祉圏域ごとの協議の場において、地域の課題等を共有化するとともに、包

括ケアシステムの構築状況、評価を行い、地域に必要な基盤整備について検討しま

す。 

 
⑮ 入院患者の高齢化が進んでいるため、高齢の入院患者の地域移行について、障害保

健福祉圏域ごとの協議の場において対策を検討します。 

 

⑯ 精神障害者の地域移行及び地域包括ケアシステムの構築についての理解促進のため、

病院・障害福祉サービス事業所等の地域移行関係職員に対して、研修を実施します。 

 

⑰ 精神障害のある人の実情や地域移行について理解を広げるため、心のふれあいフェス

ティバルや心の健康フェア等、精神障害のある人と地域の人がふれ合う機会を提供し、

関係団体と連携した普及啓発に努めます。 

 

⑱ 子どもたちに対し、精神障害についての理解促進及び精神疾患の早期発見につなげ

るため、学校におけるメンタルヘルス教育の推進に向けて、教育機関への働きかけを行

います。 

 

⑲ 重度心身障害者（児）医療費助成制度については、精神障害者を含めた、全国統一の

公費負担医療制度を創設するよう、国に要望していきます。 

 

⑳ 措置入院者及び医療保護入院者の退院後の支援については、国の動向を踏まえ、本

県の必要な取り組みについて検討します。 
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【Ⅲ 数値目標】 

   

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

１ 

圏域毎の保健、医療、福

祉関係者による協議の場

の設置状況（箇所） 

１５ １５ １５ １５ 

 

２ 

市町村毎の保健、医療、

福祉関係者による協議の

場の設置状況（箇所） 

 

３３ ４０ ４７ ５３ 

 

３ 

精神病床における６５歳

以上の１年以上長期入院

患者数（人） 

３，２８２ 

（H27.3） 
３，２０８ ３，１３４ ３，０５８ 

 

４ 

精神病床における６５歳

未満の１年以上長期入院

患者数（人） 

３，０４６ 

（H27.3） 
２，８４８ ２，６５０ ２，４５２ 

 

５ 
精神病床における３カ月

時点の早期退院率（％） 

６９ 

（H26.6） 
７０ ７１ ７２ 

 

６ 
精神病床における６カ月

時点の早期退院率（％） 

８５ 

（H26.6） 
８６ ８７ ８８ 

 

７ 
精神病床における１年時

点の退院率（％）  

９０ 

（H26.6） 
９１ ９２ ９３ 

                        

８ 

地域の精神保健医療体

制の基盤整備量（利用者

数） 

 ― ３８２ ７６４ １，１０４ 

    

９ 
地域移行・定着協力病院

の指定数 

 

１１ １５ ２１ 

 

２６ 
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№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

１０ 

地域移行・地域生活支

援事業の実ピアサポー

ター活動箇所数（見込箇

所数） 

５     １０     １３      １５ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

  在宅の精神障害のある人が増加する中、精神症状の急激な悪化等の緊急時における適

切な医療及び保護の機会を確保できるよう「千葉県精神科救急医療システム」における救急

医療相談窓口を２４時間対応しています。また、「千葉県保健医療計画」に基づく保健医療

圏単位で精神科救急基幹病院を中心に、より身近な地域で速やかに診療が受けられるよう

システムの拡充を図りました。しかし、現在も、夜間等における空床確保が難しい状況もあり

ます。 

  また、身体合併症の救急患者に対応できる病院は、県内４障害保健福祉圏域５病院の

みとなっており、身体合併症に対応できるよう医療体制を今後ますます拡充する必要があり

ます。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

① 関係機関との更なる連携や輪番体制への参画病院の拡大を図ることなどにより、空床

の確保を推進します。 

 

② 身体合併症を有する患者については、各圏域において、夜間休日を含め２４時間 

３６５日の救急対応が可能になるよう、精神科を有する総合病院の機能強化や、一般

の科との連携体制をとっていただくなど、対応可能となる病院を拡充できるよう働きか

けます。 

 

   

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

11 
 

精神科救急基幹病院数  ９ １２ １２ １２ 

 

12 
精神科救急身体合併症に

対応できる施設数 
５ ５ ５ ５ 

 

（２）精神科救急医療体制の充実 
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【Ⅰ 現状・課題】 

平成２８年４月に障害者差別解消法が施行され、合理的配慮について、国や地方公共

団体等の行政機関に提供が義務付けられるとともに、民間事業者に対しては提供の努力

義務が課せられました。また、法の施行に前後し、各地方公共団体において、障害者差

別に関する条例が続々と制定・施行されております。 

千葉県では、障害のある人への差別を禁止した全国初となる障害者条例が平成１８年

に制定、翌１９年に施行されました。この条例の基本理念では、障害のある人に対する差

別の多くは、障害のある人に対する誤解、偏見その他の理解の不足から生じていることを

踏まえ、差別をなくす取組みは、障害のある人に対する理解を広げる取組と一体のものと

して行わなければならないこととなっております。また、障害のある人もない人も相互に人

３ 障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進 

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」（以下「障害者

条例」という。）に基づき、個別の差別事案の解決を図るとともに、差別の背景に

ある社会慣行などの問題について、様々な立場の関係者が参加する「障害のある人

もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり推進会議」で協議し障害のある人に優し

い取組を応援していきます。 

また、障害者条例及び障害者差別解消法の趣旨が県民に広く浸透するよう周知を

行います。 

障害者虐待防止法に基づき、障害のある人への虐待の防止や早期発見・早期対応

に向け、関係機関との連携強化、研修の実施、県民への普及啓発等に努めます。 

また、地域における相談支援体制を構築し、生活支援と一体となった権利擁護の

仕組みづくりのため、地域自立支援協議会の充実・強化への支援やネットワークづ

くりに取り組みます。 

障害の有無にかかわらず必要な情報のやりとりやコミュニケーションが行える

よう支援を行います。平成 29 年 3 月に見直した「障害のある人に対する情報保

障のためのガイドライン」に基づく配慮に努めるとともに広くガイドラインを周知

します。 

平成 28 年 6 月制定の「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例」に基づ

き、手話等の普及を促進するとともに、手話通訳者や点訳・朗読奉仕員などの人材

の養成に取り組みます。 

また、障害のある人に関するマークの県民への周知と理解の促進に取り組みます。 

（１）障害のある人への理解の促進 

総合計画から 



51 
 

格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、人権尊重の重要性につ

いて理解を深めていくことが必要となります。そのため、条例の存在やその目指すところを

県民に広めることによって、県民全体で障害のある人の問題を考える機会となることを目

指しています。 

また、障害等により支援や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が、周

囲の人に支援等を必要としていることを知らせるためのヘルプカードを作成・配布し、障害

のある人が配慮を申し出やすい環境づくりに努めています。 

さらに、東京２０２０パラリンピック競技大会では４競技（ゴールボール・シッティングバレ

ーボール・テコンドー・車いすフェンシング）が本県で開催されることが平成２７年１１月に

決定し、大会に向けて、県民のパラリンピック競技への関心を高めるため県内各地で競技

の体験会や各種イベントが開催されています。 

しかし、平成２７年度に実施した世論調査では障害者条例の認知率が約２７％であり、

施行から１０年を迎えた現在でも、引き続き、この条例の周知啓発が求められています。 

また、この世論調査において、「障害がある人に対して、障害を理由とする差別や偏見

の有無」について調査を行ったところ、「あると思う・少しはあると思う」と答えた人の割合は

63％にも上り、いまだ障害のある人に対する差別や偏見があることをうかがい知ることがで

きます。 

記憶に新しいところでは、平成２８年７月に神奈川県相模原市にある障害者支援施設

において、多くの入所者が殺傷されるという極めて凄惨な事件が発生しました。逮捕され

た男性は、「重複障害者が生きていくのは不幸」「障害者はいなくなったほうがいい」という

供述をしているとの報道もあり、障害のある人に対する偏見と人権に対する理解不足が原

因のひとつであると考えられます。 

「障害のある人もない人も、誰もがお互いの立場を尊重し合い、支え合いながら、安心

して暮らすことのできる社会」を目指し、東京２０２０パラリンピック競技大会を、共生社会の

実現に向けて理解を深め促進する機会とし、県民全体を巻き込んだ各種の取組を行って

いく必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   障害者条例に基づく広域専門指導員・地域相談員による地域に根差した周知啓発

活動や各種広報媒体の使用、人権啓発に関する講演会・研修会の開催を通し、障害

のある人への理解の促進及び障害のある人に対する差別の解消に努めます。また、

障害者条例による各種施策の展開により、各種障害に対する正しい理解や偏見の解

消に取り組みます。 

 

②   パンフレットや「マンガでわかる障害者差別解消法」の配付等を通して、障害者条例

と併せ、障害者差別解消法についても周知・啓発を図るとともに、障害のある人に接
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※相談事案に対応する中での周知活動数も計上していたが、２９年度から

計上しなくなった。 

することの多い福祉関係者へのより一層の周知・啓発を行っていきます。 

 

③   パラスポーツフェスタちば・パラスポーツフォーラムなどの障害者スポーツの体験会、

障害者アスリートとの交流を通じて障害のある人とない人の交流を図り、多くの人を巻

き込みながら、障害のある人への理解促進を図ります。また、東京２０２０パラリンピック

競技大会に向けた一連の取組を、開催後もそのレガシーとして受け継ぐことができるよ

う推進していきます。 

 

④   東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けた都市ボランティアの確保・育成の取

組を進めるなかで、障害のある人が安心してボランティアに参加できるよう、関係団体

と連携し、障害のある人への理解に関する研修の実施などを通して、障害のある人も

ない人も共にボランティア活動に参加できる体制を整備します。 

 

⑤   実際に差別が起こっている事案では、「これは差別にあたる」という自覚がないまま 

差別行為を行ってしまうというケースも見られるため、広域専門指導員による活動で蓄

積した差別に関する報告書をホームページに掲載するなど啓発を行います。 

 

⑥   障害のある人への差別の背景にある制度や慣習などの問題について、障害者条例

に基づく推進会議で議論し、改善を図ります。また、より専門的な分野に関しては、分

野別会議をもって対応します。 

 

⑦   「障害のある人に優しい取組を応援する仕組み」により、障害のある人への理解を

広げるために頑張っている取組を紹介します。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

１ 

共生社会という考え方を

知 っ て い る 県 民 の 割 合

（％） 

― ― ― ５０ 

２ 

障害のある人もない人も

共に暮らしやすい千葉県

づくり条例に関する周知

啓発活動の回数（回）※ 

１，２０１ １，０１１ １，０１１ １，０１１ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

子どものころから障害のある・なしに関わらず活動を共にすることは、すべての子どもの社

会性や豊かな人間性を育成するうえで大きな意義があり、同じ社会に生きる人間として、お

互いを正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶ重要な機会

であると考えられています。そこで、千葉県では、福祉教育への取組等を進める学校を福祉

教育推進校として毎年２０校程度新たに指定し、その活動を支援しています。福祉教育推進

校では、各学校における独自の創意と計画に基づき、車椅子体験等を通して、子どもの理

解と関心を高め、思いやりの心やノーマライゼーションの醸成に努めています。 

また、障害者条例に基づき、１６障害保健福祉圏域に１名ずつ配置された広域専門指導

員が学校を訪問するなどの広報・啓発活動を行うとともに、福祉コースのある高等学校にお

いて特別授業を実施し、障害者条例について周知啓発を行いました。さらに、幼・認定こど

も園・小・中・義務教育学校・高等学校の管理職や人権教育担当者に対し、障害者理解に

関する研修を実施しました。今後も子どもへの広報啓発活動や市町村、地域の自立支援協

議会等の関係機関との連携のあり方について検討をしていく必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   福祉教育への取組等を進める学校を引き続き年２０校程度福祉教育推進校として

指定し、その活動を支援します。その際、福祉教育をより効果的に推進するため、同

じ地区の福祉教育推進校と(福)千葉県社会福祉協議会が指定する福祉教育推進団

体が連携・協働する「パッケージ指定」により、地域の社会資源や人材を活用した福

祉教育プログラムの協議・連携・企画・実践を行い、福祉教育を推進します。 

 

②   福祉教育関係者を対象に福祉教育推進養成研修を開催し、福祉教育に関する必

要な知識・技能を身につけるとともに、学校や地域における福祉教育の普及・活性化

を目指します。 

 

③   特別支援学校と近隣の小・中学校等の幼児児童生徒との交流及び共同学習を通

して、障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒がお互いの個性を尊重し

合い、思いやる心を育て、共に社会を作るための豊かな人間性の育成を目指しま

す。 

 

④   学校における授業等に資するよう、引き続き、幼・認定こども園・小・中・義務教育

学校・高等学校の管理職や人権教育担当者に対し、障害者理解に関する研修を実

（２）子どもたちへの福祉教育の推進 
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施します。 

 

⑤   障害者差別解消法に基づく障害者差別解消支援地域協議会において、障害者

差別解消法の啓発を図り、千葉県社会福祉協議会等と連携し、福祉教育を推進する

ための方策について検討を行います。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

３ 
福祉教育推進員養成研

修の修了者数の数（人） 
１９ ４０ ４０ ４０ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人の権利が保障されなければならないことは、平成２６年に我が国が障害者権

利条約を締結したことからも明らかです。障害者権利条約は、障害のある人の人権や基本

的自由の享有を確保し、障害のある人の固有の尊厳の尊重を促進することを目的としてい

ます。 

障害者虐待については、障害者虐待防止法において、「障害者の尊厳を害するもの」と

規定され、いかなる理由でもその行為が許されるものではありません。しかしながら、平成２４

年１０月に障害者虐待防止法が施行されて以降、発生した障害者虐待の件数は毎年年間 

２，０００件を超え、虐待の未然防止や早期発見・対応が求められています。そのために、地

域で障害のある人に関わる人々が、権利侵害に対する意識を高く保つことができるようにな

る必要があります。 

障害者虐待防止法が施行されて５年が経過しましたが、未だにそれが虐待行為と認識さ

れず行われてしまうこともあり、虐待を未然に防ぐため、何が虐待になり得る行為なのか、周

知が必要です。また、障害のある人やその家族が孤立しないように、支援体制の構築と養護

者の負担軽減が必要となります。障害者福祉施設等においては、虐待防止マネージャーを

中心とし、内部研修の開催や外部研修への参加、風通しのよい職場づくりなどが有効である

と考えられています。 

また、虐待が発生してしまった場合も問題が深刻化する前に早期に発見し、各関係機関

が迅速に連携、対応する必要があります。行政機関等においては、定期的な人事異動があ

るため、対応にあたる職員の質の確保が必要です。 

障害のある人の中には虐待を受けても被害を訴えられなかったり、それが当たり前になっ

ている場合もあるため、家族や支援者などの周りの人がいかに気づくかが重要となります。

そのため、関係者に虐待防止に関する通報義務を広く周知する必要があります。 

精神上の障害により判断能力が不十分な人が地域で安心した暮らしを送るための権利擁

護の取組のひとつとして成年後見制度があります。成年後見制度の利用状況は、認知症高

齢者や知的障害者、精神障害者の増加を背景に、近年増加傾向にあるものの、その利用

度は認知症高齢者等の数と比較するとまだまだ低いまま推移しています。 

こうした状況から、成年後見制度を、これら成年後見を必要とする人が、より利用しやすい

制度や運用へ改め、制度の利用が促進されるよう、平成２８年に成年後見制度利用促進法

が施行され、市町村は、制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定

や成年後見等実施機関の設立等に係る支援などを講ずることを求められています。 

今後、市町村は、成年後見を必要とする人がどこにいても成年後見制度を利用できるよう

地域における体制づくりを進めていく必要があります。 

また、障害者差別解消法が施行されたことにより、地方公共団体等の職員が障害を理由

（３）地域における権利擁護体制の構築 
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とする差別の禁止に関して適切に対応するために職員対応要領を定めるよう努めることとす

ると規定されました。千葉県においては、任命権者ごとに対応要領を策定し、運用していると

ころですが、市町村によってはこの対応要領をまだ策定していない市町村があります。障害

者差別の克服・解消にむけて合理的配慮の提供を率先して実行すべき行政機関として、ま

だ策定していない市町村は積極的に対応要領を策定する必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   虐待を防止し、早期発見するために、市町村や障害者支援施設等に虐待防止アド

バイザーを派遣し、地域における関係者に理解を求め、権利擁護に係る体制の整備

を図ります。また、虐待を発生させないための取組等について助言を行います。 

 

②   虐待が発生した場合においては、障害者虐待防止法の対応スキームに即して、迅

速な対応に努めます。その際には、市町村や警察、労働局とも適宜連携を図り、適確

な対応を行います。虐待を受けた人が複数の市町村にまたがる場合や、県外の場合

などには、必要な調整・協力を行います。 

 

③   家族等の養護者に対する支援の一環として、県民向けの講演会を開催し、虐待防

止や権利擁護への理解促進、啓発を行います。また、当事者等により実施される権利

擁護のための取組を支援します。 

 

④   障害者支援施設等に配置される虐待防止責任者（虐待防止マネージャー）に対す

る研修を実施し、施設内部における研修の実施を支援します。また、各施設における

権利擁護に関する意識の醸造や虐待の発生しにくい環境づくりを支援するため、施

設の管理職に対する研修も実施します。 

 

⑤   改正障害者雇用促進法が施行されたことを踏まえ、労働局と連携を図り、障害者差

別の視点を踏まえつつ、障害のある人を雇う事業所の使用者向けに虐待防止・権利

擁護に関する研修を実施します。 

 

⑥   虐待の通報や届出を受け付ける市町村によって対応に差異が生じないよう、新たに

虐待防止業務を行うこととなった市町村職員に対し、虐待防止・権利擁護に関する研

修を実施するとともに、適宜情報交換を行うことで、虐待防止に関する受付体制の確

保・充実に努めます。 

 

⑦   成年後見を必要とする人本人の状態や生活状況に十分配慮した適切な支援の下

に成年後見制度の利用が促進されるよう、市町村や成年後見業務を担う関係機関へ
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実態調査を行い、市町村の地域における体制づくりに対する支援策の検討を行いま

す。 

 

⑧   成年後見制度への正しい理解が広まるよう、本人や、家族・市町村・市町村社会福

祉協議会など支援者の立場それぞれに応じた研修を引き続き行います。 

 

⑨   策定した職員対応要領の適切な運営に努めるとともに、県職員による障害を理由す

る差別を防ぎ、合理的配慮を的確に行うため、県職員に対する研修を実施します。 

 

⑩   障害のある人にとって最も身近な行政機関である市町村において、その職員による

障害を理由とした差別が生じないよう、まだ職員対応要領を策定していない県内市町

村に対し、職員対応要領の策定を呼びかけます。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

４ 
虐待防止アドバイザー派

遣数（回） 
５ １５ １５ １５ 

５ 
職員対応要領を策定した

市町村数（市町村） 
１７ ３９ ４２ ４５ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人がその地域で自立した生活を送るためには、その障害のある人が求める

ニーズや課題に対応し、必要に応じて適切な障害保健福祉サービス等に繋げていく相談

支援が重要です。 

権利擁護の面においては、相談をどのように受け止め、適切に対応していくのか、市町

村の虐待防止の窓口、差別に関する窓口、その他の相談機関を活用した権利擁護の相

談支援体制を充実させる必要があります。千葉県では、障害者条例に基づき、地域相談

員・広域専門指導員・調整委員会という３層構造の対応体制を構築していますが、県内に

約５８０名いる地域相談員の活動状況の把握やその有効な活用方法を検討する必要もあ

ります。 

相談を受ける機関の職員だけではなく、障害のある人や関係者に対する相談窓口の周

知や明確化も必要となります。障害者条例のみならず、条例に基づく相談員である広域

専門指導員等を周知することにより、相談しやすい地域づくりに取り組むとともに、障害者

差別解消法や虐待防止法に基づき市町村に設置された窓口と連携を図っていく必要が

あります。 

障害者差別解消法に基づき、各地域に障害者差別解消支援地域協議会が設置するこ

とができるとされていますが、自治体により設置の有無やそのあり方などに違いがあり、自

立支援協議会と併せた形で設置している自治体もあります。地域における相談支援体制

の充実のため、自立支援協議会や障害者差別解消支援地域協議会の活性化を図る必

要があります。 

また、ノーマライゼーション理念の浸透や障害のある人の権利擁護が求められるなか、

障害のある人の自己決定の尊重に基づいた支援の重要性は明らかです。障害のある人

の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とし、厚生労働省は意思

決定支援ガイドラインを作成しました。このガイドラインの相談支援事業所等への周知啓

発が求められています。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   広域専門指導員や地域相談員の存在について、障害者差別解消法の施行に合わ

せ、同法や障害者条例との周知とともに、関係機関や県民への広報に努めます。 

 

②   障害者差別について、どのような分野の相談があっても適切な相談対応ができるよ

う、様々な分野の地域相談員の確保に努めます。また、地域相談員や広域専門指導

員に対する研修の実施等により、障害者条例に基づく相談体制の充実を図ります。 

 

（４）地域における相談支援体制の充実 
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※精神障害、人権擁護、福祉サービス、商品・サービス、

労働者雇用、教育、建物、不動産分野 

③   障害のある人の当事者団体や家族会等との連携の下、市町村における自立支援

協議会等への相談支援アドバイザーの派遣を通じて、相談支援活動の充実を図り、

障害の種別や当事者の必要に応じた相談支援体制の整備を図ります。 

 

④   相談支援事業に従事する職員へ障害者虐待対応の知識並びに技術の習得までの

権利擁護の内容を含んだ研修を実施します。 

 

⑤   障害者差別解消支援地域協議会が各市町村に設置されるよう、情報提供を行い支

援します。また、設置された地域協議会の事務局となる市町村職員を対象とした情報

交換会を実施するなど、地域協議会の活性化を図ります。 

 

⑥   相談支援の現場等において、意思決定支援が具体的に行われるための考え方な

どが書かれた意思決定支援ガイドラインを相談支援従事者研修などにおいて配付し、

周知啓発を図ります。また、他の研修においてもその活用について検討を行います。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

６ 

全分野※の地域相談員

が委嘱されている圏域数

（箇所） 

０ 
増加を目

指します 

増加を目

指します 

増加を目 

指します 

 

 

 

７ 

障害者差別解消支援地

域協議会を設置した市町

村数（市町村） 

１０ ３２ ３８ ４４ 

※事実上の設置済・複数市町村での共同設置を含む 

 

  



60 
 

 

 

 

【Ⅰ 現状・課題】 

「人材」はあらゆるサービスや事業の根本となるものであり、その「人材」を育成・確保する

ことは、提供するサービスや事業の質を維持する上で不可欠なことです。 

障害のある人とのコミュニケーションを支援する人材としては、手話通訳者、要約筆記者、

点訳・朗読奉仕員、盲ろう者向け通訳・介助員などがおりますが、これら人材の確保、育成

が求められています。 

現在、千葉県においては、障害者総合支援法における地域生活支援事業として障害の

ある人との意思疎通を支援する人材の養成事業を行ってます。しかし、研修によっては養成

課程が長期にわたるため、最終過程までに至らず、養成事業修了者が定員を割ってしまうこ

とがあります。 

そのような中、聴覚障害のある人のコミュニケーション手段の一つである手話を言語のひ

とつであると位置づけた千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例（以下「手話言語等

条例」という。）が平成２８年６月に公布・施行されました。この条例では、手話等を学習する

機会の確保や、障害者計画において各種人材の育成等の必要な施策について計画で定

めることを規定しています。手話言語等条例の制定により、手話通訳者については、養成研

修の拡大を行いました。なお、手話言語等条例で定めるべき計画は本障害者計画において

定めることとされています。 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

 

①   手話通訳者については、養成研修事業を着実に実施するとともに、募集人員等の

拡大を図っていきます。手話通訳技術のみならず、聴覚障害者の歴史・文化を理解し、

社会情勢に応じた通訳が実施できるよう手話通訳者の養成に努めます。併せて、現

任の手話通訳者に対しても、今後、派遣依頼の増加により、通訳内容が多岐にわたり、

より専門性の高い内容について通訳を求められる場合が出てくると想定されることから、

様々な場面に対応できるよう、研修の実施等により技術向上を図ります。また、要約筆

記者についても養成研修事業を着実に実施していきます。 

 

②   手話通訳者養成研修に資するため、手話通訳者養成のための指導者育成を引き

続き実施します。 

 

③   盲ろう者向け通訳・介助員については、養成研修事業の内容の充実と受講募集の

周知を図ります。 

 

④   点訳・朗読奉仕員については、養成研修事業の内容の充実と受講募集の周知を図

（５）手話通訳等の人材育成 
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ります。 

 

⑤   失語症者の意思疎通支援について、関係機関と検討していきます。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

８ 

手話通訳者・要約筆記者

実養成講習終了見込者数

（人） 

５７ ６０ ６０ ６０ 

  

９ 

盲ろう者向け通訳・介助員

養成講習終了見込者数

（人） 

１６ ２０ ２０ ２０ 

 

10 
手話通訳者・要約筆記者

派遣実利用見込件数（件） 
４５７ ４７６ ４７６ ４７６ 

 

11 
盲ろう者向け通訳・介助員

派遣実利用見込件数（件） 
１，３７６ １，３４３ １，３４３ １，３４３ 

 

12 

点字・朗読奉仕員の養成 

人数と研修回数 
    

 
養成人数（人） ４３ ４６ ４６ ４６ 

研修回数（回） ２ ２ ２ ２ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人にとっての「障害」は日常生活や社会生活の様々な場面で多岐に渡るもの

です。特に、どのように情報を受発信するか、また、どのように人とコミュニケーションをとるか

ということは、普段の生活を送るうえで重要な事項となります。そのため、障害のある人の情

報・コミュニケーションバリアフリーをどのように確保するのかということが必要となります。 

千葉県では、障害者条例の取組のひとつとして、平成２１年１２月に「障害のある人に対す

る情報保障のためのガイドライン」を策定しました。このガイドラインは、行政の職員などが障

害のある人と情報のやりとりをする際にどのような配慮を行うべきか示すために策定されまし

た。しかし、策定年数の経過により、障害者差別解消法の施行や情報通信技術の発展があ

ったこと等の変化を受け、平成２９年３月にこのガイドラインを改定しました。 

また、障害者権利条約において既に手話は言語のひとつと定義づけられているところで

すが、手話言語等条例の策定により、改めて手話も言語のひとつとして位置付けられたこと、

県の責務として手話等に対する県民理解の促進に努めることなどが規定されました。 

手話言語等条例の策定により、県の広報番組や県議会の放送等において手話通訳者が

設置されているところですが、手話をはじめとした意思疎通手段をどのように県民に知って

いただくか、理解していただくかが重要となります。そして、手話言語等条例のみならず、障

害者差別解消法や障害者条例においても会議等で手話通訳者の受け入れを拒否すること

は、差別にあたり得ることも周知が必要です。 

手話通訳者等の派遣については、障害者総合支援法における地域生活支援事業にお

いて県事業として広域派遣が位置付けられ、手話言語等条例においてその体制の整備が

求められているところです。一方、市町村においては、同じ意思疎通支援事業として手話通

訳者等の人材の派遣事業を行っておりますが、事業を実施する市町村によって派遣の基準

に違いがあります。 

関係法令のみならず、情報通信分野においては、情報機器の発達が障害のある人の日

常生活に大きな寄与をします。そのため、情報機器の使用について支援を行うため、障害

のある人を対象としてパソコン教室の開催・ＩＴサポートセンターの設置を行っております。ま

た、視覚障害のある人、聴覚障害のある人の情報支援の拠点として、点字図書館１か所、聴

覚障害者情報提供施設１か所を県内に設置しているところですが、継続した情報提供を行

うために、施設の安定した運営が必要となります。 

他にも、災害時における迅速かつ適切な情報提供や政治参加のための投票所における

投票環境の向上なども必要となります。 

 

 

（６）情報・コミュニケーションバリアフリーのための普及啓発 

の促進 
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【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   情報コミュニケーションを支援するため、意思疎通支援事業の強化を図っていきま

す。手話言語等条例第１１条に記載されているように、手話通訳者、要約筆記者等の

派遣体制の整備及び充実に努めます。 

 

②   手話言語等条例等の周知を図るため、チラシやＤＶＤなどの資料を用い、広く県民

への周知啓発に努めます。特に県内の中学・高校に対しては、手話等に関するＤＶＤ

を全ての学校に配付し、手話等を学ぶ環境を整えます。 

 

③   手話が県民に身近なものとなるように、簡単な手話が掲載された学習用冊子を作

成・配布し、県民への浸透を図ります。 

 

④   県民が手話等を学ぶ機会を確保するため、県のホームページにおいて、手話を学

ぶサークル等の情報を紹介し、学習機会の確保に努めるとともに、県の職員が手話等

を学習するための研修を実施します。 

 

⑤   地域によって手話通訳者や要約筆記者の派遣に差異がないよう市町村へ働きかけ

を行うとともに、広域的な派遣を円滑に実施できるよう、市町村相互間の連絡調整体

制を整備します。 

 

⑥   障害特性に合ったコミュニケーションを支援するためにヒアリングループ等のコミュニ

ケーションを支える機器の設置を行政機関等の関係機関に働きかけ、コミュニケーショ

ン支援の普及と、それが使える地域の環境づくりを目指します。 

 

⑦   視覚障害のある人向けのパソコン教室について、点字広報紙等により周知を図り利

用者の増加に努めるとともに、ＩＴサポートセンターについても、点字県民だより等の広

報紙を用い、引き続き登録者を増やす等により、障害のある人の情報通信技術の利

用・活用の拡大を図ります。 

 

⑧   災害時の情報伝達については、避難所における防災行政無線や広報車、携帯端

末の緊急速報メール等複数の手段を組み合わせ、障害の区分等に配慮した手段を

用いることとします。また、避難場所への避難や避難所での情報コミュニケーション支

援の取組など、災害時の対応について市町村の取組を促します。 

 

⑨   聴覚障害者・視覚障害者情報提供施設の安定した運営のために、現在行っている

運営費の助成を継続し、施設機能の整備、充実を図ります。 
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⑩   視覚障害、聴覚障害等、各種障害のある人に対し、行政の職員などが障害のある

人と情報のやりとりをする際にどのような配慮を行うべきか示すため定めた「障害のある

人に対する情報保障のためのガイドライン」が幅広く活用されるよう、市町村をはじめと

した関係機関や民間事業者への周知に努め、必要な配慮を行うよう働きかけます。 

 

⑪   放送事業者が放映する番組において、字幕番組、手話番組等障害特性に配慮し

た情報提供の一層の充実がなされるよう、国に働き掛けます。 

 

⑫   視覚障害のある人に選挙権の行使に必要な情報を提供するため、引き続き選挙公

報の点訳版や音訳版を作成・配布します。また、障害特性に配慮した投票所のバリア

フリー化のほか、不在者投票の適切な実施の促進により、投票所での投票が困難な

障害のある人の投票機会の確保に努めます。 

 

⑬   障害の有無に関わらず、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障な

く利用できるよう、「千葉県ホームページウエブアクセシビリティ方針」に基づき、ホーム

ページにおけるアクセシビリティの向上に努めます。 

 

 

【手話マーク】 

所管：一般財団法人全日本ろうあ連盟 

 

（使用例） 

・ろう者等からの提示 

 「手話で対応をお願いします」 

・窓口等での提示 

 「手話で対応します」 

 「手話でコミュニケーションできる人が

います」等 

【筆談マーク】 

所管：一般財団法人全日本ろうあ連盟 

 

（使用例） 

・当事者等からの提示 

 「筆談で対応をお願いします」 

・窓口等での提示 

 「筆談で対応します」 
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0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある子どもが、乳幼児期から学校卒業後までライフステージを通じて一貫した療育

支援を受けられるよう、関係機関の連携により、地域における療育支援体制の構築が求めら

れています。 

障害のある子どもを対象としたサービスは、平成２４年４月の児童福祉法等の改正により、

障害種別で分かれていた通所・入所サービスが、障害児通所支援、障害児入所支援に一

元化されました。 

障害児通所支援は、主に未就学児を対象とする児童発達支援、就学児を対象とする放

課後等デイサービスを中心にサービスが提供されてきましたが、国では、事業所数や利用

者数が増加する中、支援の質の確保及びその向上を図り、障害のある子ども本人やその家

族のために支援を提供していくための全国共通の枠組みとして、「児童発達支援ガイドライ

ン」、「放課後等デイサービスガイドライン」を定めたところであり、このガイドラインの活用の

徹底が求められています。 

また、児童発達支援及び放課後等デイサービスは、全ての圏域に事業所が配置されてい

ますが、障害児支援の中核的な施設となる児童発達支援センターは、未配置の圏域もあり

ます。 

４ 障害のある子どもの療育支援体制の充実 

◇ 障害のある子どもが、ライフステージを通じて一貫した療育支援を受けられる

よう、関係機関の連携により、地域における療育支援体制の構築を図ります。 

◇ 医療的ケア児等の支援に関して、ニーズや地域資源の状況を踏まえ、保健、医

療、福祉、教育等の連携の一層の推進を図ります。 

◇ 手帳の有無や診断名等にかかわらず障害の可能性が見込まれる子どものため

に、障害児等療育支援事業を活用し相談支援体制の充実及び在宅障害児等やその

家族の福祉の向上を図ります。 

◇ ホームヘルプや障害児通所支援、訪問看護などを通じて在宅支援機能の強化を

図り、子どもの育ちと子育てを支える施策に取り組みます。 

◇ 放課後等デイサービスについては、発達支援を必要とする障害のある子どもの

ニーズに的確に対応するため、事業所の支援の質の向上を図ります。 

◇ 重症心身障害児（者）等が入院・入所する老朽化が進んだ千葉リハビリテーシ

ョンセンターの整備の在り方について、引き続き検討します。 

（１）障害のある子どものライフステージを通じた 

一貫した療育支援体制の充実 

総合計画から 
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保育所等訪問支援は、障害のある子どもが通う保育所や学校等の施設を訪問し、その施

設における障害のある子ども以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援・相

談等を行うサービスですが、効果的に支援を行うためには、訪問先施設の理解と協力を得

る必要があります。 

１歳６か月児健診や３歳児健診等の乳幼児健診の充実による早期発見や、保育所・幼稚

園における障害の理解の向上を図り、これらの場での気づきを速やかに専門的機関につな

げることで、早期に家族が障害を受け入れて専門的な支援につなげることが重要であり、併

せて、こうした対応により、二次障害を防ぐことが重要です。 

また、ライフステージを通じた支援を行うための情報伝達ツールであるライフサポートファ

イルの拡充及び活用や、障害特性に応じた支援が必要です。 

また、「千葉県子ども・子育て支援事業支援計画」や「千葉県特別支援教育推進基本計

画」、「千葉県子どもの貧困対策推進計画」などとも整合性を取りながら施策の実施に努める

必要があります。 

 
【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   障害の早期発見や早期支援につなげるために重要である乳幼児健診の精度の

向上や、継続支援の充実及びライフステージを通じて一貫した支援が受けられるよう

に、保護者の了解を得た上で関係機関が健診結果等の情報を共有し活用することや、

ライフサポートファイルの導入や一層の活用について、市町村に働きかけるとともに、

事業の実施状況や効果についても検証を行っていきます。 

 

②   国の児童発達支援ガイドラインを参考にして、知的障害、視覚障害、聴覚障害、

言語障害、肢体不自由、重症心身障害、発達障害、高次脳機能障害、難病等、障害

特性に応じた療育支援のあり方についての検討を行います。 

 

③   保護者や学校をはじめとする様々な関係者との連携や障害のある子どもの健全な

育成を図る役割が期待される放課後等デイサービスについては、障害種別、障害特

性や発達段階等に応じた支援を必要とする障害のある子どものニーズに的確に対応

するため、障害のある子ども等に対する支援の経験を有する者等の配置を求めるとと

もに、サービス提供や運営体制等に関する事業所による自己評価及び保護者による

評価の実施等により、事業所の支援の質の向上を図ります。 

 

④   保育所等訪問支援の実施により、障害のある子どもの地域社会への参加・包容を

推進するとともに、児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構

築を目指すため、平成 32 年度末までに、児童発達支援センターを各市町村または

各圏域に 1 カ所以上設置するよう、市町村に働きかけます。また、市町村等から、児
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童発達支援センターの設置に当たっての課題に関する意見を聞きながら、支援のあ

り方について検討します。 

 
【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

１ 
児童発達支援センター数

（箇所） 
３６ － － ４１ 

 

２ 
児童発達支援事業所数

（箇所） 
２７１ ３６０ ３９０ ４２０ 

        

３ 
医療型児童発達支援事

業所数（箇所） 
８ 

増加を目

指します 

増加を目

指します 

増加を目

指します 

 

４ 
放課後等デイサービス事

業所数（箇所） 
４８８ ５８０ ６２０ ６６０ 

 

５ 
保育所等訪問支援事業

所数（箇所） 
４５ ５５ ６０ ６５ 

 

６ 
ライフサポートファイルの

実施市町村数（市町村） 
３９ 

増加を目 

指します 

増加を目

指します 

増加を目

指します 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある子どもやその家族が身近な地域で支援が受けられるよう、また、家族が問題を

抱え込むことのないよう、居宅介護（ホームヘルプ）、訪問看護、短期入所、訪問相談、訪問

療育支援、訪問診療相談を充実し、さらには、市町村や中核地域生活支援センター、児童

相談所との連携により家庭の多重困難の状況を把握して社会福祉につなげたり、早期の虐

待防止に努めるなど、在宅支援機能の強化が必要です。 

障害のある子どもができる限り自宅や住み慣れた地域で生活を続けるためには、緊急時

や家族の病気などの際や、レスパイトのための短期入所事業所の更なる拡充が求められま

す。 

医療技術の進歩等を背景として、ＮＩＣＵ等に長期間入院した後、人工呼吸器等を使用し、

たんの吸引等の医療的ケアが必要な状態で、在宅で生活する障害のある子どもが増加して

おり、より身近な地域で必要な支援が受けられるよう、訪問看護師等のスキルアップが必要

です。 

発達障害のある子どもを育てる保護者のストレスや悩みを軽減することが求められており、

保育所、学校、相談支援事業所及び医療機関等と連携した家族支援体制の整備や、発達

障害に関する県民の理解を深める必要があります。 

   

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   障害のある子どもが、できる限り自宅や住み慣れた地域で生活し、また、家族のレ

スパイトや緊急時に対応できるよう、短期入所事業所を拡充し、在宅支援の環境整備

に努めます。 

また、強度行動障害のある子どもを受け入れる短期入所事業所の拡充が図られるよ

う検討します。 

 

②   ホームヘルプ、訪問看護など、在宅生活を支える訪問系サービスの充実が図られ

るように、また、比較的軽度な障害の子どもでもニーズに沿ったサービスが受けられる

よう、市町村に働きかけます。 

 

③   在宅医療機関等が、医療的ケアを必要とする子ども等にも対応できるよう、医師、

看護師等医療関係者の一層のスキルアップに取り組みます。 

 

④   発達障害のある子ども等が可能な限り身近な地域で必要な支援が受けられるよう、

千葉県発達障害者支援センター（ＣＡＳ）を拠点として、市町村・事業所等のバックアッ

（２）障害のある子どもと家族への在宅支援機能の強化 
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プや専門性の高い人材の養成を目的とした研修等を行うとともに、地域支援マネージ

ャーの配置などを含めた地域支援機能の強化等について、発達障害者支援地域協

議会において検討を行います。 

 

⑤   発達障害やその疑いのある子どもの保護者を対象とした子どもとの接し方や育て

方についてのペアレントトレーニングを実施する地域自立支援協議会や児童発達支

援センター等に対し、千葉県発達障害者支援センター（ＣＡＳ）が支援することにより、

親の療育技術の向上やストレスの軽減等を図ります。 

 

⑥   早期診断、適切な治療や訓練、相談支援を実施する障害児等療育支援事業を推

進し、障害のある子どもやその家族の福祉の向上を図ります。 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

７ 

短期入所事業所数（障害

のある子どもを受け入れ

る事業所）（箇所） 

９６ １０２ １０８ １１４ 

  

８ 

居宅介護事業所数（障害

のある子どもを受け入れ

る事業所）（箇所） 

７５０ ８００ ８５０ ９００ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある子どもの早期支援には障害の早期発見が必要です。また、障害のある子ども

の中には、中学校を卒業後、高等学校に進学しなかったり、高等学校を中途退学する等、

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスの提供を受けられず、困難を抱える

子どもがおり、適切な支援を行うことが必要です。そのためには、障害認定の有無に関わら

ず、地域の障害児施設の有する機能や人材を活用し、在宅の障害のある子どもや療育を実

施している事業所に対して支援を行う障害児等療育支援事業の推進が求められます。 

また、発達障害のある子どもの親に対する相談・助言を行うペアレントメンターの養成や、

地域の実情に応じた総合的な支援体制を構築し、医療・保健・福祉・教育のコーディネート

ができる人材の育成、充実を図ることが必要です。 

さらに、虐待や二次障害の悪化という状況に陥らないよう、家庭に寄り添ったきめ細やか

な相談支援体制も求められます。 

【Ⅱ 取組みの方向性】  

①   障害のある人や障害のある子どもを受け入れる通所・入所施設の有する機能を活

用し、在宅の障害のある子どもや障害の可能性のある子どもを支援するとともに、保育

所、幼稚園等の職員に対し、療育に関する技術指導を行うため、障害児等療育支援

事業を推進します。また、発達障害等に関する知識を有する専門員が、保育所や放

課後児童クラブ等の子どもやその保護者が集まる施設・場への巡回等を実施し、施設

等の支援を担当する職員や障害のある子どもの保護者に対し、障害の早期発見、早

期対応のための助言等の支援を行う巡回支援専門員整備事業の実施について、市

町村に働きかけます。 

 

②   在宅の障害のある子どもに対して各々の特性に応じた療育支援を提供できるよう、

医療・保健・福祉・教育関連機関の連携を調整する療育支援コーディネーターについ

て、地域生活支援事業を活用して市町村に配置するよう促します。 

また、複数の市町村が圏域単位で配置する場合は助成額を上乗せするなど、広域 

での活動を促します。 

さらに、情報交換等のため、関係市町村等も含めた療育支援コーディネーター連絡

協議会を開催します。 

 

  

③   発達障害やその疑いのある子どもを育てる親が安心して子育てができるよう、発達

障害のある子どもを育てた経験のある親を世代が偏らないように留意しながらペアレン

（３）地域における相談支援体制の充実 
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トメンターとして登録し、発達障害者支援センター（CAS）と連携して、親の会などの場

で相談・助言を行います。 

また、ペアレントメンターに対してのフォローアップ研修会の開催や家族とペアレント

メンターを結び付けるペアレントメンターコーディネーターの配置に努め、発達障害の

ある子どもを持つ親への支援を実施します。 

 

④   相談支援専門員、療育支援コーディネーターや児童発達支援センターの職員を

対象として、教育機関等との連携も含めた、障害児支援に関する総合的なコーディネ

ートやアセスメントに関する知識や技術を向上させるための研修を検討します。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

９ 

障害児等療育支援事業 

実 施 見 込 み 箇 所 数 （ 箇

所） 

５６ ５０ ５０ ５０ 

 

10 
療育支援コーディネーター

の配置人数（人） 
６ 

増 加 を 目

指します 

増 加 を 目

指します 

増 加 を 目

指します 
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【Ⅰ 現状・課題】 

医療的ケアが必要な子どもが、在宅において医療・福祉サービスが提供され、地域で安

心して生活できるよう、市町村における保健、医療、福祉、教育等の関連分野の支援を調整

するコーディネーターの配置を促進するとともに、関係機関の連携調整を行うための体制の

整備が必要です。 

視覚障害、聴覚障害、内部障害や発達障害等のある子どもの中にも医療的な支援が必

要な子どもたちがいます。特に、発達障害については、専門的医療機関において、発達障

害が疑われる児童生徒の初診待ちの長期化が指摘されており、専門的医療機関の確保の

ための一層の取組が必要です。 

また、公的支援の対象となる難病の範囲の指定が拡大され、難病によるＡＤＬの低下が障

害になるなど、障害の範囲の見直しがされていることから、こうした子どもたちに対する支援

のあり方についても検討が必要です。 

なお、難病患者への支援については、障害者総合支援法と同様に、制度の谷間のない

支援を提供する観点から、児童福祉法においても障害のある子どもの定義に難病等が加え

られ、平成 29 年 4 月に 358 疾病に拡大されました。 

重症心身障害の状態にある子どもに対して、一般の児童発達支援や放課後等デイサー

ビスで支援することは難しいことから、身近な地域に、重症心身障害の状態にある子どもを

対象に支援する事業所が必要です。 

重症心身障害の状態にある人（子どもを含む）への入所支援については、成長した後で

も本人をよく知る職員が継続して関われるようにするなど、児者一貫した支援が望ましいこと

から、今後も医療型障害児入所施設と療養介護の一体的な運営の継続が求められており、

入所者の年齢や状態に応じた適切な日中活動を提供していくことを前提に、医療型障害児

入所施設等と療養介護の両方の指定を同時に受ける、現行のみなし規定を恒久化する方

針が国から示されました。また、重症心身障害の状態にある人（子どもを含む）が入所する県

立施設の老朽化も課題となっています。 

また、強度行動障害のある子どもに対応する支援の充実も必要です。 

さらに、入所施設が設置されていない地域においては、実態の把握や在宅支援のあり方

についての検討が必要です。 

平成２７年４月に施行された子ども・子育て支援新制度における保育所等の優先利用の

考え方の中に、「子どもが障害を有する場合」は「優先利用」の対象とするよう示されているた

め、市町村において保育利用の基準等の位置づけについて検討・運用される必要がありま

す。 

 

（４）障害のある子どもへの医療・福祉サービスの充実 
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【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   医療的ケアが必要な子どもが適切な支援を受けられるように、平成 30 年度末まで

に、県全域及び各圏域において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関

等の連携を図るための協議の場を設置します。また、各市町村において、同様の協議

の場が設置されるよう、市町村に働きかけます。 

 

②   発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、身近な地域において一定水準

の診療や対応が可能となるよう、かかりつけ医等の養成のあり方について検討します。 

 

③   重症心身障害の状態にある子どもが身近な地域で支援を受けられるように、主に

重症心身障害の状態にある子どもを支援する児童発達支援事業所及び放課後等デ

イサービス事業所を各市町村または各圏域に１カ所以上確保するよう、市町村に働き

かけます。また、市町村等から、重症心身障害の状態にある子どもを支援する児童発

達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保に当たっての課題に関する

意見を聞きながら、支援のあり方について検討します。 

 

④   医療的ケアが必要な子どもが在宅で医療や福祉のサービスを受けられるよう、訪問

看護師の育成研修を行うほか、市町村における保健、医療、福祉、教育等の関連分

野の支援を調整するコーディネーターの育成研修を実施します。 

 

⑤   重症心身障害や医療的ケアが必要な子ども等の支援に関して、ニーズや地域資

源の状況を踏まえ、保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進を図ります。 

また、医療型障害児入所施設や強度行動障害のある子どもに対応する施設の支援

の充実を図るとともに、施設の役割や施設が設置されていない地域における在宅支援

のあり方について検討します。 

 

⑥   重症心身障害の状態にある子ども等が入所する千葉県千葉リハビリテーションセン

ターについて、「千葉県県有建物長寿命化計画」を踏まえ、今後、関係機関や有識者

等の意見を聞きながら、県民ニーズに対応できる施設の整備に取り組みます。 

 

⑦   在宅の強度行動障害のある子どもの支援については、短期入所事業所などの利

用により家族の負担をやわらげ、相談支援専門員が身近な地域の医療、保健、福祉、

教育等関係機関の連携を調整し、さらに千葉県発達障害者支援センター（ＣＡＳ）や

「強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業」で育成した人材の活用等の地

域支援体制のあり方について検討します。 
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⑧   障害のある子どもが円滑に保育利用できるようにするため「子どもが障害を有する

場合」が「優先利用」の対象として保育利用の基準等の位置づけについて検討・運用

されるよう、市町村に対し周知を図ります。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

11 

医療的ケア児支援のため

の関係機関の協議の場

の設置数（箇所） 

３ ３０ ３０ ３０ 

 

12 

主に重症心身障害児を支

援する児童発達支援事業

所数（箇所） 

２４ － － ３０ 

 

13 

主に重症心身障害児を

支援する放課後等デイサ

ービス事業所数（箇所） 

２５ － － ３１ 

 

14 

医療的ケア児に対する関

連分野の支援を調整する

コーディネーターの配置

人数（人） 

－ ５０ ７０ ９０ 

 

15 
障 害 児 入 所 施 設 数 （ 箇

所） 
１６ １７ １７ １７ 

 

16 
福祉型障害児入所施設

入所定員（人） 
２７８ ２８８ ２８８ ２８８ 

 

17 
医療型障害児入所施設

入所定員（人） 
５８２ ５８２ ５８２ ５８２ 

（注）医療型障害児入所施設は、いずれも療養介護の指定を受けており、この場合の定員

は障害のある子どもと障害のある人を合わせた数となっていることから、上記の定員には、

障害のある人も含まれています。 

また、上記の定員には、主として肢体不自由のある人（子どもを含む）の入所定員３０人も

含んでいます。 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある幼児・児童・生徒が、それぞれの発達段階や障害の特性に応じた教育を十分

に受けられる取組の充実が必要です。また、障害への対応が不適切な場合、いじめを受け

たり、２次障害を引き起こしたりする可能性があり、障害に対する理解を広げていくことも必要

です。そのため、どの学校においても、障害の特性に配慮した支援や、一人一人の教育的

なニーズに応じた適切な支援ができるよう、学校全体での特別支援教育の充実を図ることが

不可欠です。 

また、教育環境を整備し、合理的配慮の充実を図り、全ての教職員の専門性の向上に関

する取組を推進するとともに、ライフステージに応じた教育及び相談支援体制と、卒業後に

地域社会の中で利用できる社会資源の積極的な活用に結びつけていくために連携した支

援体制の充実を図ることも重要です。 

さらに、現在、特別支援学校の児童生徒数の増加が著しく、それに伴う教室不足や施設

の狭隘化に対応して新設校８校、分校２校の開校等を行った「県立特別支援学校整備計画」

に引き続き、平成２９年度から平成３３年度までを計画期間とする「第２次県立特別支援学校

整備計画」を策定し、対応を図っているところです。 

引き続き、障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加

することができることを目指すとともに、共生社会を形成する基礎となる特別支援教育の推

進と教育環境の整備が不可欠であり、平成２９年１０月に策定した「第２次千葉県特別支援

教育推進基本計画」に基づき、具体的な取組を進めていく必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   障害のある子どもへの一貫した教育相談と支援体制を充実させるため、関係者・関

係機関の円滑な連携を確かなものとするネットワークの構築を図るとともに、その活用

と支援体制の充実に努めます。 

 

②   幼稚園等において、支援が必要な就学前の幼児に対する「個別の教育支援計画」

や「個別の指導計画」の作成に関し、特別支援学校が協力を行うなど適切な就学の支

援を行います。また、関係機関のネットワークを活用しながら、きめ細かな就学相談、

就学事務に努めます。 

 

③   障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加する

とともに、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きることができる

（５）障害のある子ども一人一人が十分に教育を受けられるための

取組の充実 
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よう、通常の学級、「通級による指導」、特別支援学級、特別支援学校など連続性のあ

る「多様な学びの場」の整備と、一人一人の子どもがその力を発揮できる取組の充実

を図ります。また、特別支援学校による「通級による指導」の機能の拡大を図り、一人

一人の教育的ニーズに応じた支援が地域で受けられるように努めます。 

 

④   特別支援学校と近隣の小・中学校等の幼児児童生徒との交流及び共同学習を促

進するとともに、地域の人々が障害のある子どもたちへの理解を深める啓発活動など

の取組を一層進めていきます。 

 

⑤   一人一人の障害特性と教育的ニーズに応じて決定される合理的配慮と、その合理

的配慮を実現していくための基礎となる教育環境の充実を図ります。 

 

⑥   特別支援アドバイザーや特別支援教育支援員の配置による小・中学校や高等学

校等への支援の充実を図るとともに、特別支援学校に専門性の高い外部人材を配置

し、地域内の小・中学校等に対するセンター的機能の充実に取り組みます。 

 

⑦   幼稚園、小・中学校、高等学校及び特別支援学校等と保健・医療・福祉などの関

係機関との連携の充実を図るとともに、不適応の個別のケースについて、利用する児

童発達支援や放課後等デイサービスと情報を共有し、専門性が高い相談機関や児

童発達支援センターなど関係機関と連携して解決を図ります。 

 

⑧   障害のある児童生徒の情報活用能力を育成するため、教育用コンピュータの整

備・更新を進めます。また、学習効果を高める観点からＩＣＴを活用した遠隔教育につ

いて、指導方法の開発や教育効果等の調査研究を実施し、障害の特性に応じた指導

の充実やＩＣＴを活用した教育の普及促進を図ります。 

 

⑨   幼稚園、小・中学校及び高等学校等における個別の教育支援計画の作成と活用

を一層進めるとともに、学校における特別支援教育コーディネーターの資質の向上を

図り、また、コーディネーターとして複数の教員を指名できるように努めるなど、校内支

援体制の充実を図ります。 

 

⑩   いじめ問題や不登校については、学校や家庭、教育委員会と児童相談所等の関

係機関との連携や、千葉県子どもと親のサポートセンターや千葉県総合教育センター

などの相談機関との連携により支援の充実を図ります。 

 

⑪   特別支援学校に在籍する医療的ケアの必要な児童生徒に対し、安全で確実な支
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援ができるよう、担当する教員及び特別非常勤講師（看護師）への研修を充実します。

また、強度行動障害、精神疾患、高次脳機能障害、その他様々な事情で学習や生活

に著しい困難を抱える児童生徒への適切な支援の充実を図ります。 

また、特別支援学校への通学が困難な児童・生徒に対して、訪問教育の充実に努

めます。 

 

⑫  障害のある生徒の県立高等学校の入学者選抜に当たっては、障害があることによ

り、不利益な取扱いをすることのないよう十分に留意します。 

 

⑬  特別支援学校の過密の状況、児童生徒数の動向などを踏まえ、「第２次県立特別

支援学校整備計画」等により、計画的に整備を進めていきます。 

 

  ⑭ 高等学校や特別支援学校の卒業後の進路について、適切なアセスメントに基づく個

別の移行支援計画の作成と活用を図り、障害者就業・生活支援センターをはじめとす

る福祉や医療、高等教育、労働関係機関と連携し、地域資源を活用した支援の充実を

図ります。 

 

⑮  「多様な学びの場」を実現していくために、全ての教員に特別支援教育に関する基

礎的な知識・技能の向上が求められるとともに、特別支援学校では特別支援教育のセ

ンター的機能を発揮するための教員の専門性が必要なことから、特別支援学校教諭免

許状の取得や、特別支援教育に関する研修の充実を図ります。 

 

⑯  幼稚園、小・中学校及び高等学校等において、通常の学級担任をはじめ全教職員

の障害の理解促進、障害等へのアセスメントや学校・学級経営、関係機関との連携などの

マネジメント能力の向上、障害のある児童生徒への対応など、特別な教育的ニーズに応

じた指導力を高めるため、研修の充実を図るとともに、保育所、認定こども園、放課後児童

クラブ等においても障害児保育に関する研修の充実を図ります。 

 

⑰  特別支援学校等への通学に関する移動支援について、国における検討状況をみ 

ながら、福祉施策と教育施策との連携のあり方を検討します。 
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【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

18 

幼・小・中・高等学校等にお

いて、個別の指導計画の

作成を必要とする児童等の

うち、実際に個別の指導計

画が作成されている児童

等の割合（％） 

９６．６ ９７．４ ９７．８ ９８．２ 

 

19 

幼・小・中・高等学校等にお

いて、個別の教育支援計

画の作成を必要とする児童

等のうち、実際に個別の教

育支援計画が作成されて

いる児童等の割合（％） 

９２．９ ９５．３ ９６．５ ９７．７ 

 

20 
特別支援教育に関する教

員研修受講率（％） 
－ ９０ ９０ ９０ 

 

21 
特別支援教育に関する校

内委員会の設置率（％） 
１００ １００ １００ １００ 

 

22 
特別支援教育コーディネ

ーターの指名率（％） 
１００ １００ １００ １００ 

 

23 

特別支援学校教員の特

別支援学校教諭免許状

保有率（％） 

８７．７ ９０．６ ９２．１ ９３．５ 

 

24 

特別支援学校のセンター

的機能を主として担当す

る 分 掌 ・ 組 織 の 設 置 率

（％） 

１００ １００ １００ １００ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

平成２４年４月に改正された障害者自立支援法（現・障害者総合支援法）により、障害の

ある人が市町村に対して利用サービスの支給申請に際して提出するサービス等利用計画

の作成等を行う計画相談支援と施設や病院に入所・入院をしている人等の地域移行を支援

する地域相談支援が制度化されました。 

サービス等利用計画は、障害福祉サービス等を利用する全ての人について作成しなけれ

ばなりませんが、平成２９年３月末における作成率は９８．６％となっています。これは、個別

の事情を除いては、作成を担当する相談支援専門員の配置が未だ十分でないことも原因の

一つと考えられます。 

地域移行に関する相談支援については、入所・入院している障害のある人やその家族の

ニーズを十分に把握して、地域移行に関する情報提供を進める必要があります。また、入所

施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する人に対する「自立生活援助」

など、新たなサービスを活用していく必要があります。 

現行の相談支援体制においては、市町村は、地域における相談支援の中核的な役割を

担う存在として、基幹相談支援センターを設置できることとされていますが、その設置は、 

平成２９年４月現在において１８市町村に留まっています。また、基幹相談支援センターと 

指定特定相談（計画相談）支援事業所、委託相談支援事業所、主として制度の狭間や複合

的な課題を抱えた人などに対する包括的な支援を担う中核地域生活支援センターとの役割

が、地域の中で明確に分担されていないなどの課題があります。 

今後は、基幹相談支援センターを中心とした支援機関の連携による包括的な相談支援

体制を整えるため、その設置をさらに促進する必要があります。 

また、障害者総合支援法の改正に伴い、長期間にわたり障害福祉サービスを利用してい

５ 障害のある人の相談支援体制の充実 

◇ 障害のある人の相談支援体制を支援するため、市町村が実施する相談研修会、

自立支援協議会等などに対して、アドバイザーを派遣します。 

◇ 総合支援法のサービス等利用計画を作成する相談支援事業者の質の向上を目

指し、各種の研修を行います。 

◇ 地域における相談支援の中核的な役割を担うことが期待される基幹相談支援

センターについては、市町村にモデルを示し、その設置促進を支援します。 

◇ 障害のある子どもに係る相談については、手帳や診断名等に関わらず障害の可

能性が見込まれる子どものための相談支援体制の充実を図ります。 

（１）地域における相談支援体制の充実 

総合計画から 
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た一定の高齢期の障害のある人に対する介護保険サービスの利用者負担の軽減や、共生

型サービスが創設されたことなどを踏まえ、両サービスの円滑な利用を促進するため、介護

支援専門員との連携が重要になります。 

障害のある人の権利擁護においては、日常生活や社会生活の様々な場面で、その人の

意思決定のための支援が必要です。また、相談支援事業所は、計画相談に係るモニタリン

グによる居宅や施設等の訪問を通じて、障害のある人やその世帯の状況の把握が可能であ

ることから、こうした機会を通じた虐待の早期発見のため市町村との連携が重要です。 

また、相談支援に当たっては、障害特性に応じた対応が必要です。視覚障害、聴覚障害、

音声機能障害、言語機能障害のある人、盲ろう者、失語症者などコミュニケーションに障害

のある人が、相談支援を利用しやすくする必要があります。 

発達障害のある人については千葉県発達障害者支援センター（ＣＡＳ）、高次脳機能障

害のある人については千葉県千葉リハビリテーションセンター等に支援拠点機関を設置して

いますが、さらに地域資源を活用した支援を推進し、利用者の利便性の向上を図る必要が

あります。 

障害のある人の中でも、引きこもり、重度の身体障害等による長期療養、その他様々な 

要因により地域社会や家族から孤立し、相談支援機関やサービスの利用に繋がっていない

人に対する支援が必要です。 

矯正施設に入所する障害のある人の社会復帰や退所後の生活については、地域生活定

着支援センターにおいて支援を行っていますが、体験入所等における制約などの課題があ

ります。 

障害のある人同士の共感に基づく支援であり、他の相談支援と異なる有効性が期待され

るピアカウンセリングやピアサポートについては、研修による養成に加え、地域での人材の

活用を進めていく必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①  計画相談支援においては、相談支援専門員による利用者のニーズの抽出や継続

的かつ定期的なモニタリングの実施などが重要であり、サービス等利用計画が適切に

作成・運用されるよう取り組みます。また、相談支援専門員一人が対応できる適正な 

利用者の数などを踏まえた十分な配置ができるよう、国に対して報酬の見直し等の 

措置を講じるよう強く求めます。 

 

②   入所・入院している障害のある人やその家族のニーズに沿った情報提供ができるよ

う、地域移行支援の利用を促進するとともに、「自立生活援助」などの新たなサービス

を活用した支援を推進します。 

 

③  各市町村協議会が、地域共生社会の実現に向けて関係機関と連携し、地域の実情
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に合った相談支援体制を構築できるよう、相談支援アドバイザーの派遣による助言や

研修会の開催等により支援します。 

 

④  基幹相談支援センターによる総合的・専門的な相談支援、相談支援事業所に対す

る助言や人材育成、関係機関の連携などの中核的な役割と、計画相談支援事業所、

委託相談支援事業所の役割分担について、市町村と連携した研修会等の開催により

情報共有を図り、市町村における設置を支援します。また、国に対しては基幹相談支

援センターの運営に十分な財源の確保を要望します。 

 

⑤   介護支援専門員を対象とする障害福祉サービスに関する研修の実施、市町村に

おける地域包括支援センターと相談支援事業所との併設や連携、基幹相談支援セン

ターの設置促進による機能強化などを含め、地域共生社会の実現に向けた包括的な

相談支援体制の充実に取り組みます。 

 

⑥  障害のある人の権利擁護を推進するため、意思決定支援ガイドラインを踏まえた利

用者本位の支援、計画相談に係るモニタリングの機会を活用した虐待の早期発見と

市町村との連携の重要性について、相談支援事業所に対する周知を図ります。 

 

⑦   意思疎通支援事業（市町村地域生活支援事業）の活用など、当事者団体や専門

機関等と協力して、視覚障害、聴覚障害、音声機能障害、言語機能障害のある人、盲

ろう者、失語症者などコミュニケーションに障害のある人が相談支援を受けやすくなる

ための環境づくりに取り組みます。 

 

⑧  発達障害のある人が可能な限り身近な地域で必要な支援が受けられるよう、千葉県

発達障害者支援センター（ＣＡＳ）を拠点として、市町村・事業所等のバックアップや専

門性の高い人材の養成を目的とした研修等を行うとともに、地域支援マネージャーの

配置などを含めた地域支援機能の強化等について、発達障害者支援地域協議会に

おいて検討を行います。 

 

⑨  高次脳機能障害及びその関連障害のある人に対しては、３か所の支援拠点機関を

中心に、高次脳機能障害に対する理解の普及・啓発を図るとともに、早期に専門的な

相談支援に繋がるよう地域におけるネットワークの拡大・強化に取り組みます。 

 

⑩  様々な要因により地域社会や家族から孤立し、相談支援機関やサービスの利用に

繋がっていない障害のある人や障害が疑われる人、複合的な課題を抱える人等に対す

る理解の普及や相談支援について、市町村、中核地域生活支援センター及び関係機
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関の連携支援に取り組みます。 

 

⑪  矯正施設に入所する障害のある人が、出所後に必要な福祉サービスを受けられる 

よう、地域生活定着支援センターと相談支援事業所との連携支援に取り組みます。 

 

⑫   障害のある人の経験や能力を活かすとともに社会参加を促進するため、ピアサポ

ーターが支援者へとキャリアアップできるよう研修を実施するとともに、就労へ繋がるよ

う関係機関に対するピアサポートの普及や環境づくりに努めます。 

 

 

【Ⅲ 数値目標】  

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

１ 計画相談支援従事者数 ８３０ ９００ ９５０ １，０００ 

 

２ 
特定相談支援事業所所

在市町村数 
４６ － － ５４ 

 

３ 
一般相談支援事業所所

在市町村数 
３６ － － ５４ 

 

４ 

千葉県相談支援アドバイ

ザー派遣事業 
    

 
アドバイザー配置数 ３２ ３６ ３８ ４０ 

アドバイザー派遣件数 ４ １２ １２ １２ 

 

５ 
基幹相談支援センター設

置市町村数 
１６ － － ４４ 

 

６ 
発達障害者支援センター相

談件数（地域相談支援機関

での相談を含む） 

９，８６３ － － １２，０００ 
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７ 
発達障害者支援センター及

び発達障害者地域支援マネ

ージャーの助言件数 

２９４ － － ４００ 

 

８ 
発達障害者支援センター及

び発達障害者地域支援マネ

ージャーの研修、啓発件数 

２７１ － － ４００ 

 

９ 
発達障害者支援地域協議

会の開催回数 
－ ３ ３ ３ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

相談支援に従事する相談支援専門員を安定的に確保するため、制度が現行のものに改

正された平成２４年度以降、相談支援従事者初任者研修の定員の拡大に努めてきました。 

平成２９年４月時点における相談支援業務に従事する相談支援専門員は８３０人であり、

そのうち常勤・専任である者の割合は約３７％となっています。 

現状では、研修により養成された相談支援専門員が、必ずしも相談支援業務に従事又は

定着できるような環境が整っていないなどの課題があります。 

同時期における障害福祉サービスの受給者数（障害児を含む）は約４万５千人であり、 

すべての利用者に対して継続的な計画相談支援を実施していくためには、引き続き相談 

支援専門員の養成と定着を図る必要があります。 

また一方では、相談支援従事者現任研修や地域移行・地域定着支援、就労支援、発達

障害のある人への支援などの専門コース別研修を実施することにより、相談支援の質の向

上に努めてきました。 

今後は、障害のある人のニーズの多様化とともに、地域共生社会の実現に向けたソーシ

ャルワークの担い手としての相談支援専門員の役割が求められています。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   国の研修体系の見直しを踏まえ、相談支援専門員等の育成ビジョンを明確にしたう

えで、各研修を体系的に整理することにより、受講者の目的意識を高め、研修効果の

より一層の向上を図ります。また、研修を効率的に実施するため、企画・運営の外部団

体への委託等について検討します。 

 

②  障害のある人のニーズの多様化に対応するとともに、意思決定支援ガイドライン等を 

踏まえた利用者本位の相談支援が行われるよう、地域共生社会の実現に向けたソー

シャルワークの担い手として、相談支援専門員等の資質の向上に取り組みます。 

 

③  相談支援専門員と介護支援専門員とが相互に連携し、共通の理解のもとで高

齢期の障害のある人の支援に当たれるよう、介護支援専門員に対する研修の機

会を確保し、両方の資格を有する人材の拡大に努めます。 

 

④   地域において安定的に相談支援体制を維持していくことのできる財源を確保するこ

とができるよう、国に対して報酬制度の見直し等十分な財政措置を講じるよう求めます。 

 

（２）地域における相談支援従事者研修の充実 
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【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

10 
計画相談支援従事者数

（再掲） 
８３０ ９００ ９５０ １，０００ 

 

11 
相談支援専門員の養成

数 
３６５ ６００ ６００ ６００ 

 

12 

相談支援専門コース別研

修事業 
    

 
受講者数 ２２２ ５００ ５００ ５００ 

研修開催回数 ５ ６ ６ ６ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある子どもに対する障害児支援利用計画の作成状況は、平成２９年３月末時点で

９９．５％の達成率に対し、そのうちセルフプランの割合が３４％と高くなっています（障害福

祉サービス等利用計画の作成に係るセルフプランの割合は１６．８％）。こうした現状は、地

域の社会資源等に関する情報の不足や障害のある子どもの支援に関する十分な知識や経

験を有する相談支援専門員が少ないことなどが原因で、保護者等による課題の抱え込みが

行われ、子どもの最善の利益が図られていないことも考えられます。 

これまで、在宅で医療的ケアの必要な障害のある子ども等への支援を強化するため、  

医療・福祉の関係者が連携して、地域における医療・福祉資源の把握、相談支援専門員を

含む関係者への各種研修や「医療的ケアのある子ども等に対する相談支援ガイドライン」の

作成・見直し等に取り組んできました。 

今後は、手帳の有無や診断名等に関わらず、障害の可能性が見込まれる子どものために、

保健、医療、福祉、子育て、教育等の関係者が連携し、早期発見と適切な療育に繋がるよう

相談支援体制の充実を図る必要があります。また、発達障害のある子どもに対しては、

できるだけ早期に切れ目なく支援を行うことが重要であり、対応できる相談機関の 

確保や専門職の育成に加えて、発達障害の診療と対応を適切に行うことができる医療

機関の確保が求められています。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   地域における医療・福祉資源に関する情報を、市町村や地域相談支援機関に提

供・周知することにより、医療的ケアを要する障害のある子ども等が適切な支援に繋げ

やすくします。 

 

②   医療的ケアを要する障害のある子ども等への相談支援に従事する相談支援専門

員のスキルアップのため、関連分野の支援を調整するコーディネーターとしての育成

研修を実施します。 

 

③  障害の可能性が見込まれる子どもが適切な療育に繋がるよう、相談支援専門員と 

児童発達支援センターや障害児療育等支援事業関係者、子ども・子育て支援事業

における利用者支援専門員、特別支援教育コーディネーターなどとの発達段階

に応じた連携について、関係機関に働きかけます。 

 

④  発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、身近な地域において一定水準

（３）障害のある子どもと家族への在宅支援機能の強化 
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の診療や対応が可能となるよう、かかりつけ医等の養成のあり方について検討します。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

13 

医療的ケアの必要な子ど

も等への相談支援研修の

受講者数 

５３ ８０ ８０ ８０ 

 



88 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

【Ⅰ 現状・課題】 

国の障害者基本計画（第４次）においては、「障害者が地域で質の高い自立した生活を

営むためには就労が重要であるとの考え方の下、働く意欲のある障害者がその適性に応じ

て能力を十分に発揮することができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、就労支援

の担い手の育成等を図る。また、一般就労が困難な者に対しては福祉的就労の底上げによ

り工賃の水準の向上を図るなど、総合的に支援を推進する。」とされており、障害のある人の

一般就労の促進と福祉的就労の充実は重要な課題となっています。 

一般就労の促進においては、障害者雇用促進法に基づく企業等の雇用の義務付けや

地域障害者職業センターによる障害のある人への専門的職業リハビリテーション、事業主に

対する雇用管理に関する助言等の支援、障害のある人の職場への適応を促進するための

職場適応援助者（ジョブコーチ）による直接的・専門的支援などが実施されています。同法

の改正により、平成２８年４月から雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いの禁

止や職場で働くに当たっての合理的配慮の提供、また、平成３０年４月からは、精神障害の

ある人の雇用が義務化されるとともに、法定雇用率が２．０％から２．２％に引き上げられ、さ

らに平成３３年４月までには２．３％に引き上げられます。 

就労意欲のある障害のある人は毎年増加しており、千葉県内の新規求職件数は平成２５

６ 障害のある人の一般就労の促進と福祉的就労の充実 

◇ 障害者就労施設等は、障害のある人の経済的自立だけではなく、自己実現の場

としても重要です。このため、障害のある人が可能な限り一般企業で就労すると

ともに、継続的な職業生活を維持できるよう、障害者福祉施設からの就労拡大を

はじめとして、企業への支援や関係機関との連携などを含め、障害のある人の就

職、職場定着、離職時フォローなどの支援などを進めます。 

◇ 具体的には、障害者優先調達推進法に基づき、県の調達方針を策定するととも

に、官公庁による優先調達の促進に向けて、市町村や県の各機関の職員向けに、

調達事例の紹介や、制度の説明会を開催するなど、取組を進めます。 

◇ また、工賃向上計画に基づく就労支援事業の強化のための支援を行い、工賃の

向上を図ります。 

◇ さらに、障害者就労施設への発注の拡大に向け、企業や自治体等からの発注に

対応する共同受注窓口や、県内の就労施設等の情報をインターネットで提供する

「チャレンジド・インフォ・千葉」等を通じて、受発注のマッチングを図ってい

きます。 

（１）就労支援・定着支援の体制強化 

総合計画から 
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年度の７，０１１件から平成２８年度の７，８８８件へ増えています。就職件数も、平成２５年度

の２，５７２件から平成２８年度は３，１６０件と増加していますが、新規求職件数と就職者数の

間に開きがあり、多くの働く意欲のある障害のある人が就職の機会を得られない状況にあり

ます。また、多様な障害の中でも精神障害（発達障害を含む。）のある人の就職希望は増加

傾向にあり、さらに、精神障害のある人の雇用が義務化されることから、就職数が今後も増

加することが想定されます。 

就職の件数を更に増やすとともに、障害のあることを理由に不当に扱われることなく、就職

後も安心して働き続けられるよう、障害特性に応じた就労支援と定着支援を行う必要があり

ます。 

今後、在職障害者の就業に伴う生活上の支援のニーズはより一層多様化かつ増加するも

のと考えられます。企業に雇用された障害者の早期離職を防ぎ、職場に定着することは、障

害者の自立した生活を実現するために重要です。 

このため、平成３０年４月から就労定着支援事業が新たに障害福祉サービスに位置付け

られます。事業の実施にあたっては、事業の実施主体と障害者就業・生活支援センターや

地域障害者職業センターなどの関係機関が連携して障害のある人の就労定着に取り組む

ことが必要であり、連携のあり方や企業等への周知など、事業実施にあり方について検討し

ていくことが求められます。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①  企業や公的機関、地域における、精神障害や発達障害等、障害の特性に応じた就

労支援の充実・強化を図ります。 

障害のある人の意思を尊重した働き方を実現するため、サービス等利用計画を作成

する相談支援事業所の充実や相談支援専門員の資質向上を図るとともに、障害者就

業・生活支援センターや地域障害者職業センターなどの関係機関と連携し、適時のア

セスメントができる体制の充実を図ります。 

障害のある人が安心して働き続けられるよう、就労先での労働条件等の権利擁護に

関して、相談支援体制の強化を図ります。 

 

②  一般就労を促進するため、就労移行支援事業所の支援体制の充実や支援員の資

質向上、積極的な企業での実習や求職活動等の支援体制の強化を図ります。また、就

労継続支援事業所の工賃向上計画の有効性評価や各種研修を実施するなど支援体

制の強化に努めます。 

特別支援学校をはじめとした教育機関、特例子会社や障害者雇用を進めている企

業などと各種支援機関との連携強化を図るためのネットワークの構築を進め、就労に向

けた情報の共有を進めます。 
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③  就労定着を図るため、就労定着支援事業の実施事業所の実施体制と人材の確保・

育成などの支援方法について関係機関と協議しながら検討を進めます。また、障害の

ある人の一般就労を促進するため、就労移行支援事業所の一層の拡充とともに、就労

定着支援事業の実施事業所や障害者就業・生活支援センターをはじめとする支援機

関による就職後の定着支援体制の充実を促進します。 

 

④  県立障害者高等技術専門校において、障害のある人が就職に必要な知識・技能を

習得し、職業人として自立するために必要な職業訓練の充実を図ります。また、障害の

ある人が身近な地域で職業訓練を受講できるよう、企業や社会福祉法人等の多様な委

託先を活用し、就職に必要な知識・技能の習得を図ることで障害のある人の雇用に向

けた効果的な職業訓練の機会の確保を推進します。 

 

⑤  民間企業における雇用及び職域が拡大するよう関係機関と連携して働きかけるほか、

県内公的機関における障害のある人の雇用を促進します。県庁において、障害のある

職員が働きやすい職場環境の整備や職域の開拓を進めるとともに、障害者雇用促進

法改正の趣旨を踏まえた雇用促進に取り組みます。また、入札参加資格の登録におい

て、障害者雇用率達成企業に対し優遇措置を実施します。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

１ 
福祉施設利用者の一般

就労への移行実績（人） 
７３６ ９２５ １，０２０ １，１１０ 

 

２ 
就労移行支援事業の利

用者数（人） 
１，６８６ １，８６０ １，９４５ ２，０２５ 

 

３ 

就労移行率が３０％以上

の就労移行支援事業者

数の割合（％） 

４７ ５０ ５０ ５０ 

 

４ 

就労移行支援事業及び就

労継続支援事業の利用

者の一般就労への移行

者数（人） 

７２３ ９０５ ９９５ １，０８５ 
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５ 職場定着率（％） ― ― ８０ ８０ 

 

６ 
就労定着支援の利用者

（人） 
― ４７０ ６６２ ８１３ 

 

７ 
障害者高等技術専門校

の就職率（％） 
８４ ８０ ８０ ８０ 

 

８ 
委託訓練事業の受講者

数（人） 
１６２ ２００ ２００ ２００ 

 

９ 

福祉施設から公共職業安

定所へ誘導する福祉施設

利用者数（人） 

４２０ ４７０ ５００ ５３０ 

 

１０ 

福祉施設から障害者就

業・生活支援センターへ

誘導する福祉施設利用者

数（人） 

３８０ ４２５ ４５０ ４７５ 

 

１１ 

福祉施設利用者のうち公

共職業安定所の支援を受

けて就職する者の数（人） 

４９０ ５５０ ５８５ ６２０ 

 

１２ 

従業員４５．５人以上規模

の企業で雇用される障害

のある人の数（人） 

９，２７７ 
※５０人以上 

規模の企業 

１０，２００ １０，４５０ １０，７００ 

 

１３ 

従業員４５．５人以上規模

の企業で雇用される精神

障害のある人の数（人） 

９３６．５ 
※５０人以上 

規模の企業 
１，３５０ １，５４０ １，７３０ 

 

１４ 
障害者雇用率を達成した

公的機関の割合（％） 
８２．６ １００ １００ １００ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人が安心して働き続けるためには、就労と生活を支える地域のネットワークが

重要です。本県では、県内全ての障害保健福祉圏域に障害者就業・生活支援センターを

設置し、就労面及び生活面の一体的な支援の充実を図ってきました。 

障害のある人が企業等で働くうえで、適切な労働条件や職場環境の確保など障害のある

人の権利擁護が重要です。障害者就業・生活支援センターにおいても、その環境整備のた

め障害のある人や企業等を支援しております。 

平成３０年４月から精神障害のある人の雇用が義務付けられることから、法定雇用率が引

き上げられます。障害の特性に応じた就労支援の更なる充実と強化を図るため、障害者就

業・生活支援センターの果たす役割が期待されます。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①  障害者就業・生活支援センターを県内全圏域（１６箇所）に設置し、雇用、福祉、教

育、医療等の関係機関と連携しながら、障害のある人の就業及びそれに伴う生活に関

する指導・助言、職業訓練の斡旋などを行い、精神障害や発達障害等、障害のある人

の職業生活及び地域生活の安定と福祉の向上を図ります。また、各障害者就業・生活

支援センターの取組内容について随時確認し、提供される支援の質の確保に努めま

す。 

 

②  就労定着支援事業の円滑な実施を図るため、就労定着支援事業の実施事業所とそ

の他の支援機関や特別支援学校、市町村等、さらには支援員同士の横のネットワーク

を構築するなど、関係機関のネットワークの強化を進めます。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

１５ 

障害者就業・生活支援セ

ンター登録者の就職件数

（件） 

６８６ ７４５ ７７５ ８０５ 

 

１６ 

障害者就業・生活支援セ

ンター登録者のうち精神

障害者の就職者の職場

定着率（％） 

７１．５ ７２．７ ７３．３ ７３．９ 

（２）障害者就業・生活支援センターの運営強化 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人の就職件数は増加傾向にありますが、法定雇用率の適用のある従業員４５．

５人以上の企業では、企業規模が小さいほど法定雇用率の未達成率が高い傾向にあります。

精神障害のある人の雇用が義務化されたことに伴い、法定雇用率が引き上げられることから、

障害のある人の雇用に関する一層の支援が必要と考えられます。 

また、障害者雇用促進法の改正により、平成２８年度から障害のある人の雇用に当たって

合理的配慮を講ずることが義務化されましたが、特に、精神障害のある人や発達障害のある

人等の雇用への具体的対応について助言を求める声があります。障害のある人を雇用する

企業側の更なる障害者への理解を促進するため、障害者就業・生活支援センターや障害

者職業センターなどの支援機関の役割や機能の企業側への周知が求められます。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①  障害のある人への理解と雇用促進に取り組む企業等を応援するため、障害のある 

人の能力を活用する工夫や職場において合理的配慮が講じられるよう雇用管理上のア

ドバイスを行う企業支援員を各障害保健福祉圏域に配置します。また、障害者就業・生

活支援センターや地域障害者職業センターなどの支援機関の役割や機能の企業側へ

の周知を図るとともに、積極的な活用を働きかけます。 

   就労定着支援事業については、事業の実施体制や人材の確保・育成など関係機関

と協議しながらその役割を明確にし、企業への周知に努めます。 

法定雇用率未達成企業等を対象に雇用の受入れ準備や定着を支援する障害者雇

用サポート事業を実施するなど、障害のある人の職域開拓や、合理的配慮への対応を

含めた企業等に対する継続雇用の支援を行います。 

 

②  障害のある人を積極的に雇用し、障害のある人もない人も共に働きやすい職場づく 

りに努めている企業等を千葉県障害者雇用優良事業所（通称「笑顔いっぱい！フレン

ドリーオフィス」）として認定し、その取組内容を県民に周知することで、障害のある人の

雇用に対する理解と促進を図ります。認定された事業所は、ロゴマークを会社案内や名

刺等に使用することができます。  

 

 

 

 

 

 

（３）障害のある人を雇用する企業等への支援 
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【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

１７ 
企業支援員の支援企業

数（社） 
４，８７７ ６，０００ ６，６００ ７，２００ 

 

１８ 

従業員４５．５人以上規模

の企業で雇用される障害

のある人の数【再掲】（人） 

９，２７７ 
※５０人以上 

規模の企業 

１０，２００ １０，４５０ １０，７００ 

 

１９ 

従業員４５．５人以上規模

の企業で雇用される精神

障害のある人の数【再掲】 

（人） 

９３６．５ 
※５０人以上 

規模の企業 
１，３５０ １，５４０ １，７３０ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人の就労支援に当たっては、関係機関が協力して支援を実施することが重要

です。関係機関の連携強化を図るため、障害者就業・生活支援センターを中心に地域意見

交換会等を実施し、ネットワークづくりを行っています。 

特別支援学校及び高等学校の卒業生のうち、一般就労を目指す障害のある生徒が増加

する中、特別支援学校及び高等学校を含む関係機関の連携の重要性が増しています。 

また、平成３０年４月から開始される就労定着支援事業の実施事業所とその他機関との連

携や役割分担のあり方を検討することが求められるとともに、生活困窮者自立支援法に基づ

く自立支援制度など他法の制度との連携が求められる事例も増えており、異なる制度間で

の関係機関との更なる連携が求められています。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①  就労を促進するための情報共有化を目的とした会議等の開催、支援者のスキル向

上のための研修会等を実施し、障害保健福祉圏域ごとにハローワーク、就労支援施設、

相談支援事業所、特別支援学校、高等学校、医療機関等の地域の関係機関の連携・

協力を促し就労支援ネットワークを強化します。また、関係機関の連携強化を促す仕組

み作りについて検討します。 

 

②  就労定着支援事業の円滑な実施を図るため、就労定着支援事業の実施事業所とそ

の他の支援機関や特別支援学校、市町村等、さらには支援員同士の横のネットワーク

を構築するなど、関係機関のネットワークの強化を進めます。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

２０ 

ネットワーク構築のための

会 議 を 開 催 し た 圏 域 数

（箇所） 

１６ １６ １６ １６ 

 

 

 

 

 

（４）支援機関や関係機関のネットワークの構築 

及び情報共有化 
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【Ⅰ 現状・課題】 

就労の意欲があっても企業等での就労が難しい障害のある人は、就労継続支援事業所

などの福祉施設等において生産活動に従事しており、そのような活動は「福祉的就労」と呼

ばれています。福祉的就労を担う就労継続支援事業所には、障害のある利用者が事業所と

雇用契約を締結することを原則とする就労継続支援Ａ型事業所と、雇用契約に基づかない

生産活動の場である就労継続支援Ｂ型事業所があります。雇用契約に基づかない生産活

動の結果利用者に支払われる賃金は、「工賃」と呼ばれています。 

県では、就労継続支援Ｂ型事業所において障害のある人が受け取る工賃の額を平成２９

年度末に平均月額１６，０００円とする目標を設定しましたが、平成２８年度末で１３，７６９円と

なっています。工賃が伸び悩む要因の１つとして、新規開設の就労継続支援Ｂ型事業所が、

目標工賃を達成するだけの作業を確保することが困難な現状が見受けられます。 

平成２５年４月には「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関す

る法律」（以下「障害者優先調達推進法」という。）が施行され、国や地方公共団体等が率先

して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するよう、必要な措置を講じることが定め

られました。 

障害者就労施設等からの物品等の調達に関して、県では調達方針を定めて発注増に取

り組んでいるほか、発注可能業務を登録するデータベースである「チャレンジド・インフォ・千

葉」を設け、受注機会の拡大に努めていますが、官公需にとどまらず民需への展開につな

げるためにも障害者就労施設等が受注できる業務内容や、障害者優先調達推進法そのも

のへの理解を一層広げる必要があります。 

就労継続支援Ａ型事業所は増加傾向にあり、平成２１年度末の７事業所から平成２８年度

末には６３事業所に増えています。就労継続支援Ａ型事業所は、通常の事業所に雇用され

ることが困難であるが、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結に

よる就労の機会の提供や、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行

うものです。このため、最低賃金の支払い等の労働関係法令を遵守した上で、利用者に対

し必要な支援を行うことが求められます。平成２９年７月には、事業の適正化を図るため、①

生産活動に係る事業の収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払

う賃金の総額以上になること、②賃金を自立支援給付から支払うことを原則禁止すること、な

どの基準の見直しが行われたところであり、障害のある人へ生活支援を提供するという障害

福祉サービス事業所としての目的を見失わず、その役割を果たすことが重要です。 

 

 

（５）福祉施設等で生産活動・福祉的就労を行う障害の 

ある人の賃金（工賃）向上への取組の推進 
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【Ⅱ 取組みの方向性】 

①  就労継続支援事業所への支援を通じ、作業内容の充実や施設外就労への取組な 

ど、福祉的就労の一層の充実を促進します。就労継続支援事業所に対し、作業の種類

の拡大も含めた事業内容の充実、経営改善など、福祉的就労を行う障害のある人が働

く力を十分発揮できる環境づくりを通じた賃金（工賃）向上に資する支援を実施します。 

 

②  千葉県障害者就労事業振興センター等を通じて、農業に取り組む障害者就労施設

等に対する情報提供、６次産業化支援等を通じて、農業分野での障害者の就労支援

を推進します。 

 

③  障害者就労施設で提供できるサービスの内容が十分に周知されていないことから、

千葉県障害者就労事業振興センターを通じて、障害者就労施設等が提供できるサー

ビスや製品を県、市町村や民間部門へパンフレットなどを活用して周知するほか、同セ

ンターにおいて共同受注をするなどして、障害者就労施設等への発注の増加を促進し

ます。 

 

④ 官公需の更なる促進を図るため、障害者就労施設に対する地方自治法に基づく随意

契約の事務処理手続きをわかり易くまとめたマニュアルの作成と周知を行い、制度の積

極的な活用を促します。 

 

⑤  就労継続支援Ａ型事業所について、生産活動に係る事業収入から必要経費を控除

した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上になることとした基準を満た

していない場合は、条例の規定に基づき、経営改善計画の作成を指示します。また、

計画に基づく経営改善が着実に実施されるよう、千葉県障害者就労事業振興センター

と連携した実地指導を行うなど、提供されるサービスの内容に課題がないか確認し、利

用者に提供されるサービスの質の向上に努めます。さらに、関係機関と連携した研修や

情報提供等を実施してサービスの質の向上を図ります。 
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【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

２１ 
就労継続支援 B 型事業所

の平均工賃月額（円） 
１３，７６９ １５，０００ １６，０００ １７，０００ 

 

２２ 

就労継続支援 A 型事業所

が条例の基準を満たして

いる割合（％） 

― ― ― １００ 

  （※）条例：「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例」 

 

２３ 

県内官公需実績（県及び市町村） 

県 

発注件数（件） ２９８ ４５０ ５２５ ６００ 

発 注 金 額  

（千円） 
２０，１７５ ２４，６００ ２６，８００ ２９，０００ 

市町村 

発注件数（件） ７９０ ８７０ ９１０ ９５０ 

発 注 金 額  

（千円） 
１２６，９６３ １４９，０００ １６０，０００ １７１，０００ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人が働くことによって得られるものは、賃金（工賃）だけとは限りません。「感謝

される喜び」や「社会のために貢献している感覚」を大切にしたいと思うのは障害の有無に

関係ありません。障害のある人も、自らの価値観に基づいて就労の選択ができることが大事

です。その際、障害の特性上自分の希望を思うように伝えられない人にとっては、周囲の支

援者が本人の価値観を理解し、適切な支援を行うことが欠かせません。 

また、障害のある人の高齢化が進んでいることや、様々な技術革新等により労働環境が

急速に変化することが懸念されることから、障害のある人の働き方やその支援のあり方につ

いて継続して議論していく必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

  ①  障害のある人が働く際に、経済的自立のほか、障害のある人が自らの価値観に基

づく「働き方」や「生き方」を追求し、多様な働き方の選択が尊重されるように支援を行

い、安心して継続して働ける環境づくりに努めます。 

     障害のある人の相談を受ける際や、サービス等利用計画及び個別支援計画を作成

する際には、支援会議やモニタリングを通じて本人の希望を丁寧に確認し、希望が実

現されるよう配慮することを支援機関等に周知徹底します。 

 

（６）障害のある人の自らの価値観に基づいた働き方 

の選択を尊重した支援 
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【Ⅰ 現状・課題】 

発達障害、高次脳機能障害などについて専門的な支援体制や、日中活動の場の確保 

が課題となっています。支援に当たっては、より身近な地域での支援体制の整備が必要 

です。 

 

○発達障害 

自閉症やアスペルガー症候群その他の広汎性発達障害などの発達障害のある人の 

存在が社会的に認知され、理解も広がってきた一方で、発達障害に係る相談件数は増 

加を続け、支援を必要とする人は県内にも多数存在しています。 

平成２８年６月には発達障害者支援法が改正され、乳幼児期から高齢期までの切れ 

目のない支援や時代の変化に対応したよりきめ細かな支援が求められています。 

県では、千葉市、我孫子市に専門的支援拠点として千葉県発達障害者支援センタ

ー（ＣＡＳ）を設置し、各ライフステージに応じた電話・窓口・巡回による相談支援や、各

分野の関係者への研修等を行っています。 

発達障害における相談支援のニーズが千葉県発達障害者支援センター（ＣＡＳ）に

集中していることから、地域の身近な場所で支援が受けられるよう相談支援体制の整備

を図る必要があります。また、発達障害のある子どもを育てた保護者の経験やノウハウを

７ 障害のある人一人ひとりに着目した支援の充実 

◇ 発達障害、高次脳機能障害、強度行動障害のある人など、地域の支援施設・機

関では通常の対応が難しい障害について、支援の拡充を図るとともに、より地域

に密着した支援ができるよう、民間での専門的・広域的な支援拠点機関の普及促

進や、そのための機関・人材育成などの具体的な仕組みづくりを進めます。 

◇ 通所による施設サービスだけでは支援が困難な障害のある人に対しては、親の

会、当事者サポート団体などと連携した支援などを進めます。 

◇ ひきこもり本人や家族等に対しては、相談支援等により、ひきこもり本人の自

立を推進し、本人及び家族等の福祉の増進を図ります。 

◇ 特に本人や家族の負担が大きい重度の心身に障害のある人に対しては、市町村 

 が実施する負担軽減のための医療費助成について、引き続き補助を行います。 

 

（１）地域の支援施設等のみでは支援が困難な障害に対する支援 

の推進 

総合計画から 
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活用した家族支援の推進やアセスメントツールの導入促進が必要です。 

また、発達障害のある人の日中活動の場が不足しており、対応可能な事業所の整備

や利用者への情報提供が必要です。 

 

○高次脳機能障害 

高次脳機能障害のある人への支援は、より専門性が必要となるため、県内３か所に支

援拠点を設置し、支援コーディネーターを配置し、機能回復・社会復帰に向けた訓練、

就労支援、情報発信、研修等による支援普及を行っています。また、千葉県千葉リハビ

リテーションセンターに高次脳機能障害支援センターを設置し、より専門的な支援を実

施しています。 

支援拠点機関において、社会生活や就労などに向けた効果的な支援等を検討する

とともに、地域における支援体制の拡大・強化が必要です。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

 

① 発達障害のある人が可能な限り身近な地域で必要な支援が受けられるよう、千葉県

発達障害者支援センター（ＣＡＳ）を拠点として、市町村・事業所等のバックアップや専

門性の高い人材の養成を目的とした研修等を行うとともに、地域支援マネージャーの

配置などを含めた地域支援機能の強化等について、発達障害者支援地域協議会に

おいて検討を行います。 

 

② 発達障害やその疑いのある子どもを育てる親が安心して子育てができるよう、発達障 

害のある子どもを育てた経験のある親を世代が偏らないように留意しながら、ペアレント

メンターとして登録し、発達障害者支援センター（CAS）と連携して、親の会などの場で

相談・助言を行います。 

 また、ペアレントメンターに対してのフォローアップ研修会の開催や家族とペアレント 

メンターを結び付けるペアレントメンターコーディネーターの配置に努め、発達障害の 

ある子どもを持つ親への支援を実施します。 

 

③  高次脳機能障害及びその関連障害のある人に対する支援については、各支援拠

点機関を中心に、高次脳機能障害に対する普及啓発を行い、早期に専門的な相談支

援・訓練に繋がるようにするとともに、支援者の育成や地域連携の拡大・強化に取り組

みます。また、地域生活の安定や就労定着に繋がるよう、支援の方法等について検討

します。 
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【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

１ 

発達障害者支援地域協

議会の開催回数見込数 

（回）（再掲） 

― ３ ３ ３ 

      

２ 

発達障害者支援センター 

及び発達障害者地域支援 

マネージャーの関係機関 

への助言件数見込数 

（件（再掲）） 

２９４ ― ― ４００ 

      

３ 

発達障害者支援センター 

及び発達障害者地域支援 

マネージャーの外部機関 

や地域住民への研修、 

啓発件数見込数（件） 

（再掲） 

２７１ ― ― ４００ 

      

４ 

発達障害者支援センター

運営事業 
    

 

実施見込箇所数 

（箇所） 
２ ２ ２ ２ 

実利用見込者数（人） １,１１９ １,２００ １,２００ １,２００ 

  研修等受講者数（人） ６,０８０ ６,０００ ６,０００ ６,０００ 

  
相談件数（地域相談支援

機関での対応を含む） 

（件） 
９,８６３ ― ― １２,０００ 

 

５ 高次脳支援拠点機関数 ３ ３ ４ ４ 

 

    

 



                        

103 
 

 

 

 

 

【Ⅰ 現状・課題】 

発達期までに生じた重度の知的障害と身体障害を併せ持つ状態を重症心身障害といい

ます。重症心身障害では、日常的に医療的ケアが求められることから、常に専門性を備えた

施設とつながりを保つ必要があります。 

県内には、重症心身障害の状態にある人（子どもを含む）が入所できる施設が６箇所あり

ますが、立地する地域が限られていることもあり、さらに充実を求める声があります。加えて、

福祉型短期入所事業所では、喀痰
かくたん

吸引の研修を受けた職員が不足しているために短期入

所サービスが利用できない問題があるという意見があります。 

また、事故等により遷延性意識障害となった人が呼吸器等を付けて医療的ケアが必要な

状況で在宅生活している場合も同様な問題があると言われています。 

重症心身障害の状態にある人等が、地域で生活するにあたってのニーズや実態に対応

するとともに、家族・介護者等のレスパイトなど、より身近な地域で必要な時に利用できるサ

ービスの提供体制整備が求められています。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

① 地域で生活する重症心身障害の状態にある人等が、専門性を備えた施設で短期入 

所等のサービスを利用できるようにすることは、家族等を支援するうえでも重要です。 

事業者によるこれらのサービスの提供を促進するため、福祉型短期入所事業所に対し 

て、国の制度にはない報酬加算を引き続き実施するなど、必要なときに十分に利用でき

るサービス提供体制の整備に努めるとともに、制度の拡充等を検討します。 

 

② 医療的ケアが必要な障害のある人の在宅での暮らしを支援するため、市町村の支援 

状況の実態把握に努めるとともに、医療分野等との連携を含めた支援体制の整備等を 

行えるよう市町村協議会への支援に取組みます。 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

６ 
医療的ケアが行える 

短期入所事業者数 

 

１２ 

 

１３ １４ １５ 

   

 

 

（２）通所サービスだけでは支援が困難な障害に対する 

支援の推進 
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【Ⅰ 現状・課題】 

 障害のある子どもやその家族が身近な地域で支援が受けられるよう、また、家族 

が問題を抱え込むことのないよう、居宅介護（ホームヘルプ）、訪問看護、短期入 

所、訪問相談、訪問療育支援、訪問診療相談を充実し、さらには、市町村や中核地

域生活支援センター、児童相談所との連携により家庭の多重困難の状況を把握して

社会福祉につなげたり、早期の虐待防止に努めるなど、在宅支援機能の強化が必要

です。 

 障害のある子どもができる限り自宅や住み慣れた地域で生活を続けるためには、 

緊急時や家族の病気などの際や、レスパイトのための短期入所事業所の更なる拡充 

が求められます。 

 医療技術の進捗等を背景としてＮＩＣＵ等に長期間入院した後、人工呼吸器等を

使用し、たんの吸引等の医療的ケアが必要な状態で、在宅で生活する障害のある子

どもが増加しており、より身近な地域で必要な支援が受けられるよう、訪問看護師

等のスキルアップが必要です。 

発達障害のある子どもを育てる保護者のストレスや悩みを軽減することが求め 

 られており、保育所、学校、相談支援事業所及び医療機関等と連携した家族支援 

 体制の整備や、発達障害に関する県民の理解を深める必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

 

① 障害のある子どもが、できる限り自宅や住み慣れた地域で生活し、また、家族 

 のレスパイトや緊急時に対応できるよう、短期入所事業所を拡充し、在宅支援の 

 環境整備に努めます。 

  また、強度行動障害のある子どもを受け入れる短期入所事業所の拡充が図れる

よう検討します。（再掲） 

 

② ホームヘルプ、訪問看護など、在宅生活を支える訪問系サービスの充実が図ら 

 れるように、また、比較的軽度な障害の子どもでもニーズに沿ったサービスが受 

 けられるよう、市町村に働きかけます。（再掲） 

 

③ 在宅医療機関等が、医療的ケアを必要とする子ども等にも対応できるよう、 

 医師、看護師等医療関係者の一層のスキルアップに取り組みます。（再掲） 

 

 

④ 発達障害のある子ども等が可能な限り身近な地域で必要な支援が受けられる 

よう、千葉県発達障害者支援センター（ＣＡＳ）を拠点として、市町村・事業所 

等のバックアップや専門性の高い人材の養成を目的とした研修等を行うととも 

 に、地域支援マネージャーの配置などを含めた地域支援機能の強化等について、 

（３）障害のある子どもと家族への在宅支援機能の強化 
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 発達障害者支援地域協議会において検討を行います。（再掲） 

 

⑤ 発達障害やその疑いのある子どもの保護者を対象とした子どもの接し方や育 

 て方についてのペアレントトレーニンングを実施する地域自立支援協議会や児 

 童発達支援センター等に対し、千葉県発達障害者支援センター（ＣＡＳ）が支 

 援することにより、親の療育技術の向上やストレスの軽減等を図ります。（再掲） 

 

⑥ 早期診断、適切な治療や訓練、相談支援を実施する障害児等療育支援事業 

 を推進し、障害のある子どもや家族の福祉の向上を図ります。（再掲） 

 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

７ 
主に重症心身障害児を支援

する児童発達支援事業所数 

（箇所）（再掲） 
２４ ― ― ３０ 

  

８ 
主に重症心身障害児を支援

する放課後等デイサービス 

事業所数（箇所）(再掲) 
２５ ― ― ３１ 

 

９ 

医療的ケア児支援のための

関係機関の協議の場の設置

数（箇所）（再掲） 
３ ３０ ３０ ３０ 

 

10 

障害児等療育支援事業

実施見込み箇所数 

（箇所）(再掲) 

     ５６     ５０     ５０     ５０ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

重度心身障害者（児）の健康・福祉の増進と医療費の負担の軽減を図るため、国民健康

保険法等に基づく保険による医療給付の自己負担額の助成を実施しています。 

平成２７年８月から現物給付化を実施し、医療機関の窓口で受給者証を提示すれば、通

院１回、入院１日につき、原則３００円の自己負担をいただくことで、その場で精算されること

になりました。なお、低所得者（市町村民税所得割非課税世帯）については、引き続き、ご負

担はありません。また、６５歳以上で新たに重度障害となった方については、制度の対象外

となります。 

助成対象の範囲など制度の在り方については、さまざまな要望・意見を踏まえ、引き続き 

検討をしていく必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

① 重度心身障害者（児）の医療費については、引き続き、市町村が実施する助成

制度に対して補助を行うとともに、精神障害者を含めた全国統一の公費負担医療制

度を創設するよう国に要望していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）重度・重複障害者等の負担軽減の推進 
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【Ⅰ 現状・課題】 

 障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えると 

ともに、障害者等の入所施設や病院からの地域移行を進めるため、重度障害にも対応する 

ことができる地域生活支援拠点等の整備を促進することが求められています。強度行動障

害のある人等をグループホームで支援するためには、構造の工夫や支援員の手厚いケアな

ど、その特性に適した生活環境の整備や、支援体制の充実が必要となります。あわせて、支

援員のスキルを向上させる取組が必要です。 

重症心身障害の状態にある人（子どもを含む）でも、自宅や住み慣れた地域での生活を

望む場合、できる限りそれを支援することが重要であり、日中に安心して通える活動の場の

確保が必要です。しかし、事業所の設備や従事者の体制等の問題もあり、高度な医療的ケ

アを必要とする人の利用は困難な状況です。新生児特定集中治療室（ＮＩＣＵ）から退院す

る場合、現状では、家族や関係者に十分な知識がなく、在宅生活への不安が増したり、退

院時に関わる専門職種と在宅での必要な支援とのマッチングが不十分という状況がみられ

ることから、在宅生活の円滑なスタートに向けた支援が求められています。また、医療的ケア

が必要な障害のある人や子どもが、在宅で訪問介護等を利用して家族と生活する場合に必

要となる、医療型短期入所事業所が不足していることや、福祉型短期入所事業所では、職

員の喀痰
かくたん

吸引技術の取得や看護師等の専門職員の配置の問題により、受入が進んでいな

いなどの意見もあり、レスパイトのための短期入所施設の整備や家族等への支援が必要で

す。 

児童福祉法の改正に伴う経過措置が平成３２年度末に終了する見込みであることから、 

１８歳以上の障害のある人が入所している福祉型障害児入所施設は、それまでに１８歳以上

の障害のある人の転所や地域移行等を進める必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

 

① 県内各地域での強度行動障害のある人への支援体制の構築に向け、「強度行動障

害のある方への支援体制構築事業」や「強度行動障害のある方の支援者に対する研修

事業」の成果や課題を踏まえ、支援のあり方等について、引き続き、検討を進めるととも

に、その成果、研修効果の県全域への普及を図ります。 

 

②市町村における地域生活支援拠点等の整備を促進するため、拠点等の整備、運営 
 

（５）重度・重複障害のある人等の地域生活移行の推進 
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に関する研修会等を開催し、管内市町村における好事例（優良事例）の紹介、ま

た、現状や課題等を把握し、共有するなど継続的な支援を行っていきます。 
拠点等の整備に当たって、新たに施設整備等を行う必要がある場合には、社会福祉施 

設等施設整備費補助金を活用します。 

 

③ 地域生活支援拠点の制度について周知するとともに、地域移行の可能な人への支

援のあり方などを検討し、相談支援事業や障害者グループホーム等支援ワーカー事

業を活用して、施設待機者等を踏まえ、これまで以上に地域に移行できるよう取り組み

ます。 

 

④ あわせて、「強度行動障害県単加算事業」を引き続き実施し、受入れを行う施設のケ

アの質の向上を図り症状の軽減を支援するとともに、既存のグループホームが強度行

動障害のある人を受け入れるための改修等の経費に対して、補助対象の拡大を検討し

ます。 

  

⑤ また、医療的ケアが必要な障害のある人や子どもが在宅で医療や福祉サービスを受

けられるよう、訪問看護師の育成研修やコーディネーターとしての相談支援専門員の

育成を図ります。 

なお、市町村の地域生活支援事業において、利用者の状況に応じた柔軟な形態に

よる事業ができるよう市町村に働きかけを行います。（再掲） 

 

⑥ 重症心身障害の状態にある人（子どもを含む）の支援の充実を図るため、在宅で生活

している重症心身障害の状態にある人を受入れることが可能な短期入所事業所をはじ

め、生活介護等の日中活動の場の整備を引き続き促進します。 

 

⑦ 重度・重複障害のある人の地域生活の継続を支援するため、「強度行動障害短期入

所特別支援事業」を引き続き実施し、家族等の負担の軽減に努めます。（再掲） 

 

③ 福祉型障害児入所施設に入所している 18 歳以上の障害のある人については、支援

主体となる市町村、障害児入所施設、児童相談所による地域移行等連絡調整会議を

早期に開催することにより、入所者の特性に応じてグループホーム、障害者支援施設

等への円滑な移行を図ります。なお、移行に伴うグループホームの整備については、関

係法人等への働きかけや対応について検討します。（再掲） 
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【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

1１ 

「強度行動障害のある方

の支援者に対する研修

事業」受講者数（累計） 

４８ ８０ ９６ １１２ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

ひきこもりとは、「様々な要因の結果として、社会的参加（義務教育を含む就学、非常勤

職を含む就労、家庭外での交遊など）を回避し、原則的には６カ月以上にわたって概ね

家庭にとどまり続けている状態」とされています。 

内閣府が平成２８年に実施した「若者の生活に関する調査（ひきこもりに関する実態調査、

１５～３９歳が対象）」によれば、普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事の時だけ外出

する人を含めて、全国で約５４万人がひきこもり状態にあると推計されています。４０歳以上も

含めると、もっと多くの人がひきこもり状態にあると考えられます。県の実態調査はありません

が、全国と本県の平成２８年４月１日現在の人口比を用いて推計すると、本県におけるひきこ

もり状態にある人は約２．７万人と想定されます。 

県では、「ひきこもり地域支援センター」を設置し、本人及び家族等からの電話相談に応じ

るとともに、希望者に対し、面接による相談やアウトリーチ（訪問支援）を実施しています。ひ

きこもりは、長期化するほど、社会復帰が難しいとされており、できるだけ早期に支援につな

げる必要があります。 

ひきこもり地域支援センターや地域における支援のスキルアップやアウトリーチ型の支援

ができる担い手の確保が課題となっています。   

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①  ひきこもり地域支援センターにおいて、相談対応とアウトリーチ型の支援を充

実するとともに、地域の支援者を対象とした研修の開催や同行訪問などにより市

町村等との連携強化を図ります。また、「千葉県子ども・若者育成支援協議会」

等を通じて、関係機関の連携体制の構築を図ります。 

   

② 「千葉県子ども・若者総合相談センター」（愛称：ライトハウスちば）において、ひきこもり

の若者やその保護者の相談（電話・面接）に対応します。 

 

 ③  今後、市町村の取組みの現状把握に努めるとともに、実態の把握方法についても 

検討していきます。 

 

 【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

1２ 
アウトリーチ型の訪問件

数 
１２ ２０ ３０ ３０ 

（６）ひきこもりに関する支援の推進 
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【Ⅰ 現状・課題】 

矯正施設（刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院）から出所する障害のある人の中には、

出所後、自立した生活を送ることができず、犯罪を繰り返してしまう例があり、これら再犯を防

止するため、出所後の受入先や住む場所の確保など、必要な福祉的支援に適切につなげ

ていくことが課題と指摘されています。 

このため、矯正施設から出所する障害のある人の円滑な社会復帰が促進されるよう、平成

２２年度に千葉県地域生活定着支援センターを開設し、これまで、１０９人に対して帰住先の 

確保等の支援を行ってきました。 

 また、医療観察法の対象者の社会復帰を促進するため、保護観察所等の関係機関と連携

を図ることが必要です。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

 

①  矯正施設から出所する障害のある人の円滑な社会復帰が今後も促進されるよう、保

護観察所等の関係機関と連携のもと、出所後に必要な福祉サービスを受けるための支

援を引き続き行います。 

   また、医療観察法の対象者に対する支援についても、保護観察所等の関係機関と

連携のもと、社会復帰できるよう支援を行います。 

（７）矯正施設からの出所者等に対する支援の推進 
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８ 様々な視点から取り組むべき事項 

（１）人材の確保・定着 

障害の特性及び障害のある人のニーズに応じたサービス提供体制を構築する

ため、ホームヘルパー等の福祉職の養成・確保と医学的リハビリテーションに従

事する医師の確保、理学療法士等のリハビリテーション専門職の充実や資質の向

上に努めます。 

（２）高齢期に向けた支援 

  高齢期に向けた支援については、国における地域の居住支援やサービス提供体

制のあり方の検討状況を注視しながら検討を進めます。 

（３）保健と医療に関する支援  

障害は、人の一生を通じて様々な時期に発生します。家族や本人が障害の状況

を正しく認識し、適切な医療サポートを受けることが重要となります。 

また、障害のある人が地域で安心して暮らしていける社会づくりを進めるため

には障害のある人に関する健康づくり・医療・福祉施策の総合的な連携体制の充

実に取り組んでいくことが重要です。 

また、身近な地域で必要なリハビリテーションを受けられるよう地域リハビリ

テーション体制等の充実を図ります。 

  定期的に歯科健診を受けること又は歯科医療を受けることが困難な障害のあ

る人に対して、巡回歯科診療車による定期的な歯科健診・歯科保健指導を実施し

ます。 

総合難病相談支援センターおよび県内８箇所に設置した地域難病相談支援セ

ンターを拠点として、相談支援の実施、患者家族の交流促進、難病への理解促進

等を図ります。 

（４）スポーツと文化活動に対する支援 

県障害者スポーツ大会の開催及び全国障害者スポーツ大会への選手派遣を通

じて、障害のある人のスポーツの普及に努めるとともに、障害のある人がスポー

ツを行うことができる環境づくりに取り組みます。東京2020パラリンピック競

技大会の開催に向けて、国のスポーツ行政の一元化も踏まえ、選手の育成強化に

努めます。また、様々な機会を通じて指導者の資質の向上に努めます。 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人が身近な地域で生活できるよう、障害の特性、障害の重度・重複化及び障

害のある人の生活実態等に対応できるきめ細かな支援が必要です。近年、障害福祉サービ

スの利用者も着実に増加しており、夜間の支援や同性介助などの多様なニーズに適切に対

応できる質の高い福祉・介護・保健・医療従事者等の養成と確保が課題となっております。

一方、介護職に従事していない介護福祉士等の有資格者が多いことが指摘されており、介

護職の人材確保に向けた環境整備が必要です。 

（１）人材の確保・定着 

 

  身近な地域での文化芸術活動に親しむために、参加・発表の機会の確保と参

加者の拡大に努めます。  

  障害のある人が、生涯にわたり教育や文化、スポーツなどの様々な機会に親

しむことができるよう、生涯学習を支援するための方策を講じていきます。 

（５）住まいとまちづくりに関する支援 

 障害のある人が、安心して快適に暮らすことができるまちづくりを推進しま

す。 

また、鉄道駅、道路や建築物などの公共施設については、バリアフリー化や  

ユニバーサルデザインの普及に努めます。 

（６）暮らしの安全・安心に関する支援 

  障害のある人が、地域社会の中で安全で安心して暮らせるよう、防犯・防災

対策の推進、悪質商法など消費者被害を防止するために、市町村、関係機関等

と連携して障害のある人を地域で守る仕組みづくりを推進します。 

（７）障害のある人に関するマーク・標識の周知 

行政・民間団体等により設けられている各種の障害のある人に関するマーク

は、バリアフリー等に対応したルールや障害のある人への支援の必要性を伝える

と同時に、障害のある人への理解を促す「心のバリアフリー」につながるもので

あり、これらのマークの県民への周知・普及と理解の促進を図ります。 

（８）東京２０２０オリンピック・パラリンピックを通じた共生社会の実現に寄

与する様々な取組み 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックは世界中から障害のある人もない

人も集まり、また障害のある人たちが繰り広げる熱い闘いを目にすることができ

るチャンスであり、心のバリアフリーを推進し、共生社会の実現の絶好の機会で

あることから、改めて、現在の取組内容をまとめました。 
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 県内の医師、看護師等の人材については、平成２８年末現在、本県の医師、看護職員数

は、実人数で、医師が１１，８４３人（全国第８位）、看護職員が５５，７５９人（全国第９位）です。

しかし、人口１０万人当たりでは、医師１８９．９人（全国第４５位、全国２３３．６)、看護職員  

８９４．２人（全国第４５位、全国１２２８．７）であり、全国平均を下回っています。 

 また、平成２５年度に実施した「千葉県医師・看護職員長期需要調査」の結果では、平成

３７年の医師の不足見込数は最大で１，１７０人、看護職員は最大で１５，１５０人であり、県内

での就業や定着に向けた支援が必要です。 

また、リハビリテーションに携わる医師の確保にあたっては、あわせて、理学療法士（ＰＴ）、

作業療法士（ＯＴ）、視能訓練士（ＯＲＴ）、言語聴覚士（ＳＴ）などのリハビリテーション専門職

の充実やリハビリテーション専門職をコーディネートする人材の育成が必要です。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

① 福祉・介護人材について、障害のある人のニーズ、障害特性に応じたサービスが提 

供できる体制を整えるため、社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー等の人材養成

に努め、必要となる人材の確保を図るとともに、資質向上に努めます。 

障害のある人に対するホームヘルパーの人材を育成するため、ホームヘルパーとし

て従事するために必要な介護職員初任者研修を行う事業所を指定するとともに、障害

特性に応じた介護者の養成研修及びスキルアップ研修を推進して、利用者のニーズに

応えられる人材の確保に努めます。また、社会福祉士及び介護福祉士について、社会

福祉法人千葉県社会福祉協議会では、養成施設に通う学生に対して修学資金の貸付

けや、平成２８年度から離職した介護人材の再就職準備金の貸付け制度を創設すると

ともに、福祉人材センターでは、福祉施設での就職を希望する人に無料で職業を紹介

する福祉人材バンク事業を引き続き実施し、人材確保に努めます。 

 

② 福祉の人材の定着・離職防止を図るため、福祉・介護人材確保定着事業（メンタルヘ

ルスサポート事業）で行う、介護職員等の抱える業務上の悩みなどに対するアドバイザ

ーによる相談窓口の紹介等について今後も当該事業の積極的な活用を図ります。 

 

③ 地域の実情に合った福祉・介護人材の確保・定着対策を効果的に実施するため、

引き続き、県・市町村をはじめ、社会福祉施設・事業所、教育機関等で構成する

「千葉県福祉人材確保・定着地域推進協議会」を設置するとともに、研修や合同

面接会の実施への助成を行います。 

 

④ 医師・看護職員の人材の確保について、養成力の強化、県内就業への誘導、離職防

止、再就業の促進を推進していきます。 
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また、リハビリテーションに携わる医師の確保とともに、あわせて必要となるリハビリテ

ーション専門職の就業実態などの把握に努めます。 

 

⑤ 地域リハビリテーションを推進するため、リハビリテーション専門職等を対象に、多様な 

 関係機関の調整ができる人材の育成を引き続き実施します。 

 

⑥ 福祉・介護人材の確保・定着のため、職員等の処遇改善について、事業所の運

営実態を踏まえた検証を行い、所要の措置を講ずるよう国へ要望していきます。  

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

１ 

重度訪問介護従事者の養

成（強度行動障害を除く） 
    

 養成人数（人） ８ ２０ ２０ ２０ 

研修回数（回） ６ ４ ４ ４ 

 

 

２ 

同行援護従事者の養成     

 
養成人数（人） ５５５ ５００ ５００ ５００ 

研修回数（回） ３０ ２５ ２５ ２５ 

 

３ 

強度行動障害支援者の

養成 
    

 
養成人数（人） １,４２２ ５００ ５００ ５００ 

研修回数（回） ６ ４ ４ ４ 

 

４ 

ガイドヘルパーの養成     

 
養成人数（人） １３１ ２００ ２００ ２００ 

研修回数（回） １１ １５ １５ １５ 
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５ 

サービス管理責任者の養成 

（児童発達支援管理責任者を含む） 
    

 
養成人数（人） ７２０ ７４０ ７５０ ７６０ 

研修回数（回） １ １ １ １ 

 

６ 

医師及び看護師の確保定着     

 
医師修学資金の貸付

を受けた医師数 
１６ ２５ ２５ ３５ 

  
養成所卒業生の県内 

就業率（％） 
６７．３ ―  ―  

増加を目

指します 

  
看護職員の離職率 

（％） 
１１．７ ―   ―  

低下を目

指します 

     

７ 
福祉・介護人材確保対策

事業の事業数 
１３２ １５０ １５０ １５０ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

平成２９年版「障害者白書」によると、在宅の身体障害者の年齢階層別の内訳をみると、 

１８歳未満１．９％、１８歳以上６５歳未満２８．８％、６５歳以上６８．７％であり、７０歳以上に限

っても５７．３％となっています。 

  在宅の知的障害者の年齢階層別の内訳をみると、１８歳未満２４．４％、１８歳以上６５歳 

未満６５．６％、６５歳以上９．３％となっています。 

  外来の精神障害者の年齢階層別の内訳をみると、２０歳未満７．４％、２０歳以上６５歳未

満５６％、６５歳以上３６．７％となっています。６５歳以上の割合の推移をみると、平成２０年

から平成２６年までの６年間で、６５歳以上の割合は３１．５％から３６．７％へと上昇していま

す。 

身体障害者、精神障害者ともに高齢期の障害者が多くなっている状況です。 

本県の障害のある人の手帳の所持状況では、身体障害者手帳所持者の推移を年齢階

層別に見ると、６５歳以上の人の割合が、平成２３年度末の６３．８％から平成２８年度末の  

６９.５％へと増加しています。療育手帳所持者の推移を年齢階層別に見ると、１８歳以上の

人の占める割合は、平成２３年度末の６９．０％から平成２８年度末の７０．７％へと増加して

います。 

県が平成２３年度に実施した４０歳以上の障害のある人を対象とした、「高齢期の障害の

ある人の実態調査」によると、在宅の障害のある４０歳以上の人のうちの約半数が６０歳以上

で、身体障害のある人に限ると約３分の２が６０歳以上です。 

在宅で主に介助又は援護する人としては、年代が進むにつれて、障害種別にかかわらず

「母親」や「父親」は大きく減少しますが、身体障害のある人では「配偶者」が、知的障害のあ

る人や精神障害のある人では「グループホーム等の世話人など」が大きく増加しています。 

施設又は病院に入所・入院している人については、家族等の介助者の高齢化への対応、

いわゆる「親亡き後」とあわせて、独り暮らしの障害のある人の自立した生活を維持していく

ための施策の充実が必要です。また、在宅の福祉サービス等を利用して一人暮らしをして

いる高齢の視覚障害などのある人には、将来の居住環境に対しての不安があると言われて

います。 

このような中、高齢期においても地域で安心して住み続けられる施策の推進が必要であり、

障害のある人が高齢期を迎えた時に、「どこで誰と住むか」などの権利が保障され、柔軟に

選べる支援、体制づくりが求められています。 

このような状況を踏まえ、平成３０年４月から、６５歳に至るまで相当の長期間にわたり障害

福祉サービスを利用していた一定の高齢期の障害のある人に対し、介護保険サービスの利

用者負担を軽減する仕組みが設けられました。 

また、介護保険と障害福祉制度に「共生型サービス」が創設され、介護保険又は障害福祉

（２）高齢期に向けた支援 
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のいずれかの指定を受けた事業所が、もう一方の制度の指定が受けやすくなります。今後

は、「共生型サービス」の円滑な利用を促進し、障害のある人のニーズ、地域の実情に応じ

た対応をすることが求められています。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

① 高齢期の障害のある人が、障害の特性に応じサービスを円滑に利用できるよう、共生

型サービス事業所の設置促進に努めます。 

 また、在宅診療を支えるかかりつけ医や、介護サービス計画を作成する介護支援専門

員と、障害福祉サービスの利用計画を作成する相談支援専門員との連携を強化するた

め、障害福祉と高齢者福祉の垣根を越えたトータルサポート体制づくりや適切な医療サ

ービスを提供できる体制づくりなどに取り組みます。 

 

② 国に対して、高齢期の障害のある人が住みやすい住宅等の研究を行うこと、居

宅のバリアフリー工事に対する補助制度の創設及び高齢期の障害特性に合わせ

た設備基準の設定など、各種の機会を通じて提案・要望活動を行います。 

 

③ 障害のある人が高齢期を迎えると、医療的ケアや日中活動のニーズも若年層と 

は大きく異なることから、グループホームの住まいとしての機能やサービス提供

のあり方について検討します。また、障害のある人が高齢期を迎えても、引き続

き同一の事業所でサービスを受けられるよう、共生型サービス事業所の増加に向

けた普及啓発に努めます。 

 

④ 医療機関との連携強化や入所施設のバックアップ機能の活用を図ります。その

他、高齢期を迎えた障害のある人の抱える、健康の維持や意欲の向上などの課題

について、県として対応すべきことを整理し、検討していきます。 

 

⑤ 重症心身障害者入所施設の整備について、地元市町村とともに実態調査をして

支援を検討します。 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害は、人の一生を通じて様々な時期に発生します。家族や本人が障害の状況を正しく 

認識し、適切な医療サポートを受けることが重要となります。 

障害のある人やその生活を視点の中心に置いた、健康づくり・医療・福祉施策の総合的

な連携体制の充実に取り組んでいく必要があります。 

障害のある人に対する医療の提供に関しては、障害に対する理解や知識が不十分であ

るために配慮が欠けたり、時として障害のある人の不利益が生じることがあります。このため、

障害のある人が円滑に受診できるよう、障害への十分な理解や診察の際の留意点等につい

て医療関係者に周知を図ることが重要です。 

難病患者等については、総合支援法により障害福祉サービスの対象となり、平成２９年４

月１日現在で３５８疾病が対象となっています。そのサービスについては、難病等の特性、病

状の変化や進行、福祉ニーズ等に配慮した円滑な事務が実施されるよう、市町村、社会福

祉関係者、医療関係者の理解と協力の促進を図る必要があります。また、その難病患者等

の障害福祉サービス等の利用実態等を把握する必要があります。 

障害児・者や高齢者を含め地域に暮らすすべての県民が、いつまでもいきいきとし

た生活を送ることが出来る社会を目指し、リハビリテーションの視点から保健・医

療・福祉等の関係機関をつなぎ、適切な支援が切れ目なく提供されるように関係機関

等の支援体制の整備を図る「地域リハビリテーション」の取組が重要です。 

精神疾患やこころの健康については、症状が多様であるとともに自覚しにくいとい

う特徴があるため、症状が重くなって初めて相談や受診に至るという場合が多く見受

けられます。重症化してからでは、回復に時間を要すため、早期に相談や受診ができ

るような支援体制づくりが必要です。 

精神医療については、身近な地域で良質かつ適切な医療を受けることができるよう

にすることと、入院の長期化を防ぐことが必要です。 

長期入院患者の退院支援については、相談事業所などの機関や行政が連携して、一人

ひとりの患者のニーズに合わせた地域生活を継続していくための支援を行い、精神障

害者の社会参加及び自立を促進しています。 

  歯・口腔の健康を維持することは、むし歯や歯周病を予防するだけでなく、摂食嚥下
え ん げ

機

能を維持し、誤嚥や窒息などを防いで全身の健康を守るとともに、食事や会話を楽しむなど、

生活の質を確保するためにも重要です。 

障害によっては、摂食嚥下機能の問題を抱えていることや、口腔内の状態が把握しづらく、

口腔ケアが不十分になりやすいため、歯科疾患が重症化しやすくなります。また、医療機関

等への受診が難しく、専門の医療機関の受診が必要になるなどの理由から、定期的な歯科

（３）保健と医療に関する支援 
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健診の受診といった、むし歯・歯周病の予防の取り組みがより重要となります。 

 このため、障害のある人がかかりつけ歯科医を持ち、地域で歯科健診や歯科治療、歯科

保健指導などを受けることができる環境づくりが求められています。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

  ① 発達障害の診断や治療ができる専門病院や専門医師の確保に努めます。 

 

② 地域の訪問看護事業所と居宅介護（ホームヘルプ）事業所、医療機関、福祉施設・事 

業所等及び県・市町村等の相談窓口との連携を図り、医療的ケアが必要な障害児（者） 

が安心して在宅で暮らしていくことができるよう支援の方策を検討します。 

 

③ 医療法人の空きベットを活用したショートステイ事業の推進について、市町村や医師

会等の関係機関を通じて制度の周知を図るとともに、事業実施を働きかけ、地域の医

療機関でのショートステイ事業を推進します。また、国所管の医療法人が、運営する医

療機関における同様の取り組みについても、国に働きかけます。 

 

  ④ 医療費負担の軽減として、身体障害のある人に対する更生医療費の給付、精神障

害のある人に対する通院医療費の給付、身体障害のある子どもに対する育成医療費

の給付を引き続き行います。また、「重度心身障害者（児）医療給付改善事業」につい

ては、平成 27 年 8 月から現物給付化を実施しており、引き続き制度の円滑な運用に努

めます。 

 

⑤ 障害のある人と医療関係者が円滑にコミュニケーションをとり、障害のある人が適切な 

 医療を受けられるようにサポートするため、既往症、投薬、コミュニケーションのとり方等 

 を記載した「受診サポート手帳」の普及を図るとともに、医療機関と障害のある人の団体 

 との連携体制づくりをサポートします。 
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⑥ 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、各市町村、社会 

福祉関係者において、病状の変化や進行、福祉ニーズ等に配慮して実施されるよう

理解と協力の促進を図ります。市町村と連携し、難病患者等のニーズを踏まえた障害

福祉サービスの利用促進を図るとともに、国の難病患者等に対する制度改革を踏ま

えた相談支援機能の充実・強化を図ります。 

難病患者等の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、様々

なニーズに対応した相談や支援ができるよう、引き続き地域難病相談支援センターや

難病診療連携拠点病院・協力病院等との連携を推進し、地域で生活する難病患者

等の日常生活における相談・支援や患者・家族間の交流の促進、難病への理解促進

等に取組みます。また、保健所において、保健師による訪問相談、医師、看護師、理

学療法士等による医療相談や訪問指導等を引き続き、実施します。 

 

⑦ 難病患者に対し、総合的な支援や地域における受入病院の確保を図るとともに、 

  在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者及

びその家族の生活の質の向上を図ります。 

 

⑧ 難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、難病患者の医療費の負担軽減を 

  図るため、医療費助成を行います。 

 

⑨ 長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危機が及ぶ恐れがある疾病であっ

て、療養のために多額の費用を要するものに対し、健全育成の観点から、その疾病

にかかっている患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、小児慢性特定疾病医療

費の助成を行います。 

 

⑩ 幼少期から慢性疾病に罹患しているため、長期にわたり療養が必要なことから、社

会との接点が希薄になり、社会生活を行う上での自立が阻害されている児童等に対

して、地域の実情に応じた相談支援等の充実により社会生活への自立促進を図る取

組を行います。 

 

⑪ NICU を含む高度な周産期医療に対する周産期母子医療センターへの支援、 

  周産期医療従事者の確保、育成に係る事業を行います。 

   また、小児救急医療に係る知識の普及啓発、小児救急電話相談の実施、小児 

  救急医療体制の整備に係る支援を行います。 
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⑫ 障害のある人や障害のある子どもを受け入れる通所・入所施設の有する機能を  

  活用し、在宅の障害のある子どもや障害の可能性のある子どもを支援するとともに、 

  保育所、幼稚園等の職員に対し、療育に関する技術指導を行うため、障害児等  

療育支援事業を推進します。 

 

⑬ 予防的リハビリテーション、急性期・回復期リハビリテーション、地域生活期リハビリ

テーションを患者の症状に応じて適切な時期に行っていくためには、地域の医療機

関、介護保険施設、市町村等の連携を強化・推進していくことが重要であることから、

連携・支援の中核となる地域リハビリテーション広域支援センターを二次保健医療圏 

ごとに概ね１箇所指定するとともに、広域支援センターの支援機能を補完する役割を

担う「ちば地域リハ・パートナー」などとの協力を進め、保健・医療・福祉等の関係機関

をつなぐ、有機的な連携体制の整備・推進を図ります。 

   

  ⑭  県民への精神疾患及び心の健康に関する正しい知識の普及に取り組むため、精 

  神保健福祉センター、健康福祉センター（保健所）、市町村、教育機関、精神医療保 

健福祉関係団体が相互に連携してこころの健康の保持・増進について継続して普及 

啓発を行うとともに、相談窓口の一層の周知を図ります。また、市町村における相談支

援機能の充実を図るために、相談支援に携わる専門職員に対する研修の拡充を図る

とともに、市町村職員とともに相談やアウトリーチを行い、技術指導・支援を推進しま

す。 

 

⑮  発症からできるだけ早期に精神科に受診できるよう、保健サービスや一般の医療

機関に対し、精神疾患に関する研修を開催するなど、人材育成を図ります。また、精

神科医療機関との連携体制を整備します。 

 精神障害者が身近な地域で心身の状態に応じた良質かつ適切な医療を受けるこ

とができるよう、統合失調症、気分（感情）障害、依存症などの多様な精神疾患等ごと

に対応できる医療機関を明確にしたうえで、精神医療圏（二次医療圏）及び県全体

での協議の場を通じて、多様な精神疾患に対応できる医療連携体制の構築を図りま

す。 

 

⑯ 精神科医療機関及び関係機関の協力の下に、入院中心の医療から、地域での

生活を支える医療体制・機能の充実に向けて取り組みます。 

 

 

    ⑰  施設や在宅の障害のある人や子どもに対し、巡回歯科診療車（ビーバー号） 
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  により定期的な歯科健診や歯科保健指導を実施する心身障害児者歯科保健巡

回指導事業（ビーバー号事業）を、一般社団法人千葉県歯科医師会に委託して、

引き続き、実施します。 

障害を持つ人への口腔ケアや摂食嚥下指導の重要性について周知するとともに、

施設職員や関係者に対して研修を行うなど、資質向上に取り組みます。また、「かかり

つけ歯科医」の普及を図り、障害のある人や子どもが地域で安心して歯科健診や歯

科治療、歯科保健指導を受けることができる環境づくりを推進します。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

８ 
障害者支援施設及び障害児

入所施設の歯科健診実施

率（％） 

９８ ９８ ９９ １００ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人の社会参加には、日々の生活の支援だけではなく、スポーツや文化活動を

充実し、障害のある人一人ひとりが輝ける場が必要です。このような場は、活躍する障害の

ある人を県民が知ることができることから、障害の理解を図るためにも重要です。 

 東京２０２０パラリンピック競技大会（以下「東京パラリンピック」という。）では、本県でも４競

技が開催されることが決定され、障害者スポーツに対する社会の関心が高まっており、本

県選手の活躍も期待されます。 

本県では、障害のある人のスポーツ・レクリエーションについては、拠点施設である千葉県

障害者スポーツ･レクリエーションセンターの広報活動の強化や指導者の育成を図ってきま

した。また、平成１２年度から、全国障害者スポーツ大会の開催に先駆け、従来の知的障害、

身体障害に分かれたスポーツ大会を統一し、陸上、水泳、団体競技を含めた総合的な大会

として｢千葉県障害者スポーツ大会｣を開催してきました。さらに、全国障害者スポーツ大会

への障害のある人の参加も支援しており、平成２９年度においては７競技に７０人の選手を

派遣し、５８個の金メダルを獲得しました。これは、東京都に次ぎ全国第２位の成績です。 

障害者スポーツの課題は、競技人口が少ないこと、競技組織が脆弱であること、また、身 

近な地域に利用できる施設と障害のある人のニーズに対応できるスポーツ指導者の養成が

必要であることです。さらに、登録している指導者から気軽に指導を受けられる体制づくりが

必要です。 

東京パラリンピックに向けては、本県選手を１人でも多く輩出するために、障害者競技組

織の体制整備や、有望選手の掘り起こし、また、障害者アスリートを強化する取組への助成

を行っています。 

障害のある人が作成する芸術・文化作品や芸能を発表する場については、県としては、

障害のある人の団体が主催する発表会を共催するほか、文化・芸術関連行事を後援し、発

表機会の確保と充実に努めてきました。また、障害のある人の催しでなくても、積極的に障

害のある人の芸術・文化作品等の発表の場の確保に努めることも必要です。さらに、２０２０

年に向けた「東京２０２０参画プログラム」や２０２０年以降を見据えた「beyond2020プログラム」

を活用するなどして障害者芸術の更なる振興に努めることも必要です。 

スポーツや文化・芸術活動だけではなく、障害のある人が地域の暮らしに積極的に参加

できるよう、障害の有無を越えて多くの人と交流する機会も必要です。 

気軽に利用できる余暇の場の拡大を図るため、県として、公共施設、民間施設等に障害

のある人たちへの利用促進に向けた広報活動を強く働きかけるとともに、その協力を確保す

ることにより、経済的に負担も少なく身近で利用できる余暇の場の拡大を図っていくことが必

要と考えられます。 

（４）スポーツと文化活動に対する支援 
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これまで、県では、障害のある幼児・児童・生徒に対する学習の支援等を行ってきた他、

学校を卒業した障害のある青年を対象に、さわやかちば県民プラザにおいて、スポーツやレ

クリエーション、調理、地域との交流等の活動を行う「さわやか青年教室」を開催するなどして、

学びの機会と場を提供してきました。 

また、各市町村においては、特別支援学校の卒業生の保護者会が支援する障害者サー

クル活動、ＮＰＯによる障害者スポーツ活動など、障害のある人の生きがいづくりや社会参

加に向けた活動などが行われており、県ではこれらの活動が県全体に普及するよう会議や

研修の場などで、働きかけを行っているところです。 

こうした中、障害者差別解消法の施行も受け、これからは、障害の有無に関わらず、生涯

にわたり、教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しめるよう、より一層、教育施策とス

ポーツ施策、福祉施策等と連動させながら支援していくことが必要です。 

 そこで、県では、障害のある人の生涯学習支援の推進に取り組んでいくこととしました。

今後は、県内市町村の体制整備や取組の促進を図っていく必要があります。 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   東京パラリンピックに向けて、本県選手を一人でも多く輩出するために、障 

害者スポーツの競技団体の整備や、有望選手の掘り起こし、また、障害者アス

リートを強化するための取組への助成等を行います。 

 

②   障害のある人のスポーツ・レクリエーションの拠点施設である千葉県障害者スポー

ツ・レクリエーションセンターの利用を促進するため、引き続き、利用者のニーズに対

応できる設備の充実等を図るほか、各種情報媒体を活用した広報活動を推進します。

あわせて、周辺施設との連携等によりスポーツ・レクリエーションセンターの拠点として

の機能充実を図るとともに、地域のスポーツ施設を利用しやすい環境整備に努めて 

まいります。 

  県立学校体育施設開放について、各開放校の課題・問題・要望等を把握し、「開

放校が開放しやすく」「利用者相互が利用しやすい」環境を整備することにより開放を

促進し、地域スポーツの推進に努めます。 

 また、県内の公共社会体育施設の整備状況や障害のある人の利用の可否等につい

て、隔年で調査し、情報提供を行います。 

 

③  （一社）千葉県障がい者スポーツ協会、障害当事者団体など関係団体との連携、障

害者スポーツ指導者の養成、千葉県障害者スポーツ大会の競技種目の拡大・充実、

選手への支援強化に取り組み、全国障害者スポーツ大会における本県選手団のさら

なる躍進を目指します。また、千葉県障害者スポーツ大会等の障害者スポーツイベン

トを開催するとともに、障害のある人が幅広く参加できるよう、その内容の充実を図りま

す。 
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④  障害のある人が、気軽にスポーツ指導を受けることができるよう、幅広い種目の指導

者の養成を図るとともに、登録している指導者から気軽に指導を受けられ、スポーツを

楽しめるような仕組みづくりを検討します。 

 

⑤  パラリンピック競技大会・デフリンピック競技大会・スぺシャルオリンピックス世界大会

等の世界的規模の障害者スポーツ大会について、表彰制度を活用すること等により、

大会の周知・啓発に努め、県民の理解促進を図ります。 

県立特別支援学校が実施している障害者スポーツを通した交流活動の実践研究に

より、障害者スポーツの普及と心のバリアフリーの推進を図ります。 

 

⑥  特別支援学校を積極的に活用して、障害者スポーツの進展、推進に取り組 

  みます。障害のある人が生涯にわたってスポーツ活動を楽しむための普及・啓 

発を進めるとともに、障害者スポーツを通した地域との交流を推進し、地域への障害者 

スポーツの振興を図ります。 

 

⑦  公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本障がい者スポーツ協 

会、公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター、大学等と連携して、子ど 

もたちがオリンピアン・パラリンピアンからオリンピック・パラリンピックの意義について学 

び、競技を体験する教室を実施するなど、オリンピック・パラリンピック教育を推進しま 

す。 

 

⑧ 障害のある人とない人の障害者スポーツ交流試合を実施し、障害者スポーツを広く 

 周知します。また、市町村へコーディネーターを派遣し、スポーツ体験会や教室等を開 

催するとともに、貸出用競技用具の充実を図るなど、障害のある人が、地域でスポーツ 

に親しめる環境を整備します。 

 

 ⑨  障害のある人が制作する芸術・文化作品や芸能を発表する場を提供するほか、障

害のある人の団体が主催する発表会を共催、文化・芸術関連行事を後援し、発表機

会の確保と充実に努めます。また、東京2020応援プログラムやbeyond2020プログラム

の活用を促進するとともに、障害のある人が参加しやすい行事が増えるよう、広報・啓

発活動に努め、障害者芸術の振興を図ります。 

 

 ⑩ 県内の特別支援学校において、児童・生徒等の情操の涵養と芸術活動への参加の 

機運の醸成のため、プロのオーケストラを各校に派遣し、巡回公演を開催します。 
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 ⑪ 県立美術館・博物館について、「文化にふれ親しむ環境づくり」の取組としてどなたも

使用しやすいトイレの洋式化を進めます。また、観覧支援は、人によるガイダンスや展

示物に触れる体験等を通じて芸術文化へ触れる機会を提供します。 

 なお、今後、映像番組を作成する場合は、字幕を入れるなど聴覚障害のある人への 

支援を検討します。 

 

 ⑫ 障害の有無に関わらず、県民が生涯にわたり教育やスポーツ、文化などの様々な 

   機会に親しむことができるよう、国の動き等を見ながら生涯学習を支援するための方 

   策を講じていきます。 

   

⑬障 害 のある人 の切 れ目 のない学 習 支 援 のため、特 別 支 援 学 校 と市 町 村 と 

   の連携を促進し、地域における障害のある人の生涯学習の場を提供する体制（公民

館における障害者青年学級等）を県内に広めていきます。 

 

 ⑭ 県立図書館において、障害のある人の読書活動・生涯学習活動の支援を推進する

ため、文字の大きな活字本や拡大読書器の設置、音声録音図書や活字デジタル図書

の整備など読書環境の充実を図ります。 

 

 ⑮ 障害のある人が社会の一員として地域で役割をもって生活していくために、市町村 

の協力を得て、地域の清掃や自治会活動などさまざまなボランティア活動に関する情

報の提供に取り組みます。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

９ 
障害者スポーツ指導員の

養成者数 
３５ ８０ ８０ ８０ 

10 
障害者スポーツの指導 

者数 
６２８ 

増加を目指

します。 

増加を目指

します。 
増加を目指 

します。 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人の自己決定には自ら選択した場所に居住し、障害のある人がない人と同じ

ように自立した日常生活及び社会生活を営むことが含まれています。そうした生活ができる

よう、県としては、障害者条例により、障害のある人への合理的な配慮と理解の促進に基づ

く調整、快適で暮らしやすい生活環境の整備に努めています。 

障害のある人や高齢者の外出時の不安を解消し、活動の幅を広げることを目的とした「ち

ばバリアフリーマップ」を県ホームページに掲載し、公共施設など多くの人が利用する施設

のバリアフリー情報を提供しています。 

障害のある人の視点に立ったバリアフリー化の推進のほか、安心して利用できる移動手

段の確保、公共交通機関等における減免・割引制度の充実、身体障害者補助犬制度の普

及や障害のある人や高齢者等が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるためのユニバ

ーサルデザインの理念に基づいた建築物等の整備について、引き続き、普及啓発が必要

です。 

○公共施設等のバリアフリー化 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）や「千葉県

福祉のまちづくり条例」（まちづくり条例）では、施設の整備について必要な事項を定め、障

害のある人や高齢者等が安全かつ快適に利用できる施設の整備を促進しバリアフリー化を

進めています。 

バリアフリー法に基づき、都市公園の出入口、園路、休憩所、トイレ及び駐車場、商業施

設及びその駐車場並びに特定路外駐車場のバリアフリー化を促進しています。また、公共

交通機関のバリアフリー整備として、鉄道駅の改札口やプラットホームの改修、段差の解消、

身体障害のある人のためのトイレ設置など旅客施設のバリアフリー化を今後とも進めて行く

必要があります。あわせて、バリアフリー化への努力義務がある既存の商業施設や特定路

外駐車場の管理者に対する制度の理解促進や早期の整備についての働きかけが必要で

す。 

公共交通機関のバリアフリー整備については、鉄道駅のエレベーターやホームドアの整

備、ノンステップバスや福祉タクシー車両の導入などがありますが、事業者の負担や設置ス

ペースなどが課題です。 

バリアフリー化が図られている県庁舎等の公共施設について、利用する人の視点に立ち、

確認を行うなど機能が維持されるよう、管理していく必要があります。また、バリアフリー化が

図られていない施設についてバリアフリ－化に向けた検討を行う必要があります。 

視覚障害のある人などの移動支援のため、音響信号機等などの設置が必要です。 

 

（５）住まいとまちづくりに関する支援 
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また、バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の特定道路におけるバリ

アフリー化、障害のある人が安全に安心して自動車を運転できるよう、信号灯器の LED 化、 

道路標識の高輝度化等を推進していく必要があります。 

 

障害のある生徒等も安心して学校生活を送ることができる環境づくりを推進するため、車

椅子利用等、移動に支障がある生徒等が在籍する学校のエレベーター整備を進めていま

す。また、これまで県立高等学校における多機能型トイレは、校舎の大規模改修や車椅子

を利用する生徒等の入学等と併せて整備しています。 

 

○住まいのバリアフリー化 

公営住宅については、バリアフリー化改修が未実施の公営住宅があり、障害のある人を

含め、高齢化と相まって身体機能の低下に伴い居住継続が困難となる世帯が増加すること

が予想されます。そのため、公営住宅の整備にあたっては、新築・建替え・修繕・改善に合

わせてバリアフリー化を実施しており、主に室内の段差解消、手すりの設置などの整備を行

っています。 

民間住宅のバリアフリー化については、「ちば安心住宅リフォーム推進協議会」と連携し、

住宅リフォームに関する講習会や相談会を実施しています。また、県ホームページや市町

村窓口等を通じ、住宅リフォーム助成等に関する情報を提供しています。 

 

○こころのバリアフリー 

まちづくりでのハード面の整備だけでなく、外出先や交通機関等での「周囲のちょっとした

フォロー」や障害の特性に対する周囲の人たちの理解・配慮が重要です。 

このため、参加者が高齢者や障害のある人等の疑似体験や、介助体験、バリアフリ

ー化された施設の体験等をしてもらうことで、高齢者、障害者等の困難を自らの問題

として認識する機会とする、バリアフリー教室を開催しています。 

また、公共機関職員等のための実際的な支援方法として、主に視覚及び聴覚に障害の

ある人に対して行政サービスに支障が生じないよう、「心のバリアフリー」の研修を実施して

います。 

 

○公営住宅の供給と民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進 

障害のある人が、身近な地域で自立した生活を営めるようにするためには、グループホー

ムのほか、一人暮らしを望んでいる障害のある人など、それぞれのニーズに応じた住まいの

場が必要です。 

公営住宅においては、障害のある人の利用促進に向けて、障害のある人の世帯に対し、

一般世帯より当選確率が高くなるよう優遇措置を講じています。また、障害のある人の世帯

が申込みできる戸数枠を設ける措置を講じています。 
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障害のある人が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう、住まい探しの相談に応じる不動

産仲介業者や、入居を拒まない住宅を登録し、県ホームページ等で情報提供しています。

また、千葉県すまいづくり協議会居住支援部会では、障害のある人など住宅の確保に特に

配慮を要する人の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する協議などを行っていま

す。 

 

○公共交通機関等の利用の促進 

民間事業者の自主的な取組みとして実施されている障害のある人及び介助者に対する

鉄道運賃、有料道路通行料等の割引・減免制度については、距離制限、車両制限、また、

精神障害を対象としていないものもあり、制度の拡充について関係機関への働きかけが求

められています。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

○公共施設等のバリアフリー化 

① 障害のある人や高齢者が、安心して快適に暮らすことができるよう、病院、公共施設 

等の建築物のバリアフリー化の一層の推進に向け、バリアフリー法に基づく適合審査及

び認定をするとともに、支援制度の活用や建築物のバリアフリー化の普及啓発を行いま

す。また、県庁舎等の公共施設の整備に当たっては、今後もバリアフリー法や条例に基

づく施設整備に努めます。 

県立高等学校のバリアフリー化を推進するためエレベーター、多機能型トイレの整備 

   を進めます。また、疾病や障害等により体温調整が困難な児童生徒のために、特別支 

援学校の工芸室などの作業実習室に空調設備を整備します。 

 また、総合スポーツセンター野球場耐震・大規模改修事業において、バリアフリー化 
  を推進するため、障害者用観覧席・エレベーター及び多機能トイレの設置を行い 

  ます。  

  

② バリアフリー法やまちづくり条例に基づいて、障害のある人や高齢者等が安 

全かつ快適に利用できる施設の整備を促進するために、建築主等に対する指導 

や助言を行います。 

  商業施設や特定路外駐車場のバリアフリー化を促進するため、引き続き制度 

の周知・指導を行うとともに、バリアフリー基準の審査に係る情報提供や相談 

等に適切に対応します。 

 
③ 鉄道駅のエレベーターやホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備及びバ

ス事業者におけるノンステップバスやタクシー事業者における福祉タクシー車

両の導入を促進するため、引き続き支援を行います。 
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④ バリアフリー法に基づく重点整備地区内の主な生活関連経路を構成する道路を 

重点に、バリアフリー対応型信号機や視認性に優れた道路標識・標示等の整備を 
推進します。また、歩行者等の通行の安全を確保するため、歩車分離式信号機、

信号灯器の LED 化等の設置を推進します。 

 

⑤ バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の旅客施設周辺等の主

要な生活関連経路（駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路）のうち、国

から特定道路として指定された県管理道路の区間において、引き続きバリアフリ

ー化を推進していきます。 

    また、視認性に優れた、道路標識の高輝度化を推進していきます。 

 

 ⑥ 市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、区域（ゾーン） 

を設定して、最高速度３０ｋｍ/ｈの区域規制等の対策を効果的に組み合わせ、速度抑 

制や通過交通の抑制を図ります。 

 

⑦ 河川施設のバリアフリー化については、地域の実情等を踏まえ地域ごとに検討しま 

す。 

 

 ○住まいのバリアフリー化 

①  公営住宅のバリアフリー化を引き続き実施していくほか、更なる高齢社会に向けた

公営住宅の整備・管理のあり方について検討を深めます。 

 

②  民間住宅のバリアフリーについては、住宅リフォームに関する講習会や相談会の

実施、県ホームページや市町村窓口等を通じた情報提供を行います。 

 

○こころのバリアフリー 

①  「障害者条例」に基づく活動、障害当事者をはじめとする県民が主体となった取組

を進めることにより、「心のバリアフリー」を一層浸透させていきます。また県民の日等を

通じた啓発・広報活動の充実や、「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライ

ン」の周知に努めます。また、障害者団体等が行う全県規模の大会やイベント、地域単

位での行事等の開催に対して支援や助言を行います。 

 

②  公共機関職員等に対する障害特性の理解促進を図るため、「心のバリアフリー」

研修について、研修内容を検討し実施していきます。 また、バリアフリー法の趣旨

を理解するとともに、各自治体等のバリアフリー事業の一助とするため、市町村職員
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や県職員等を対象に、バリアフリー教室を実施していきます。  

 

    ③ 車椅子を使用している人をはじめ、障害のある人などで歩行が困難な人のために

設けられている「障害者等用駐車区画」について、障害のある人もない人も、誰もが円

滑に駐車場を利用できるよう、一般の駐車区画で車への乗り降りが可能な人は障害

者等用駐車区画への駐車を控えるなど、利用マナーの向上に向けた啓発に努めま

す。 

 

○公営住宅の供給と民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進 

①  公営住宅において障害のある人の利用促進に向けた、優先入居制度を継続して

いきます。 

 

②  民間賃貸住宅への円滑な入居については、障害者等の住まい探しの相談に応じ

る不動産仲介業者や、障害者等の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、県ホームペ

ージ等で情報提供を行います。 

また、引き続き、関係機関等と連携を図りながら、障害のある人の民間賃貸住宅へ

の円滑な入居の促進に関する協議等を行います。 

 

○公共交通機関等の利用の促進 

①  障害のある人の快適で暮らしやすい生活環境づくりを支援するために、障害のあ

る人に対するＪＲ等鉄道会社の旅客運賃割引については、距離制限を撤廃し、有料道

路通行料金の割引については、車両制限を撤廃するよう関係機関に求めていきます。

また、精神保健福祉手帳に写真が貼付されることとなったことを踏まえ、ＪＲ等旅客運賃、

航空旅客運賃、有料道路通行料金等の割引を広く障害者に適用するよう、各種の機

会を通じて国など関係機関に働きかけていきます。 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

11 

障害者駐車場が整備され

ている県立公園 
    

 公園数 １３ １３ １３ １３ 

整備率（％） ９３ ９３ ９３ ９３ 

  ※整備対象公園数１４、残り１公園の整備について計画期間中は工事継続中となる。 
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12 

多機能トイレが整備され

ている県立公園 
    

 
公園数 １２ １２ １２ １３ 

整備率（％） ８０ ８０ ８０ ８７ 

  ※整備対象公園数１５、計画期間中は１公園について整備予定。 

 

13 
主要駅エレベーター・エス

カレーターの整備率（％） 
９４．９ ９６．０ ９８ １００ 

 

14 
乗合バス車両のノンステ

ップバスの導入率（％） 
５４．７ ６２．４ ６６．２ ７０．０ 

 

15 
県営住宅のうちバリアフ

リー化された住宅数 
４,５０８ ４,５９８ ４,７０６ ４,７９６ 

 

16 

障害者等の住宅確保要

配慮者向け住宅登録戸

数 

― 
増加を目

指します 

増加を目

指します 

増加を目

指します 

 

17 
タクシー車両のうち、福

祉タクシーの導入台数 
― ２２０ ３３０ ４４０ 

 

18 

居住支援協議会を自ら

設立し、又はこれに参画

する市町村の割合（％） 

３７．０ 
増加を目

指します 

増加を目

指します 

増加を目

指します 

 

19 

一定の旅客施設のバリ

ア フ リ ー 化 段 差 解 消

（％） 

９４．９ ９６．０ ９８．０ １００．０ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、福祉、教育、まちづく

りなどの分野に加え、防災、防犯など幅広い分野での支援が必要です。 

 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、本県においても、地震に伴う津波や液

状化現象の発生もあり、死者や行方不明者などの人的被害のほか、多数の建物被害、道路、

交通機関への影響やライフラインの寸断など深刻な被害を受けました。 

 これまでに経験したことのない今回の地震を通じて、情報伝達、避難誘導、避難所等の災

害対応における各場面での障害のある人への支援に関し、様々な課題が明らかになりまし

た。 

 千葉県自立支援協議会（現・総合支援協議会）では、平成２４年度に災害時における障害

のある人への支援体制に関するワーキングチームを設置し、東日本大震災における関係団

体への調査等から見えてきた以下課題について、第四次計画に基づき、県として取り組む

べき課題の整理と具体的な施策について検討したところです。 

  ① 災害時の課題の広報・啓発 

  ② 災害時要援護者(現・避難行動要支援者)の把握と連携協力体制づくりの支援 

  ③ 災害時の情報伝達のための人材確保 

  ④ テレビ放送における災害時等の情報伝達の確保 

  ⑤ 避難誘導・安否確認体制の整備の支援等 

  ⑥ 避難所等の支援対策 

  ⑦ 在宅生活等をしている人の支援体制 

 

東日本大震災の教訓を踏まえ、災害発生時の被害を最小限にとどめるよう、自助・共助の

取組を一層推進するため、県民、事業者、自主防災組織等、市町村、県の役割や取組事項

を定めた千葉県防災基本条例を平成２６年４月に施行し、条例に基づき自助・共助の取組

について普及・啓発を実施しています。 

  また、災害対策基本法の一部改正により、災害発生時に自ら避難することが困難な障害

のある人等が迅速に避難できるよう、市町村には避難行動要支援者名簿の作成が義務付

けられ、名簿情報を避難支援関係者等へ提供することとされました。あわせて、国の「避難

行動要支援者の避難行動支援に関する取組み指針」では、市町村が取り組むべき事項とし

て、災害時等における避難行動要支援者名簿の活用や個別計画の策定などが示され、そ

れを基に「災害時要援護者避難支援の手引き」（平成２１年１０月策定）を、平成２８年３月に 

「災害時における要配慮者及び避難行動要支援者の避難支援の手引き」に改訂しました。 

  また、平成２８年熊本地震でも課題となった避難所のバリアフリー化や避難所において障

（６）暮らしの安全・安心に関する支援 
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害のある人が必要な物資の入手、障害特性に応じた支援を得ることができる体制の整備が

必要です。 

  そのため、これらの課題や、国の「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組 

指針（平成２８年４月改訂）等を基に、「「災害時における避難所運営の手引き（平成２１年１０

月策定）を平成２９年７月に改訂しました。 

  県では、障害のある人の災害時の避難場所として、災害時における障害のある人の防災

拠点の整備を促進し、県内に１０障害福祉圏域で１５箇所整備しています。 

 また、特別支援学校では、「学校における地震防災マニュアル」や「防災セルフチェック」

（特別支援学校の防災対応資料、平成２４年８月作成、平成２９年３月改訂）を活用して、情

報の共有化、関連計画の策定、防災訓練の計画及び実施などを行っています。また、平成

２９年４月現在、特別支援学校１９校２０か所が避難所等の指定を受けています。このうち、

福祉避難所は１３校１３か所、避難所は６校７か所、一時避難場所は４校５か所です。内３校

は、避難所と一時避難場所の両方の指定を受けています。 

 避難誘導の際の障害特性に応じた情報保障（視覚障害のある人、聴覚障害のある人への

情報提供）や、単独での移動が難しい児童生徒への配慮に関することや職員の役割分担

や地域自治体等との連携体制など、具体的な設営・運営計画を含めた特別支援学校を活

用した取組について、関係機関が連携した防災計画の見直しが必要です。 

その他、自然災害などが発生した場合、被災地域の精神保健医療機能が一時的に低下

し、さらに災害ストレス等により新たに精神的問題が生じるなど、精神保健医療の必要性が

拡大します。 

東日本大震災以降、発災直後から被災地に入って精神医療活動を行う災害派遣精神医

療チーム（以下「DPAT）という。）の体制整備が進められ、本県では、DPAT 研修を平成２７

年度から開催しています。 

今後、当県が被災する場合や、派遣が長期に渡ることを想定し、DPAT を増やすとともに、

他の医療救護チームとともに活動できるようスキルアップしていく必要があります。 

自主避難の困難な障害者等が利用する要配慮者利用施設が立地する土砂災害の恐れ

のある箇所について、土砂災害対策施設の整備を重点的に推進することが必要です。 

防火安全対策については、障害者支援施設やグループホーム等において避難訓練等が

適切に実施されるよう、消防署等の関係機関と連携し周知・啓発しています。また、平成２５

年１２月の消防法施行令等の改正に伴い、延べ床面積にかかわらず、入居者のうち障害支

援区分４以上の人が８割以上となるグループホームは、原則、スプリンクラー設備の設置が

平成２７年４月から義務づけられました。  

障害のある人が安心して暮らすための防犯対策には、警察と地域の障害者団体、福祉施

設、行政等との連携の促進等により、犯罪被害の防止と犯罪被害を早期に発見する取組が

必要です。 

また、聴覚障害のある人などからの緊急通報手段は、既に整備されている「FAX１１０番」
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「メール１１０番」「ＦＡＸ１１９番」に加え、一部消防指令センターにおいて、スマートフォン等

による「メール１１９番」「Web１１９」「Net１１９」が導入されています。   

障害のある人の地域生活への移行の進展に伴い、悪質商法などによる消費者トラブルに

あうことのないよう、障害のある人やホームヘルパー、施設関係者等に対し、消費者センター

で実施する自立支援講座を開催し、消費者センター等の相談窓口の周知、早期通報・相談

の重要性についての啓発を行っています。 

しかし、障害のある人が、消費者被害に遭った場合、その被害を周囲に上手く伝えられな

いことなどがあると言われています。福祉関係者や消費者センターなどにおいて、障害の特

性に通じた相談員の配置や福祉関係者と消費者センターなどの機関との連携が必要です。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①  「災害時における要配慮者及び避難行動要支援者の避難支援の手引き」、「災害時

における避難所運営の手引き」等をもとに障害のある人などの要配慮者に係る市町村

の取組を促していきます。 

 

 ② 災害時における障害のある人への支援体制について検討を行うため、市町村など関 

 係者等との意見交換の場を設けます。バリアフリーへの対応やあらかじめ本人に適した 

補装具等を保管するなど障害特性に配慮した避難所の整備を市町村に働きかけること 

や先進的な取組みを情報提供するなど、福祉避難所の充実に努めます。また、障害の 

ある人の防災拠点と関係市町村、障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所の連 

携体制の構築に努めるとともに、これらの施設等で訓練等を実施します。 

あわせて、防災拠点が未整備の圏域において施設整備の要望があった場合、防災 

   拠点と一体的な整備にすることを条件とするなど、障害福祉サービスを運営している事 

業者に対して働きかけを行い、全ての障害福祉圏域に障害のある人の防災拠点の整 

備をすることを市町村を通じて促進します。 

 

③ 災害時等の情報伝達のための人材確保として、災害時・緊急時においても聴覚障害 

 のある人、視覚障害のある人、盲ろう者に対して必要な支援ができるよう手話通訳及び 

要約筆記、ガイドヘルパー、盲ろう者向け通訳・介助員の講習会を開催するなど人材 

養成に取り組みます。一方、災害時に手話通訳者等の支援者が対応できない場合に

備え、それぞれの障害特性に応じた簡易な情報伝達方法の検討にも取り組みます。 
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④ 県及び市町村が実施する防災訓練においては、男女共同参画の視点を取り入れ、

女性の積極的な参加が得られるよう努めるとともに、手話通訳者等の支援者と専門家の

連携や障害特性に応じて災害時要配慮者対象の各種訓練を今後も積極的に取り入れ

ます。 

 

⑤ 特別支援学校では、障害のある児童生徒の障害の状態や特性等に応じた避難情報 

の伝達・安否確認・避難状況の把握などが行えるよう、防災計画の立案と見直しに努め 

ます。また、福祉避難所指定を受けている１３校以外の特別支援学校について、専門 

性を生かした地域連携を進めるため、各市町の防災担当部署からの要請に応じて 

検討を進めます。 

   

⑥ 大規模災害時における支援体制については、実践的な訓練の必要性があるため、引 

続き防災訓練への参加や、ＤＭＡＴ等との合同訓練を実施していきます。また、ＤＰＡＴ 

については、より多くのチームを派遣可能とするため、養成研修を継続的に開催しチー 

ム数を増やすとともに、構成員の資質向上のためのフォローアップ研修や、災害時に 

迅速かつ適切に支援活動が行えるよう、消防や他の医療チームとの合同研修に参加 

し、体制を強化します。 

 

⑦ 水害、土砂災害時に要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、浸水想 

定区域土砂災害警戒危険区域内の要配慮者施設における避難確保計画の作成及 

び訓練の実施を促進します。 

 

  ⑧ 障害者支援施設やグループホーム等の防火安全対策等について、消防機関等 

と連携し適切に実施されるよう周知啓発し、スプリンクラーなどの消防設備の設置につ

いて支援に努めます。 

 

  ⑨ 土砂災害対策施設について、要配慮者利用施設、なかでも２４時間滞在型で迅速 

かつ緊急避難が困難と想定される収容人数が５０人以上の施設や、１階建ての施設 

のように甚大な被害が想定される危険箇所の整備を優先して進めていきます。 

 

⑩ 防犯対策について、関係者への障害特性等の理解の促進を図るため、それぞれの

障害特性に応じた配慮について記載した「障害のある人に対する情報保障のための

ガイドライン」を市役所町村役場等の公共機関だけではなく、広く民間事業者等への

配付に努め、関係者の理解を促進します。「１１０番の日」などのイベントを通じ広く県

民に「メール１１０番」及び「FAX１１０番」の仕組みを積極的に広報します。また、メー

ル１１０番による緊急通報の実演について、今後も継続的に実施します。 
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    ⑪ 警察と地域の障害者団体、施設、行政等との連携の推進等により、犯罪被害 

の防止と犯罪被害の早期発見に努めます。 

 

⑫ 平成２８年７月に発生した障害者支援施設における殺傷事件を踏まえ、障害 

者支援施設等を利用する障害のある人が安心して生活できるように、防犯に係 

る安全確保のための施設整備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の取 

組を推進するとともに、関係機関や地域住民等と連携し、安全確保体制の構築を 

図ります。 

 

⑬ 火災や事案発生時に聴覚・言語障害のある人がいつでもどこからでも円滑な 

緊急通報を行えるよう、県内の消防本部におけるスマートフォン等を活用した 

音声によらないNet119緊急通報システムの導入を働きかけていきます。 

 

⑭ 障害のある人からの通報への対応について、県消防学校において行う、消防職

員への教育を今後も継続的に実施してきます。 

 

⑮ 知的障害、視覚障害及び聴覚障害などの特性に配意した警察活動のための警

察における職員教育を今後も継続的に実施していくとともに、障害のある人のコミ

ュニケーション支援ボードの活用等を図ります。 

 

⑯ 言語によるコミュニケーション能力に困難を抱える知的障害のある人等、又は取

調べ官に対する迎合性や被誘導性が高いと認められる人に係る事件について、

供述の状況、供述以外の証拠品等を総合的に勘案しつつ、取調べの機能を損な

わない範囲内で、障害の程度やコミュニケーション能力等の被疑者の特性、事案

の内容、被疑者の精神的負担や供述に与える影響等を考慮したうえで、可能な

限り広く録音・録画を実施します。あわせて、被害者の特性や障害に応じた取調

べについて、必要な助言・指導・教養を実施します。 

 

     ⑰  障害のある人を消費者被害から守るため、金銭管理、ロールプレイング方式に 

      よる消費者教育や必要なときには誰かに手助けを求めることなど、自分自身を守 

      る心構えを身に付けるカリキュラムを社会教育や学校の授業などに組み込みま 

す。あわせて、知的障害のある人や精神障害のある人など、適切な判断をするこ 

とに困難さがある人たちに対して、日常生活自立支援事業や成年後見制度による 

支援を行います。障害のある人やホームヘルパー、施設関係者等に対し、消費者 

センター等の相談窓口の周知、早期通報・相談の重要性についての啓発を進め 

ます。 
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【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

20 

避難行動要支援者名簿に

基づく個別計画策定着手

市町村数 

２８ 

（Ｈ29.6.1

現在） 

４１ ４７ ５４ 

   

21 

聴覚・言語機能障害者が

スマートフォン等を用いて 

円滑に１１９番通報できる 

システムを導入している

消防本部の割合（％） 

２６ ５０ ７５ １００ 

 

22 
日常生活自立支援事業

利用者数（再掲） 
１,１５９ １,２２０ １,２５０ １,２８０ 

 

23 

要配慮者利用施設、防災

拠点を保全し、人命を守

る土砂災害対策実施率

（％） 

４０．５ ４１．７ ４１．７ ４１．７ 

   ※実施対象箇所数 84、残り 50 箇所の整備について計画期間中は工事継続中となる。 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人に関する各種のマークは、バリアフリー等に対応したルールや障害のある人

への支援の必要性等を伝えるものであると同時に、障害のある人への理解を促す「心のバリ

アフリー」につながるものです。現在、行政・民間団体等により障害のある人に関する各種の

マークや標識が設けられています。例えば、政令で定める程度の聴覚障害のある人※が運

転する車に表示する「聴覚障害者標識」や、身体障害者補助犬同伴の啓発のための「ほじ

ょ犬マーク」などがあります。前者は法律により定められたもの、後者は厚生労働省が啓発の

ためにデザインしたものです。民間団体が設けたマークもあります。 

 また、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方な

ど、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要

としていることを知らせることができる「ヘルプマーク」を平成２４年に東京都が作成しました。 

本県においても、「ヘルプマーク」を表示した「ヘルプカード」を作成し、普及・啓発を図っ

ています。建物等へのマークの掲示等については、市町村や公共機関ごとに対応が様々で

あることから、その用途を踏まえ一層の周知・啓発を図る必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①  県や市町村などの公共施設においては、障害のある人に対応した設備や取組を示

すマークの掲示を進めます。また、各種のマークの県民への周知と理解の促進を図り、

マークの普及に努めます。 

②  平成２９年に作成した「ヘルプカード」について、認知度を高めるために、市町村や

関係団体と連携し、普及・啓発に努めるとともに、当事者の声を伺いながら、より利用し

やすいものとなるよう検討します。 

 
【障害者のための国際シンボルマーク】 

所管：公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 

障害者が利用できる建物や施設であることを表す世

界共通のマーク。障害の種類や程度にかかわらず、

すべての障害者を対象としたもの。 

駐車場等でこのマークを見かけた場合には、障害者

の利用への配慮が必要。 

 
【身体障害者標識】 

所管：警察庁 

政令で定める程度の肢体不自由である人が免許を受

けて運転する車に表示する。マークの表示について

は努力義務。危険防止のためやむを得ない場合を除

き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行っ

た運転者は道路交通法の規定により罰せられる。 

（７）障害のある人に関するマーク・標識の周知 
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【聴覚障害者標識】 

所管：警察庁 

 

政令で定める程度の聴覚障害のある人が免許を受

けて運転する車に表示する 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマー

クを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は

道路交通法の規定により罰せられる。 

 
【盲人のための国際シンボルマーク】 

所管：社会福祉法人日本盲人福祉委員会 

 

視覚障害者の安全やバリアフリーを考慮した建物・設

備・機器に表示する世界共通のマーク。 

このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用

への配慮が必要。 

          
 【耳マーク】 

所管：一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連

合会 

 

 聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されてい

るマーク。このマークを提示された場合は、相手が

「聞こえない」ことを理解し、口元を見せてはっきり話

す、筆談でやり取りするなど、特性に応じたコミュニケ

ーションの方法に配慮する必要がある。 

 
【ほじょ犬マーク】 

所管：厚生労働省 

 

身体障害者補助犬法の啓発のためのマーク。 

身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬を

いう。「身体障害者補助犬法」では公共の施設や交

通機関はもちろん、デパートやスーパー。ホテル、レ

ストランなどの民間施設では、身体障害のある人が身

体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があ

る。 

 

 
【オストメイトマーク】 

所管：公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 

人工肛門・人工膀胱を造設している人（オストメイト）

のための設備があることを表すマーク。 

対応トイレや案内板に表示される。 

 
【ハート・プラスマーク】 

所管：特定非営利活動法人ハート・プラスの会 

 

「内臓等の身体内部に障害のある人」を表す。内部障

害は外見から分かりづらいため、障害の存在を示し、

理解を得るためのマーク。 
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【障害者雇用支援マーク】 

所管：公益財団法人ソーシャルサービス協会ＩＴセンター 

 

障害者の在宅障害者就労支援及び障害者就労支援

を認めた企業、団体に対して付与する認証マーク。 

 

 

 

                                

     

 

 

 

 

 

 

 

 【白杖ＳＯＳシグナル】普及啓発シンボルマーク 

所管：岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課 

 

白杖を頭上５０ｃｍ程度に掲げてＳＯＳのシグナルを示

している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声

をかけて支援しようという「白杖ＳＯＳシグナル」運動の

普及啓発シンボルマーク。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ヘルプマーク】 

所管：東京都保健福祉局障害者施策推進部計画課 

 

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病

の方、または妊娠初期の方など、外見からは分からな

くても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方

に配慮を必要としていることを知らせることができるマ

ーク。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【ヘルプカード】 

所管：千葉県健康福祉部障害者福祉推進課 

 

「ヘルプマーク」を表示したカードです。 

災害時、緊急時又は日常生活の中で、困ったとき

に等に周囲の方に手助けを求めることができます。 
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○障害のある人に関するマークの使用例 

  

「耳マーク」を使用したカードの例 

必要としている配慮をマークの横に書いてあります。 

（全日本難聴者・中途失聴者団体連合会ホームペー

ジから） 

視覚障害のある人等に配慮した機能がある歩行者用

信号の押しボタン 

歩行者用信号が青であることを音で知らせる機能や、

横断時間を延長する機能があるものもあります。 

  

障害のある人優先、オストメイト対応のトイレの例 市販のカードホルダーに入れてカバンの外に取

り付ける等、障害種別・状況・考え方によって、

適切な方法を工夫して携帯してください。 
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【Ⅰ現状と課題】 

本県においては、障害者差別解消法の施行に先駆け、障害のある人への差別を禁止し

た全国初となる「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」（以下「障害

者条例」という。）が平成１８年に制定、翌１９年に施行されました。 

この障害者条例に基づき、「相談解決の仕組み」「誰もが暮らしやすい社会づくりを議論

する仕組み」「障害のある人にやさしい取組みを応援する仕組み」を構築し、障害者の差別

解消に取り組んでまいりました。 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催、また本県においてもオリンピック４競技、パ

ラリンピック４競技の開催が決定され、大会に向けて、平成２７年１０月に改訂された「２０２０

年東京オリンピック・パラリンピックに向けた千葉県戦略」及び「第５次千葉県障害者計画」に

基づいた取組みを行ってまいりました。 

このような取組みにより、近年、障害及び障害のある人に対する理解は深まりつつあるも

のの、依然として障害のある人は偏見や誤解のために、社会生活の中で不利益を余儀なく

されている実態があります。 

そこで、東京２０２０オリンピック・パラリンピックは世界中から障害のある人もない人も集まり、

また障害のある人たちが繰り広げる熱い闘いを目にすることができるチャンスであり、心のバ

リアフリーを推進し、共生社会の実現の絶好の機会であることから、改めて、現在の取組内

容をまとめました。 

これら様々な取組みについては、障害の有無にかかわらず、すべての人がお互いに人権

や尊厳を大切にし、支え合い、家庭で、職場で、地域で、あらゆる場で誰もが活躍し、いきい

きした人生を送ることができる共生社会を目指すため、大会後のレガシーも見据えたもので

す。 

これらの取組みを進めるにあたっては、福祉分野のみならず、幅広い分野にわたっている

ことから、関係障害者団体、その他関係団体、関係部局等と緊密に連携し、当事者の意見

を吸い上げながら推進していく必要があるとともに、市町村とは、各種会議等を通じた情報

提供や情報共有に努め、主体的な取組を促し、共生社会の実現に向けて取組んでまいりま

す。 

 

 

 

（８）東京２０２０オリンピック・パラリンピックを通じた共生社会の実現に

寄与する様々な取組み 
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第２部 現状と課題及び今後の施策の方向性 Ⅰ主要な施策１から８までの  

【Ⅱ取組みの方向性】の中で、「東京２０２０オリンピック・パラリンピックを通じ

た共生社会の実現に寄与する取組み」を「３つの柱」に分類して以下に再掲します。 

 

柱１ 障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進 

（１）障害のある人の差別の解消・理解促進 

 

２ 精神障害のある人の地域生活の推進 

（１）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【Ⅱ取組みの方向性】 

⑰ 精神障害のある人の実情や地域移行について理解を広げるため、心のふれあいフェ

スティバルや心の健康フェア等、精神障害のある人と地域の人がふれ合う機 会を提供

し、関係団体と連携した普及啓発に努めます。 

 

３障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進 

（１）障害のある人への理解の促進 

  【Ⅱ取組みの方向性】 

  ① 障害者条例に基づく広域専門指導員・地域相談員による地域に根差した周知啓発

活動や各種広報媒体の使用、人権啓発に関する講演会・研修会の開催を通し、障害

のある人への理解の促進及び障害のある人に対する差別の解消に努めます。また、障

害者条例による各種施策の展開により、各種障害に対する正しい理解や偏見の解消

に取り組みます。 

 

② パンフレットや「マンガでわかる障害者差別解消法」の配付等を通して、障害者条例

と併せ、障害者差別解消法についても周知・啓発を図るとともに、障害のある人に接す

ることの多い福祉関係者へのより一層の周知・啓発を行っていきます。 

 

④ 東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けた都市ボランティアの確保・育成の取

組を進めるなかで、障害のある人が安心してボランティアに参加できるよう、関係団体と

連携し、障害のある人への理解に関する研修の実施などを通して、障害のある人もない

人も共にボランティア活動に参加できる体制を整備します。 

 

⑤  実際に差別が起こっている事案では、「これは差別にあたる」という自覚がないまま

差別行為を行ってしまうというケースも見られるため、広域専門指導員による活動で蓄

積した差別に関する報告書をホームページに掲載するなど啓発を行います。 
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⑥  障害のある人への差別の背景にある制度や慣習などの問題について、障害者条

例に基づく推進会議で議論し、改善を図ります。また、より専門的な分野に関しては、

分野別会議をもって対応します。 

 

⑦  「障害のある人に優しい取組を応援する仕組み」により、障害のある人への理解

を広げるために頑張っている取組を紹介します。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

１ 

共生社会という考え方を

知 っ て い る 県 民 の 割 合

（％） 

― ― ― ５０ 

２ 

障害のある人もない人も

共に暮らしやすい千葉県

づくり条例に関する周知

啓発活動の回数（回）※ 

１，２０１ １，０１１ １，０１１ １，０１１ 

 

６ 障害のある人の一般就労の促進と福祉的就労の充実 

（３）障害のある人を雇用する企業等への支援 

 

【Ⅱ取組みの方向性】 

①  障害のある人への理解と雇用促進に取り組む企業等を応援するため、障害のある 

人の能力を活用する工夫や職場において合理的配慮が講じられるよう雇用管理上のア

ドバイスを行う企業支援員を各障害保健福祉圏域に配置します。また、障害者就業・生

活支援センターや地域障害者職業センターなどの支援機関の役割や機能の企業側へ

の周知を図るとともに、積極的な活用を働きかけます。 

   就労定着支援事業については、事業の実施体制や人材の確保・育成など関係機関

と協議しながらその役割を明確にし、企業への周知に努めます。 

法定雇用率未達成企業等を対象に雇用の受入れ準備や定着を支援する障害者雇

用サポート事業を実施するなど、障害のある人の職域開拓や、合理的配慮への対応を

含めた企業等に対する継続雇用の支援を行います。 
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②  障害のある人を積極的に雇用し、障害のある人もない人も共に働きやすい職場づ

くりに努めている企業等を千葉県障害者雇用優良事業所（通称「笑顔いっぱい！フレン

ドリーオフィス」）として認定し、その取組内容を県民に周知することで、障害のある人の

雇用に対する理解と促進を図ります。認定された事業所は、ロゴマークを会社案内や名

刺等に使用することができます。    

 

８ 様々な視点から取り組むべき事項 

（４）スポーツと文化活動に対する支援 

 

【Ⅱ取組みの方向性】 

④ 東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けた都市ボランティアの確保・育成の取

組を進めるなかで、障害のある人が安心してボランティアに参加できるよう、関係団体と

連携し、障害のある人への理解に関する研修の実施などを通して、障害のある人もない

人も共にボランティア活動に参加できる体制を整備します。 

 

 

（２）障害のある人とのコミュニケーションの促進 

３ 障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進 

（５）手話通訳等の人材育成 

 

 【Ⅱ取組みの方向性】 

  ② 手話通訳者養成研修に資するため、手話通訳者養成のための指導者育成を引き続 

き実施します。 

 

③  盲ろう者向け通訳・介助員については、養成研修事業の内容の充実と受講募集の 

 周知を図ります。 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

８ 

手話通訳者・要約筆記者

実養成講習終了見込者数

（人） 

５７ ６０ ６０ ６０ 

  

９ 

盲ろう者向け通訳・介助員

養成講習終了見込者数

（人） 

１６ ２０ ２０ ２０ 
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10 
手話通訳者・要約筆記者

派遣実利用見込件数（件） 
４５７ ４７６ ４７６ ４７６ 

 

11 
盲ろう者向け通訳・介助員

派遣実利用見込件数（件） 
１，３７６ １，３４３ １，３４３ １，３４３ 

 

12 

点字・朗読奉仕員の養成 

人数と研修回数 
    

 
養成人数（人） ４３ ４６ ４６ ４６ 

研修回数（回） ２ ２ ２ ２ 

 

 

（６）情報・コミュニケーションバリアフリーのための普及啓発の促進 

 

【Ⅱ取組みの方向性】 

①   情報コミュニケーションを支援するため、意思疎通支援事業の強化を図っていきま

す。手話言語等条例第１１条に記載されているように、手話通訳者、要約筆記者等の

派遣体制の整備及び充実に努めます。 

 

②   手話言語等条例等の周知を図るため、チラシやＤＶＤなどの資料を用い、広く県民

への周知啓発に努めます。特に県内の中学・高校に対しては、手話等に関するＤＶＤ

を全ての学校に配付し、手話等を学ぶ環境を整えます。 

 

③   手話が県民に身近なものとなるように、簡単な手話が掲載された学習用冊子を作

成・配布し、県民への浸透を図ります。 

 

④  県民が手話等を学ぶ機会を確保するため、県のホームページにおいて、手話を学

ぶサークル等の情報を紹介し、学習機会の確保に努めるとともに、県の職員が手話

等を学習するための研修を実施します。 

 

⑩  視覚障害、聴覚障害等、各種障害のある人に対し、行政の職員などが障害のある人

と情報のやりとりをする際にどのような配慮を行うべきか示すため定めた「障害のある人

に対する情報保障のためのガイドライン」が幅広く活用されるよう、市町村をはじめとし

た関係機関や民間事業者への周知に努め、必要な配慮を行うよう働きかけます。 
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 ８ 様々な視点から取り組むべき事項 

（７）障害のある人に関するマーク・標識の周知 

 

【Ⅱ取組みの方向性】 

②  平成２９年に作成した「ヘルプカード」について、認知度を高めるために、市町村

や関係団体と連携し、普及・啓発に努めるとともに、当事者の声を伺いながら、より利

用しやすいものとなるよう検討します。 

 

（３）学校教育を通した障害のある人の理解促進 

３ 障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進 

（１）障害のある人への理解の促進 

 

【Ⅱ取組みの方向性】 

③ パラスポーツフェスタちば・パラスポーツフォーラムなどの障がい者スポーツの体験会、

障がい者アスリートとの交流を通じて障害のある人とない人の交流を図り、多くの人を巻き

込みながら、障害のある人への理解促進を図ります。また、東京２０２０パラリンピック競技

大会に向けた一連の取組を、開催後もそのレガシーとして受け継ぐことができるよう推進し

ていきます。 

 

（２）子どもたちへの福祉教育の推進 

【Ⅱ取組みの方向性】 

① 福祉教育への取組等を進める学校を引き続き年２０校程度福祉教育推進校として指

定し、その活動を支援します。その際、福祉教育をより効果的に推進するため、同じ地区

の福祉教育推進校と(福)千葉県社会福祉協議会が指定する福祉教育推進団体が連携・

協働する「パッケージ指定」により、地域の社会資源や人材を活用した福祉教育プログラ

ムの協議・連携・企画・実践を行い、福祉教育を推進します。 

 

③  特別支援学校と近隣の小・中学校等の幼児児童生徒との交流及び共同学習を通し

て、障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒がお互いの個性を尊重し合い、

思いやる心を育て、共に社会を作るための豊かな人間性の育成を目指します。 

  学校における授業等に資するよう、引き続き、幼・認定こども園・小・中・義務教育学校・

高等学校の管理職や人権教育担当者に対し、障害者理解に関する研修を実施します。 
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④  学校における授業等に資するよう、引き続き、幼・認定こども園・小・中・義務教育学

校・高等学校の管理職や人権教育担当者に対し、障害者理解に関する研修を実施しま

す。 

 

４ 障害のある子どもの療育支援体制の充実 

（５）障害のある子ども一人一人が十分に教育を受けられるための取組の充実 

⑤  一人一人の障害特性と教育的ニーズに応じて決定される合理的配慮と、その合理

的配慮を実現していくための基礎となる教育環境の充実を図ります。 

 

８ 様々な視点から取り組むべき事項 

（４）スポーツと文化活動に対する支援 

 

 【Ⅱ取組みの方向性】 

④ 障害のある人が、気軽にスポーツ指導を受けることができるよう、幅広い種目の指導者

の養成を図るとともに、登録している指導者から気軽に指導を受けられ、スポーツを楽しめ

るような仕組みづくりを検討します。 

 

⑨  障害のある人が制作する芸術・文化作品や芸能を発表する場を提供するほか、 

障害のある人の団体が主催する発表会を共催、文化・芸術関連行事を後援し、発表機 

会の確保と充実に努めます。また、東京2020応援プログラムやbeyond2020プログラムの 

活用を促進するとともに、障害のある人が参加しやすい行事が増えるよう、広報・啓発活 

動に努め、障害者芸術の振興を図ります。 

 

 

柱２ 障害者スポーツ・芸術を通した障害のある人の理解促進 

（１）障害者スポーツの普及活動の強化 

３ 障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進 

（１）障害のある人への理解の促進 

 

【Ⅱ取組みの方向性】 

③ パラスポーツフェスタちば・パラスポーツフォーラムなどの障害者スポーツの体験会、

障害者アスリートとの交流を通じて障害のある人とない人の交流を図り、多くの人を巻き込

みながら、障害のある人への理解促進を図ります。また、東京２０２０パラリンピック競技大

会に向けた一連の取組を、開催後もそのレガシーとして受け継ぐことができるよう推進して

いきます。 
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８ 様々な視点から取り組むべき 

（４）スポーツと文化活動に対する支援 

【Ⅱ取組みの方向性】 

③ （一社）千葉県障がい者スポーツ協会、障害当事者団体など関係団体との連携、障害

者スポーツ指導者の養成、千葉県障害者スポーツ大会の競技種目の拡大・充実、選手へ

の支援強化に取り組み、全国障害者スポーツ大会における本県選手団のさらなる躍進を

目指します。また、千葉県障害者スポーツ大会等の障害者スポーツイベントを開催すると

ともに、障害のある人が幅広く参加できるよう、その内容の充実を図ります。 

 

④ 障害のある人が、気軽にスポーツ指導を受けることができるよう、幅広い種目の指導者

の養成を図るとともに、登録している指導者から気軽に指導を受けられ、スポーツを楽しめ

るような仕組みづくりを検討します。 

 

⑤ パラリンピック競技大会・デフリンピック競技大会・スぺシャルオリンピックス世界大会等

の世界的規模の障害者スポーツ大会について、表彰制度を活用すること等により、大会

の周知・啓発に努め、県民の理解促進を図ります。 

県立特別支援学校が実施している障害者スポーツを通した交流活動の実践研究により、

障害者スポーツの普及と心のバリアフリーの推進を図ります。 

 

⑥ 特別支援学校を積極的に活用して、障害者スポーツの進展、推進に取り組み 

 ます。障害 のある人 が生涯にわたってスポーツ活動を楽 しむための普及 ・啓発 

を進めるとともに、障害者スポーツを通した地域との交流を推進し、地域への障害者 

スポーツの振興を図ります。 

 

⑧ 障害のある人とない人の障害者スポーツ交流試合を実施し、障害者スポーツを広く 

周知します。また、市町村へコーディネーターを派遣し、スポーツ体験会や教室等を開 

催するとともに、貸出用競技用具の充実を図るなど、障害のある人が、地域でスポーツ 

に親しめる環境を整備します。 

 【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

９ 
障害者スポーツ指導員の

養成者数 
３５ ８０ ８０ ８０ 

10 
障害者スポーツの指導 

者数 
６２８ 

増加を目指

します。 

増加を目指

します。 
増加を目指 

します。 
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（２）障害者スポーツの選手の競技力の向上 

 ８様々な視点から取り組むべき事項 

（４）スポーツと文化活動に対する支援 

 

【Ⅱ取組みの方向性】 

①  東京パラリンピックに向けて、本県選手を一人でも多く輩出するために、障 

害者スポーツの競技団体の整備や、有望選手の掘り起こし、また、障害者アス

リートを強化するための取組への助成等を行います。 

 

④ 障害のある人が、気軽にスポーツ指導を受けることができるよう、幅広い種目の指導者

の養成を図るとともに、登録している指導者から気軽に指導を受けられ、スポーツを楽し

めるような仕組みづくりを検討します。 

 

（３）障害のある人の文化活動の推進 

８ 様々な視点から取り組むべき事項 

（４）スポーツと文化活動に対する支援 

 

【Ⅱ取組みの方向性】 

⑨  障害のある人が制作する芸術・文化作品や芸能を発表する場を提供するほか、障 

害のある人の団体が主催する発表会を共催、文化・芸術関連行事を後援し、発表機会の 

確保と充実に努めます。また、東京2020応援プログラムやbeyond2020プログラムの活用を 

促進するとともに、障害のある人が参加しやすい行事が増えるよう、広報・啓発活動に努 

め、障害者芸術の振興を図ります。 

 

 

⑩ 県内の特別支援学校において、児童・生徒等の情操の涵養と芸術活動への参加の 

機運の醸成のため、プロのオーケストラを各校に派遣し、巡回公演を開催します。 
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柱３ 公共施設等のソフト・ハードのバリアフリー化の促進 

（１）障害のある人がスポーツを楽しめる場の整備 

８ 様々な視点から取り組むべき事項 

（４）スポーツと文化活動に対する支援 

②  障害のある人のスポーツ・レクリエーションの拠点施設である千葉県障害者スポー

ツ・レクリエーションセンターの利用を促進するため、引き続き、利用者のニーズに対応で

きる設備の充実等を図るほか、各種情報媒体を活用した広報活動を推進します。あわせ

て、周辺施設との連携等によりスポーツ・レクリエーションセンターの拠点としての機能充

実を図るとともに、地域のスポーツ施設を利用しやすい環境整備に努めて まいります。 

県立学校体育施設開放について、各開放校の課題・問題・要望等を把握し、「開放校

が開放しやすく」「利用者相互が利用しやすい」環境を整備することにより開放を促進し、

地域スポーツの推進に努めます。 

また、県内の公共社会体育施設の整備状況や障害のある人の利用の可否等について、

隔年で調査し、情報提供を行います。 

 

（５）住まいとまちづくりに関する支援 

○公共施設等のバリアフリー化 

① 障害のある人や高齢者が、安心して快適に暮らすことができるよう、病院、公共施設 

等の建築物のバリアフリー化の一層の推進に向け、バリアフリー法に基づく適合審査及

び認定をするとともに、支援制度の活用や建築物のバリアフリー化の普及啓発を行いま

す。また、県庁舎等の公共施設の整備に当たっては、今後もバリアフリー法や条例に基

づく施設整備に努めます。 

県立高等学校のバリアフリー化を推進するためエレベーター、多機能型トイレの整備 

   を進めます。また、疾病や障害等により体温調整が困難な児童生徒のために、特別支 

援学校の工芸室などの作業実習室に空調設備を整備します。 

 また、総合スポーツセンター野球場耐震・大規模改修事業において、バリアフリー化 
  を推進するため、障害者用観覧席・エレベーター及び多機能トイレの設置を行い 

  ます。  
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（２）障害のある人も暮らしやすいまちづくりに関する支援 

８ 様々な視点から取り組むべき事項 

（５）住まいとまちづくりに関する支援 

【Ⅱ取組みの方向性】 

○公共施設等のバリアフリー化 

① 障害のある人や高齢者が、安心して快適に暮らすことができるよう、病院、公共施設 

等の建築物のバリアフリー化の一層の推進に向け、バリアフリー法に基づく適合審査及

び認定をするとともに、支援制度の活用や建築物のバリアフリー化の普及啓発を行いま

す。また、県庁舎等の公共施設の整備に当たっては、今後もバリアフリー法や条例に基

づく施設整備に努めます。 

県立高等学校のバリアフリー化を推進するためエレベーター、多機能型トイレの整備 

   を進めます。また、疾病や障害等により体温調整が困難な児童生徒のために、特別支 

援学校の工芸室などの作業実習室に空調設備を整備します。 

 また、総合スポーツセンター野球場耐震・大規模改修事業において、バリアフリー化 
  を推進するため、障害者用観覧席・エレベーター及び多機能トイレの設置を行い 

  ます。  

  

③ 鉄道駅のエレベーターやホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備及び

バス事業者におけるノンステップバスやタクシー事業者における福祉タクシー車

両の導入を促進するため、引き続き支援を行います。 
 

○こころのバリアフリー 

②  公共機関職員等に対する障害特性の理解促進を図るため、「心のバリアフリー」 

研修について、研修内容を検討し実施していきます。 また、バリアフリー法の趣旨を理 

解するとともに、各自治体等のバリアフリー事業の一助とするため、市町村職員や県職 

員等を対象に、バリアフリー教室を実施していきます。  

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

13 
主要駅エレベーター・エス

カレーターの整備率（％） 
９４．９ ９６．０ ９８ １００ 

14 
乗合バス車両のノンステ

ップバスの導入率（％） 
５４．７ ６２．４ ６６．２ ７０．０ 

 

 

                 


